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公布された条例のあらまし 
 

亀岡市老人医療費支給条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 京都府における老人医療助成制度の見直し

に伴い、次のとおり改めることとした。 

⑴ 対象者を６５歳以上７０歳未満の者で所

得税非課税世帯に属するものとすることと

した。 

⑵ 医療費の自己負担割合を原則２割（現行

１割）とすることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市情報公開条例及び亀岡市個

人情報保護条例の一部を改正する

条例要綱 

 

１ 独立行政法人通則法の一部改正に伴い、所

要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市行政手続条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 行政手続法の一部改正により、行政指導の

中止等の求め及び処分等の求めに関する規定

が設けられたこと等に伴い、本市条例におい

て同様の規定を設けることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 公益財団法人への移行認定により、名称等

に変更が生じた法人について改正することと

した。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例要綱 

 

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条

例について所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 
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亀岡市教育委員会委員定数条例を

廃止する条例要綱 

 

１ 亀岡市教育委員会委員の定数を地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の規定のとお

り５人（現行６人。教育長を含む）とするた

め、亀岡市教育委員会委員定数条例を廃止す

ることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市立小学校設置条例及び亀岡

市立中学校設置条例の一部を改正

する条例要綱 

 

１ 小中一貫校の設置に伴い、亀岡市立川東小

学校及び亀岡市立高田中学校の位置を定める

こととした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

し、必要な経過措置を定めることとした。 
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亀岡市立幼稚園条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 子ども・子育て支援法の規定に基づき、現行１人１月につき７，０００円の保育料を次のとお

り改定することとした。 

 

階層 世帯の階層区分 月額 

第１階層 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に

よる保護を受けている世帯 

0円 

第２階層 市民税非課税世帯、市民税所得割非課税世帯（均等

割のみ課税） 

3,000円 

第３階層 市民税所得割課税額  77,100円以下 7,000円 

第４階層 市民税所得割課税額 211,200円以下 9,000円 

第５階層 上記以外 11,000円 

 

２ 新たに預かり保育を行うため、必要な事項を定め、預かり保育料を次のとおりとすることとし

た。 

 

区    分 預かり保育料 

教育時間終了後から午後５時まで １人１時間当たり  100円 

全実施日教育時間終了後から午後４時まで １人１月当たり  3,000円 

全実施日教育時間終了後から午後５時まで １人１月当たり  4,000円 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例は、平成２７年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市財産区等基金条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 決算剰余金及び基金の処分について、処分方法の多様化を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行することとした。 
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亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例要綱 

 

１ 子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料

について定めることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行することとした。 

 

 

 

亀岡市介護保険条例の一部を改正する条例要綱 

 

１ 第６期介護保険事業計画の実施に伴い、平成２７年度から平成２９年度までの介護保険料を次

のとおり改定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 現   行 改 正 後 

基 準 額 月額    ５，１３４円 月額    ５，１９６円 

第１段階 

年額   ２１，５５２円 

年額
   ３１，１７６円 

（２８，０５６円） 
３０，８０４円 

第２段階 ４１，５８０円 ４２，０８４円 

第３段階 ４６，２００円 ４６，７６４円 

第４段階 ５５，４４０円 ５６，１１２円 

第５段階 基準額 ６１，６０８円 基準額 ６２，３５２円 

第６段階 ７３，９２０円 ７４，８２０円 

第７段階 ８６，２４４円 ８１，０４８円 

第８段階 

９８，５６８円 

９３，５２８円 

第９段階 ９９，７５６円 

第10段階 １１０，８９２円 １１２，２２４円 

第11段階 １２３，２１６円 １２４，７０４円 

第12段階 １３５，５２８円 １３７，１７２円 

        上段  第３条第１項に定める保険料 

        下段 （第３条第２項に定める保険料） 
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２ 所得段階区分の対象者を次のとおり改定することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 介護予防・日常生活支援総合事業は、平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間

は行わず、同日の翌日から行うこととした。 

 

４ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

５ この条例は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度分の保険料から適用することとし

た。 

 

 

所得段階 現 行 改正後 

第１段階 

①本人が生活保護受給者 
②本人が老齢福祉年金受給者で、
住民税世帯非課税者 

①本人が生活保護受給者 
②本人が老齢福祉年金受給者で、
住民税世帯非課税者 

③住民税世帯非課税者で、本人の
前年の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が８０万円以下の
者 

住民税世帯非課税者で、本人の前
年の課税年金収入額と合計所得金
額の合計が８０万円以下の者 

第２段階 

住民税世帯非課税者であり、本人
の前年の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円超
１２０万円以下の者 

同 左 

第３段階 
住民税世帯非課税者であり、本人
の前年の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が１２０万円超の者

同 左 

第４段階 

世帯の誰かに住民税が課税されて
いるが、本人は住民税非課税で、
本人の前年の課税年金収入額と合
計所得金額の合計が８０万円以下
の者 

同 左 

第５段階 
基
準
額 

世帯の誰かに住民税が課税さ
れているが、本人は住民税非
課税で、本人の前年の課税年
金収入額と合計所得金額の合
計が８０万円超の者 

基
準
額 

同 左 

第６段階 
本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が１２５万円
以下の者 

本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が１２０万円
未満の者 

第７段階 
本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が１２５万円
超１９０万円未満の者 

本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が１２０万円
以上１９０万円未満の者 

第８段階 
本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が１９０万円
以上４００万円未満の者 

本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が１９０万円
以上２９０万円未満の者 

第９段階 
本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が２９０万円
以上４００万円未満の者 

第１０段階 
本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が４００万円
以上６００万円未満の者 

同 左 

第１１段階 
本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が６００万円
以上８００万円未満の者 

同 左 

第１２段階 
本人に住民税が課税されており、
前年の合計所得金額が８００万円
以上の者 

同 左 
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亀岡市地域包括支援センターにお

ける包括的支援事業の実施に係る

人員等の基準に関する条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における介護保険法の一部改正に伴い、

地域包括支援センターが包括的支援事業を実

施するために必要な基準等を定めることとし

た。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例要綱 

 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律における介護保険法の一部改正に伴い、

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定

めることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

亀岡市指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改

正する条例要綱 

 

１ 介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準等を改めることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市指定地域密着型介護予防 

サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例の一部を改正す

る条例要綱 

 

１ 介護保険法施行規則等の一部改正に伴い、

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を改めることと

した。 

 

２ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 



 
亀 岡 市 公 報 

 10 

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

亀岡市景観条例要綱 

 

１ 亀岡市における良好な景観の形成に関する

基本的な事項及び景観法の施行について必要

な事項を定めることにより、市民と行政が協

働し、亀岡市固有の景観と快適な生活が調和

した豊かな生活環境の創造及びにぎわいのあ

るまちづくりの実現を図り、もって市民生活

の向上及び地域社会の健全な発展に寄与する

ことを目的とすることとした。 

 

２ この条例は、平成２７年１０月１日から施

行することとした。 

 

 

 

亀岡市営特定目的住宅条例の一部

を改正する条例要綱 

 

１ 篠町野条に設置している特定目的住宅１戸

について、用途廃止することとした。 

 

２ この条例は、公布の日から施行することと

した。 

 

 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例要綱 

 

１ 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、

保険料の基礎賦課限度額を５２０，０００円

（現行５１０，０００円）に、後期高齢者支

援金等賦課限度額を１７０，０００円（現行

１６０，０００円）に、介護納付金賦課限度

額を１６０，０００円（現行１４０，０００

円）に改めることとした。 

 

２ 保険料を減額する基準のうち、５割   

軽減基準の被保険者数に乗ずる金額を     

２６０，０００円（現行２４５，０００円）

に、２割軽減基準の被保険者数に乗ずる金額

を４７０，０００円（現行４５０，０００

円）に改めることとした。 

 

３ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

４ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

５ この条例は、平成２７年４月１日から施行

することとした。 

 

 

 

亀岡市税条例等の一部を改正する

条例要綱 

 

 地方税法等の一部改正に伴い、次のとおり亀

岡市税条例等の一部を改正した。 

 

１ 法人市民税均等割の税率適用区分である資

本金等の額の見直しにより所要の規定整備を

図ることとした。 

 

２ 土地に係る固定資産税の負担調整措置を平

成２９年度まで継続することとした。 

 

３ 原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動

車に係る軽自動車税の改定時期を平成２８年

４月１日まで１年間延期することとした。 

 

４ 市民税、固定資産税、軽自動車税等の減免

の申請期限について、納期限まで（現行納期

限７日前まで）に延長することとした。 
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５ ふるさと納税に対する個人の市民税の寄附

金控除額に係る申告の特例等を設けることと

した。 

 

６ その他所要の規定整備を図ることとした。 

 

７ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

８ この条例は、平成２７年４月１日から施行

した。ただし、３の改正は、公布の日から施

行した。 

 

 

条 例 
 

 亀岡市老人医療費支給条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２号 

 

亀岡市老人医療費支給条例の一部

を改正する条例 

 

 亀岡市老人医療費支給条例（昭和４７年亀岡

市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条を次のように改める。 

（老人医療費の支給） 

第２条 市長は、亀岡市の区域内に住所を有す

る６５歳以上７０歳未満の者で、その者又は

その者の配偶者若しくはその者の扶養義務者

で主としてその者の生計を維持するものに対

して、前年（１月から７月までの間に受けた

医療に係る医療費については、前前年とす

る。）の所得税が課されていないもの（所得

税法等の一部を改正する法律（平成２２年法

律第６号）第１条の規定による改正前の所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１

項及び第８４条第１項の規定を適用したなら

ば所得税が課されないものを含む。以下「対

象者」という。）の疾病又は負傷について、

健康保険法（大正１１年法律第７０号）、国

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

その他規則で定める医療保険に関する法令の

規定による医療に関する給付が行われた場合

において、当該医療に関する給付の額（その
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者が国民健康保険法による療養の給付を受け

たときは、当該療養の給付の額から当該療養

の給付に関する同法の規定による一部負担金

に相当する額を控除した額とする。）が当該

医療に要する費用の額に満たないときは、規

則で定める手続に従いその者に対しその満た

ない額から高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号。以下「高確法」

という。）第６７条に規定する一部負担金に

相当する額（その者が高確法第６７条第１項

第１号の場合に該当するときは、同号中「百

分の十」とあるのを「百分の二十」と読み替

えて得た額に相当する額とする。）を控除し

た額に相当する額を老人医療費として支給す

る。ただし、当該疾病又は負傷について法令

の規定により国又は地方公共団体の負担によ

る医療に関する給付が行われたときは、この

限りでない。 

 第４条を削り、第５条を第４条とし、第６条

から第８条までを１条ずつ繰り上げる。 

 第９条中「第６条第１項」を「第５条第１

項」に改め、同条を第８条とし、第１０条から

第１３条までを１条ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 平成２７年７月３１日以前に６５歳に達す

る者に係る老人医療費の受給資格については、

この条例による改正後の亀岡市老人医療費支

給条例（以下「新条例」という。）第２条の

規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行日前に受けた療養の給付に

係る老人医療費の支給額については、新条例

第２条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市情報公開条例及び亀岡市個人情報保護

条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第３号 

 

亀岡市情報公開条例及び亀岡市個

人情報保護条例の一部を改正する

条例 

 

 （亀岡市情報公開条例の一部改正） 

第１条 亀岡市情報公開条例（平成１２年亀岡

市条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第７条第２号中「第２条第２項」を「第２

条第４項」に、「特定独立行政法人」を「行

政執行法人」に改める。 

 （亀岡市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 亀岡市個人情報保護条例（平成１２年

亀岡市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１４条第２号中「第２条第２項」を「第

２条第４項」に、「特定独立行政法人」を

「行政執行法人」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

「掲示済」 
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 亀岡市行政手続条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第４号 

 

亀岡市行政手続条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市行政手続条例（平成８年亀岡市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中 

「第４章 行政指導（第３０条－第３５条）」

を 

「第４章 行政指導（第３０条－第３５条） 

 第４章の２ 処分等の求め（第３５条の２）」 

に改める。 

 第２条中第６号を第７号とし、第２号から第

５号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次

の１号を加える。 

⑵ 法令 法律、法律に基づく命令（告示を

含む。）及び条例等をいう。 

 第３条第１項中「第４章」を「第４章の２」

に改める。 

 第３４条第３項を同条第４項とし、同条第２

項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条

第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をす

る際に、市の機関が許認可等をする権限又は

許認可等に基づく処分をする権限を行使し得

る旨を示すときは、その相手方に対して、次

に掲げる事項を示さなければならない。 

⑴ 当該権限を行使し得る根拠となる法令の

条項 

⑵ 前号の条項に規定する要件 

⑶ 当該権限の行使が前号の要件に適合する

理由 

 第３４条の次に次の１条を加える。 

 （行政指導の中止等の求め） 

第３４条の２ 法令に違反する行為の是正を求

める行政指導（その根拠となる規定が法律又

は条例等に置かれているものに限る。）の相

手方は、当該行政指導が当該法律又は条例等

に規定する要件に適合しないと思料するとき

は、当該行政指導をした市の機関に対し、そ

の旨を申し出て、当該行政指導の中止その他

必要な措置をとることを求めることができる。

ただし、当該行政指導がその相手方について

弁明その他意見陳述のための手続を経てされ

たものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した

申出書を提出してしなければならない。 

⑴ 申出をする者の氏名又は名称及び住所又

は居所 

⑵ 当該行政指導の内容 

⑶ 当該行政指導がその根拠とする法律又は

条例等の条項 

⑷ 前号の条項に規定する要件 

⑸ 当該行政指導が前号の要件に適合しない

と思料する理由 

⑹ その他参考となる事項 

３ 当該市の機関は、第１項の規定による申出

があったときは、必要な調査を行い、当該行

政指導が当該法律又は条例等に規定する要件

に適合しないと認めるときは、当該行政指導

の中止その他必要な措置をとらなければなら

ない。 

 第４章の次に次の１章を加える。 

    第４章の２ 処分等の求め 

 （処分等の求め） 

第３５条の２ 何人も、法令に違反する事実が
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ある場合において、その是正のためにされる

べき処分（その根拠となる規定が条例等に置

かれているものに限る。）又は行政指導（そ

の根拠となる規定が法律又は条例等に置かれ

ているものに限る。）がされていないと思料

するときは、当該処分をする権限を有する行

政庁又は当該行政指導をする権限を有する市

の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分

又は行政指導をすることを求めることができ

る。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した

申出書を提出してしなければならない。 

⑴ 申出をする者の氏名又は名称及び住所又

は居所 

⑵ 法律又は条例等に違反する事実の内容 

⑶ 当該処分又は行政指導の内容 

⑷ 当該処分又は行政指導の根拠となる法律

又は条例等の条項 

⑸ 当該処分又は行政指導がされるべきであ

ると思料する理由 

⑹ その他参考となる事項 

３ 当該行政庁又は市の機関は、第１項の規定

による申出があったときは、必要な調査を行

い、その結果に基づき必要があると認めると

きは、当該処分又は行政指導をしなければな

らない。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （亀岡市税条例の一部改正） 

２ 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例第 

３９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「第３４条第３項」を「第

３４条第４項」に、「第２条第５号」を「第

２条第６号」に、「第３４条第２項」を「第

３４条第３項」に改める。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第５号 

 

職員の懲戒の手続及び効果に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭

和３０年亀岡市条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第２条第２号を次のように改める。 

⑵ 公益財団法人 亀岡市福祉事業団（平成

２５年４月１日に公益財団法人亀岡市福祉

事業団という名称で設立された法人をい

う。） 

 第２条第６号を次のように改める。 

⑹ 公益財団法人 亀岡市農業公社（平成 

２５年１１月１日に公益財団法人亀岡市農

業公社という名称で設立された法人をい

う。） 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第６号 

 

地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例 

 

（職務に専念する義務の特例に関する条例の

一部改正） 

第１条 職務に専念する義務の特例に関する条

例（昭和３０年亀岡市条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

 第１条中「地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第３５条」の次に「（地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条

の２第１１項において準用する場合を含

む。）及び地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第 

１１条第５項」を加える。 

 （亀岡市職員倫理条例の一部改正） 

第２条 亀岡市職員倫理条例（平成１４年亀岡

市条例第３４号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項第１号中「教育長及び」を削

る。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例（昭和３１年亀岡市

条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 別表１の項を削り、同表２の項中「同委員

（教育長を兼任した委員を除く。）」を「教

育委員会委員」に改め、同項を１の項とし、

同表中３の項から１７の項までを１項ずつ繰

り上げる。 

（亀岡市特別職報酬等審議会条例の一部改正） 

第４条 亀岡市特別職報酬等審議会条例（昭和

３９年亀岡市条例第４５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条中「及び副市長」を「、副市長、病

院事業管理者及び教育長」に改める。 

（特別職の職員で常勤のものの給与に関する

条例の一部改正） 

第５条 特別職の職員で常勤のものの給与に関

する条例（昭和３９年亀岡市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条に次の１号を加える。 

⑷ 教育長 

 別表に次のように加える。 

４ 教育長 ６９４，０００円

 

（職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第６条 職員の退職手当に関する条例（昭和 

３０年亀岡市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 目次中「特別職等」を「特別職」に改める。 

 「第４章 特別職等の職員の退職手当の特

例」を「第４章 特別職の職員の退職手当の

特例」に改める。 

 第１１条（見出しを含む。）、第１２条及

び第１４条中「特別職等」を「特別職」に改

める。 

（亀岡市職員等の旅費に関する条例の一部改

正） 

第７条 亀岡市職員等の旅費に関する条例（昭

和３７年亀岡市条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項第１号中「及び副市長」を 
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「、副市長及び教育長」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行

する。 

（亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条

例の廃止） 

２ 亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条

例（昭和３０年亀岡市条例第２６号）は、廃

止する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

３ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）附則第２条第１項に規定する旧教育

長が同項の規定により在職する場合において

は、この条例による改正後の職務に専念する

義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条

例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等

審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給

与に関する条例、職員の退職手当に関する条

例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規

定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市教育委員会委員定数条例を廃止する条

例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第７号 

 

亀岡市教育委員会委員定数条例を廃

止する条例 

 

 亀岡市教育委員会委員定数条例（平成２０年

亀岡市条例第２号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立小学校設置条例及び亀岡市立中学校

設置条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第８号 

 

亀岡市立小学校設置条例及び亀岡

市立中学校設置条例の一部を改正

する条例 

 

 （亀岡市立小学校設置条例の一部改正） 

第１条 亀岡市立小学校設置条例（昭和３９年

亀岡市条例第１０号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の表１３の項中「野堀１番地の７」

を「溝ノ上１４番地４」に改める。 

 （亀岡市立中学校設置条例の一部改正） 

第２条 亀岡市立中学校設置条例（昭和３９年

亀岡市条例第１１号）の一部を次のように改
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正する。 

 第１条の表５の項中「１４番地の４」を

「１４番地４」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市立小学校設

置条例第１条の規定の適用については、平成

２７年１２月２８日までにおいて教育委員会

規則で定める日までの間は、「亀岡市馬路町

溝ノ上１４番地４」とあるのは、「亀岡市馬

路町野堀１番地の７」とする。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市立幼稚園条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第９号 

 

亀岡市立幼稚園条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市立幼稚園条例（昭和４０年亀岡市条例

第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項中「７，０００円」を「別表第

１に定める保育料」に改め、同条第２項中「入

園幼児」の次に「（以下「幼児」という。）」

を加える。 

 第５条を第６条とし、第３条の次に次の２条

を加える。 

（保育料の減額） 

第４条 市長は、次の各号に該当すると認めた

ときは、保育料を減免し、又は免除すること

ができる。 

⑴ 幼児を２人以上有している世帯である場

合（次号又は第３号の規定の適用を受ける

世帯である場合を除く。） ア及びイに掲

げる額 

ア 幼児のうち 年長者の次の年長者であ

る幼児に係る保育料の半額 

イ 幼児のうち 年長者でなく、かつ、そ

の次の年長者でない幼児に係る保育料の

全額 

⑵ 小学校１年生から３年生までの児童を１

人有している世帯である場合 ア及びイに

掲げる額 

ア 幼児のうち 年長者である幼児に係る

保育料の半額 

イ 幼児のうち 年長者でない幼児に係る

保育料の全額 

⑶ 小学校１年生から３年生までの児童を２

人以上有している世帯である場合 全額 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会

が必要と認めた場合 教育委員会が必要と

認めた額 

（預かり保育等） 

第５条 市長は、幼稚園において預かり保育

（教育課程に係る教育時間以外に教育委員会

が定めるところにより行う教育活動をいう。

以下同じ。）を行うことができることとし、

預かり保育の実施について必要な事項は、別

に教育委員会規則で定める。 

２ 預かり保育を利用する幼児の保護者は、第

３条第１項に規定する保育料のほか、別表第 
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２に定める預かり保育料を納付しなければならない。 

３ 預かり保育を利用する幼児の保護者は、前項に定める預かり保育料のほか、おやつ代その他の

預かり保育に要する費用の実費を納付しなければならない。 

４ 幼児が２人以上ある場合の 年長者以外のものの預かり保育料は、半額とする。 

 附則の次に別表として次の２表を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

「掲示済」 

 

別表第１（第３条関係） 

保育料 

階層 世帯の階層区分 月額 

第１階層 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定に

よる保護を受けている世帯 

0円 

第２階層 市民税非課税世帯、市民税所得割非課税世帯（均等

割のみ課税） 

3,000円 

第３階層 市民税所得割課税額  77,100円以下 7,000円 

第４階層 市民税所得割課税額 211,200円以下 9,000円 

第５階層 上記以外 11,000円 

（備考） 

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 所得割課税額 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）の規定によって計算された市町村民税所

得割課税額をいう。ただし、市町村民税所得割課税額を計算する場合には、

地方税法第３１４条の７第１項、第３１４条の８、第３１４条の９及び附

則第５条の４の規定は、適用しない。 

⑵ 均等割 地方税法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

２ 幼児の属する世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯

について第５階層にあるものとみなしてこの表を適用する。 

３ ４月から８月までの月分の保育料の額にあっては、前年度分の所得割課税

額を基に、９月から翌年３月までの月分の保育料の額にあっては、当該年度

分の所得割課税額を基に決定するものとする。 

 

別表第２（第５条関係） 

預かり保育料 

区    分 預かり保育料 

教育時間終了後から午後５時まで １人１時間当たり  100円 

全実施日教育時間終了後から午後４時まで １人１月当たり  3,000円 

全実施日教育時間終了後から午後５時まで １人１月当たり  4,000円 
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 亀岡市財産区等基金条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１０号 

 

亀岡市財産区等基金条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市財産区等基金条例（昭和５６年亀岡市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条を次のように改める。 

第２条 基金として積み立てる額は、当該財産

区管理会又は曽我部山林管理委員会の同意を

得て、当該財産区特別会計歳入歳出予算及び

曽我部山林事業特別会計歳入歳出予算で定め

る。 

２ 決算上剰余金を生じたときは、当該財産区

管理会又は曽我部山林管理委員会の同意を得

て、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入

することができる。 

 第６条中「一に」を「いずれかに」に改め、

同条に次の１号を加える。 

⑷ その他市長が必要と認め、当該財産区管

理会又は曽我部山林管理委員会が同意した

とき。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の保育料に関する条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１１号 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の保育料に関す

る条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）に基づく教育・保育に関する利用者負

担額（以下「保育料」という。）に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （保育料） 

第２条 法第２７条第３項第２号、第２８条第

２項各号、第２９条第３項第２号及び第３０

条第２項各号に規定する支給認定保護者の属

する世帯の所得の状況その他の事情を勘案し

て市町村が定める額は、それぞれ当該規定の

政令で定める額を限度として規則で定める。 

２ 法附則第６条第４項に規定する額は、規則

で定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、亀岡市立幼稚

園（亀岡市立幼稚園条例（昭和４０年亀岡市

条例第２４号）第１条の規定に基づき設置し

た幼稚園をいう。）を利用する支給認定子ど

も（法第２０条第４項の支給認定子どもをい

う。）の保育料については、同条例第３条に

おいて定めるとおりとする。 

 （保育料の減免） 

第３条 市長は、災害その他の理由により特に

必要があると認めるときは、保育料を減額し、
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又は免除することができる。 

 （委任） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市介護保険条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１２号 

 

亀岡市介護保険条例の一部を改正

する条例 

 

 亀岡市介護保険条例（平成１２年亀岡市条例

第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中「平成２４年度から平成２６年度ま

で」を「平成２７年度から平成２９年度まで」

に改め、同条第１号中「２１，５５２円」を

「３１，１７６円」に改め、同条第２号中 

「３０，８０４円」を「４２，０８４円」に改

め、同条第３号中「４６，２００円」を  

「４６，７６４円」に改め、同条第４号中 

「６１，６０８円」を「５６，１１２円」に改

め、同条第１０号中「１３５，５２８円」を

「１３７，１７２円」に改め、同号を同条第 

１２号とし、同条第９号中「１２３，２１６

円」を「１１２，２２４円」に改め、同号ア中

「６，０００，０００円以上８，０００，０００

円未満」を「４，０００，０００円以上       

６，０００，０００円未満」に改め、同号イ中

「部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加

え、同号を同条第１０号とし、同号の次に次の

１号を加える。 

⑾ 次のいずれかに該当する者  

           １２４，７０４円 

ア  前 年 の 合 計 所 得 金 額 が       

６ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上      

８，０００，０００円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当す

る者を除く。） 

 第３条第８号中「１１０，８９２円」を 

「 ９ ９ ，７ ５ ６ 円」 に 改 め、 同 号 ア中   

「４，０００，０００円以上６，０００，０００

円未満」を「２，９００，０００円以上       

４，０００，０００円未満」に改め、同号イ中

「又は次号イ」を「、次号イ又は第１１号イ」

に改め、同号を同条第９号とし、同条第７号中

「９８，５６８円」を「９３，５２８円」に改

め、同号ア中「４，０００，０００円未満」を

「２，９００，０００円未満」に改め、同号イ

中「又は第９号イ」を「、第１０号イ又は第 

１１号イ」に改め、同号を同条第８号とし、 

同 条 第 ６ 号 中 「 ８ ６ ， ２ ４ ４ 円 」 を    

「 ８ １ ，０ ４ ８ 円」 に 改 め、 同 号 ア中   

「 １ ， ２ ５ ０ ， ０ ０ １ 円 以 上 」 を     

「１，２００，０００円以上」に改め、同号イ

中「第８号イ又は第９号イ」を「第９号イ、第
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１０号イ又は第１１号イ」に改め、同号を同条

第７号とし、同条第５号中「７３，９２０円」

を「７４，８２０円」に改め、同号ア中  

「 １ ， ２ ５ ０ ， ０ ０ １ 円 未 満 」 を     

「１，２００，０００円未満」に改め、同号イ

中「第７号イ、第８号イ又は第９号イ」を「第

８号イ、第９号イ、第１０号イ又は第１１号

イ」に改め、同号を同条第６号とし、同条第４

号の次に次の１号を加える。 

⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 

            ６２，３５２円 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 所得の少ない第１号被保険者についての保

険料の減額賦課に係る前項第１号に該当する

者の保険料率は、同号の規定にかかわらず、

２８，０５６円とする。 

 第５条第３項中「及びハ」を「若しくはニ」

に、「並びに第６号ロ」を「、第６号ロ、第７

号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」に、「から第６

号」を「から第９号」に改める。 

 第１１条の２第１項中「第３条第４号」を

「第３条第１項第５号」に改める。 

 附則に次の１条を加える。 

（介護予防・日常生活支援総合事業に関する

経過措置） 

第８条 法第１１５条の４５第１項に規定する

介護予防・日常生活支援総合事業については、

介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等

に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成 

２７年４月１日から平成２９年３月３１日ま

での間は行わず、同日の翌日から行うものと

する。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から

施行する。 

（適用区分） 

第２条 この条例による改正後の亀岡市介護保

険条例第３条、第５条及び第１１条の２の規

定は、平成２７年度分の保険料から適用し、

平成２６年度以前の年度分の保険料について

は、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市地域包括支援センターにおける包括的

支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条

例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１３号 

 

亀岡市地域包括支援センターにお

ける包括的支援事業の実施に係る

人員等の基準に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第  

１１５条の４６第４項の規定に基づき、地域

包括支援センター（同条第１項に規定する地

域包括支援センターをいう。以下同じ。）に

おける包括的支援事業（同項に規定する包括

的支援事業をいう。以下同じ。）の実施に係

る人員等に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の

例による。 

 （基本方針等） 
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第３条 地域包括支援センターは、その職員が

協働して包括的支援事業を実施することによ

り、各被保険者の心身の状況、その置かれて

いる環境等に応じて、介護給付等対象サービ

スその他の保健医療サービス又は福祉サービ

ス、権利擁護のための必要な援助等を利用で

きるように導き、各被保険者が可能な限り、

住み慣れた地域において自立した日常生活を

営むことができるようにしなければならない。 

２ 地域包括支援センターは、地域包括支援セ

ンター運営協議会（介護保険法施行規則（平

成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」と

いう。）第１４０条の６６第１号ロ⑵に規定

する地域包括支援センター運営協議会をいう。

以下同じ。）の意見を踏まえて、適切、公正

かつ中立な運営を確保するものとする。 

 （人員に関する基準） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当する

区域における第１号被保険者の数がおおむね

３，０００人以上６，０００人未満ごとに置

くべき専らその職務に従事する常勤の職員の

員数は、原則として次のとおりとする。 

⑴ 保健師その他これに準ずる者 １人 

⑵ 社会福祉士その他これに準ずる者 １人 

⑶ 主任介護支援専門員（省令第１４０条の

６８第１項に規定する主任介護支援専門員

研修を修了した者をいう。）その他これに

準ずる者 １人 

２ 前項の規定にかかわらず、地理的条件その

他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地

域包括支援センターを設置することが必要で

あると地域包括支援センター運営協議会にお

いて認められた場合には、当該地域包括支援

センターの人員配置基準は、次の表の左欄に

掲げる担当する区域における第１号被保険者

の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めると

ころによることができる。 
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担当する区域における 
第１号被保険者の数 

人員配置基準 

おおむね１，０００人未満 前項各号に掲げる者のうちから１人又は２人 

おおむね１，０００人以上 
２，０００人未満 

前項各号に掲げる者のうちから２人（うち１人は専ら

その職務に従事する常勤の職員とする。） 

おおむね２，０００人以上

３，０００人未満 

専らその職務に従事する常勤の前項第１号に掲げる者

１人及び専らその職務に従事する常勤の同項第２号又

は第３号に掲げる者のいずれか１人 

 

 （暴力団の排除） 

第５条 地域包括支援センター運営法人の役員等は、亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡市条

例第２４号）第２条第４号に規定する暴力団員等であってはならない。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１４号 

 

亀岡市指定介護予防支援等の事業

の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 基本方針等（第３条・第４条） 

第３章 人員に関する基準（第５条・第６

条） 

第４章 運営に関する基準（第７条－第３２

条） 

第５章 介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（第３３条－第３５

条） 

第６章 基準該当介護予防支援に関する基準

（第３６条） 

附則 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）第５９

条第１項第１号、第１１５条の２２第２項第

１号並びに第１１５条の２４第１項及び第２

項の規定により、指定介護予防支援（法第 

５８条第１項に規定する指定介護予防支援を

いう。以下同じ。）の事業に係る申請者の要

件並びに人員及び運営に関する基準等を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法

及び介護保険法施行令（平成１０年政令第 

４１２号。以下「令」という。）で使用する

用語の例による。 

 

    第２章 基本方針等 

 

（基本方針） 

第３条 指定介護予防支援の事業は、その利用

者が可能な限りその居宅において、自立した

日常生活を営むことのできるように配慮して

行われるものでなければならない。 

２ 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身

の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、利用者の自立に向け

て設定された目標を達成するために、適切な

保健医療サービス及び福祉サービスが、当該

目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的か

つ効率的に提供されるよう配慮して行われる

ものでなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者（法第５８条第１

項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。

以下同じ。）は、指定介護予防支援の提供に

当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、

常に利用者の立場に立って、利用者に提供さ

れる指定介護予防サービス等（法第８条の２

第１８項に規定する指定介護予防サービス等

をいう。以下同じ。）が特定の種類又は特定

の介護予防サービス事業者若しくは地域密着

型介護予防サービス事業者（以下「介護予防

サービス事業者等」という。）に不当に偏す

ることのないよう、公正中立に行わなければ
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ならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に

当たっては、市、地域包括支援センター（法

第１１５条の４６第１項に規定する地域包括

支援センターをいう。以下同じ。）、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条

の７の２に規定する老人介護支援センター、

指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項

に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

以下同じ。）、他の指定介護予防支援事業者、

介護保険施設、住民による自発的な活動によ

るサービスを含めた地域における様々な取組

を行う者等との連携に努めなければならない。 

 （申請者の要件） 

第４条 法第１１５条の２２第２項第１号の条

例で定める者は、法人（亀岡市暴力団排除条

例（平成２４年亀岡市条例第２４号）第２条

第４号イ及びエに掲げる者を除く。）とする。 

 

    第３章 人員に関する基準 

 

（従業者の員数） 

第５条 指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所（以下「指定介護予防支援事業

所」という。）ごとに１以上の員数の指定介

護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師

その他の指定介護予防支援に関する知識を有

する職員（以下「担当職員」という。）を置

かなければならない。 

（管理者） 

第６条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かな

ければならない。 

２ 前項に規定する管理者は、専らその職務に

従事する者でなければならない。ただし、指

定介護予防支援事業所の管理に支障がない場

合は、当該指定介護予防支援事業所の他の職

務に従事し、又は当該指定介護予防支援事業

者である地域包括支援センターの職務に従事

することができるものとする。 

 

    第４章 運営に関する基準 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護予防支援事業者は、指定介護

予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用申込者又はその家族に対し、第２０条に

規定する運営規程の概要その他の利用申込者

のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当

該提供の開始について利用申込者の同意を得

なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、あらかじめ、介護

予防サービス計画が第３条に規定する基本方

針及び利用者の希望に基づき作成されるもの

であること等につき説明を行い、理解を得な

ければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、利用申込者又

はその家族から申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第６項

で定めるところにより、当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て、当該文書に記すべき

重要事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を使用する方法で 

あって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供するこ

とができる。この場合において、当該指定介

護予防支援事業者は、当該文書を交付したも

のとみなす。 

⑴ 電子情報処理組織を使用する方法のうち

イ又はロに掲げるもの 

イ 指定介護予防支援事業者の使用に係る

電子計算機と利用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを接続する電気

通信回線を通じて送信し、受信者の使用
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に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録する方法 

ロ 指定介護予防支援事業者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録

された第１項に規定する重要事項を電気

通信回線を通じて利用申込者又はその家

族の閲覧に供し、当該利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要事項を記録する

方法（電磁的方法による提供を受ける旨

の承諾又は受けない旨の申出をする場合

にあっては、指定介護予防支援事業者の

使用に係る電子計算機に備えられたファ

イルにその旨を記録する方法） 

⑵ 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその

他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもっ

て調製するファイルに第１項に規定する重

要事項を記録したものを交付する方法 

４ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその

家族がファイルへの記録を出力することによ

る文書を作成することができるものでなけれ

ばならない。 

５ 第３項第１号の「電子情報処理組織」とは、

指定介護予防支援事業者の使用に係る電子計

算機と、利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。 

６ 指定介護予防支援事業者は、第３項の規定

により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該利用申込

者又はその家族に対し、その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又

は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

⑴ 第３項各号に規定する方法のうち指定介

護予防支援事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

７ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防

支援事業者は、当該利用申込者又はその家族

から文書又は電磁的方法により電磁的方法に

よる提供を受けない旨の申出があったときは、

当該利用申込者又はその家族に対し、第１項

に規定する重要事項の提供を電磁的方法に 

よってしてはならない。ただし、当該利用申

込者又はその家族が再び前項の規定による承

諾をした場合は、この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定介護予防支援事業者は、正当な理

由なく指定介護予防支援の提供を拒んではな

らない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護予防支援事業者は、当該事業

所の通常の事業の実施地域（当該指定介護予

防支援事業所が通常時に指定介護予防支援を

提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案

し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予

防支援を提供することが困難であると認めた

場合は、他の指定介護予防支援事業者の紹介

その他の必要な措置を講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１０条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援の提供を求められた場合には、そ

の者の提示する被保険者証によって、被保険

者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の

有効期間を確かめるものとする。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１１条 指定介護予防支援事業者は、被保険

者の要支援認定に係る申請について、利用申

込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援の提供の開始に際し、要支援認定を受け

ていない利用申込者については、要支援認定

の申請が既に行われているかどうかを確認し、

申請が行われていない場合は、当該利用申込
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者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行わ

れるよう必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、要支援認定の

更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けて

いる要支援認定の有効期間の満了日の３０日

前には行われるよう、必要な援助を行わなけ

ればならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１２条 指定介護予防支援事業者は、当該指

定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証

する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者

又はその家族から求められたときは、これを

提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１３条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援（法第５８条第４項の規定に基づ

き介護予防サービス計画費（法第５８条第２

項に規定する介護予防サービス計画費をいう。

以下同じ。）が当該指定介護予防支援事業者

に支払われる場合に係るものを除く。）を提

供した際にその利用者から支払を受ける利用

料（介護予防サービス計画費の支給の対象と

なる費用に係る対価をいう。以下同じ。）と、

介護予防サービス計画費の額との間に、不合

理な差額が生じないようにしなければならな

い。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１４条 指定介護予防支援事業者は、提供し

た指定介護予防支援について前条の利用料の

支払を受けた場合には、当該利用料の額等を

記載した指定介護予防支援提供証明書を利用

者に対して交付しなければならない。 

（指定介護予防支援の業務の委託） 

第１５条 指定介護予防支援事業者は、法第 

１１５条の２３第３項の規定により指定介護

予防支援の一部を委託する場合には、次の各

号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 委託に当たっては、中立性及び公正性の

確保を図るため地域包括支援センター運営

協議会（介護保険法施行規則（平成１１年

厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１

号ロ⑵に規定する地域包括支援センター運

営協議会をいう。）の議を経なければなら

ないこと。 

⑵ 委託に当たっては、適切かつ効率的に指

定介護予防支援の業務が実施できるよう委

託する業務の範囲や業務量について配慮す

ること。 

⑶ 委託する指定居宅介護支援事業者は、指

定介護予防支援の業務に関する知識及び能

力を有する介護支援専門員が従事する指定

居宅介護支援事業者でなければならないこ

と。 

⑷ 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、

指定介護予防支援の業務を実施する介護支

援専門員が、第３条、この章及び第５章の

規定を遵守するよう措置させなければなら

ないこと。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第１６条 指定介護予防支援事業者は、毎月、

市（法第５３条第７項において読み替えて準

用する法第４１条第１０項の規定により法第

５３条第６項の規定による審査及び支払に関

する事務を国民健康保険団体連合会（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第 

４５条第５項に規定する国民健康保険団体連

合会をいう。以下同じ。）に委託している場

合にあっては、当該国民健康保険団体連合

会）に対し、介護予防サービス計画において

位置付けられている指定介護予防サービス等

のうち法定代理受領サービス（法第５３条第

４項の規定により介護予防サービス費が利用

者に代わり当該指定介護予防サービス事業者

に支払われる場合の当該介護予防サービス費

に係る指定介護予防サービスをいう。）とし

て位置付けたものに関する情報を記載した文
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書を提出しなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防サー

ビス計画に位置付けられている基準該当介護

予防サービスに係る特例介護予防サービス費

の支給に係る事務に必要な情報を記載した文

書を、市（当該事務を国民健康保険団体連合

会に委託している場合にあっては、当該国民

健康保険団体連合会）に対して提出しなけれ

ばならない。 

（利用者に対する介護予防サービス計画等の

書類の交付） 

第１７条 指定介護予防支援事業者は、要支援

認定を受けている利用者が要介護認定を受け

た場合その他利用者からの申出があった場合

には、当該利用者に対し、直近の介護予防 

サービス計画及びその実施状況に関する書類

を交付しなければならない。 

（利用者に関する市への通知） 

第１８条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援を受けている利用者が次の各号の

いずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見

を付してその旨を市に通知しなければならな

い。 

⑴ 正当な理由なしに介護給付等対象サービ

ス（法第２４条第２項に規定する介護給付

等対象サービスをいう。以下同じ。）の利

用に関する指示に従わないこと等により、

要支援状態の程度を増進させたと認められ

るとき又は要介護状態になったと認められ

るとき。 

⑵ 偽りその他不正の行為によって保険給付

の支給を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 

第１９条 指定介護予防支援事業所の管理者は、

当該指定介護予防支援事業所の担当職員その

他の従業者の管理、指定介護予防支援の利用

の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握

その他の管理を一元的に行わなければならな

い。 

２ 指定介護予防支援事業所の管理者は、当該

指定介護予防支援事業所の担当職員その他の

従業者にこの章及び次章の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第２０条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程（以下

「運営規程」という。）として次に掲げる事

項を定めるものとする。 

⑴ 事業の目的及び運営の方針 

⑵ 職員の職種、員数及び職務内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ 指定介護予防支援の提供方法、内容及び

利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保） 

第２１条 指定介護予防支援事業者は、利用者

に対し適切な指定介護予防支援を提供できる

よう、指定介護予防支援事業所ごとに担当職

員その他の従業者の勤務の体制を定めておか

なければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事

業所の担当職員によって指定介護予防支援の

業務を提供しなければならない。ただし、担

当職員の補助の業務についてはこの限りでな

い。 

３ 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資

質の向上のために、その研修の機会を確保し

なければならない。 

（設備及び備品等） 

第２２条 指定介護予防支援事業者は、事業を

行うために必要な広さの区画を有するととも

に、指定介護予防支援の提供に必要な設備及

び備品等を備えなければならない。 
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（従業者の健康管理） 

第２３条 指定介護予防支援事業者は、担当職

員の清潔の保持及び健康状態について、必要

な管理を行わなければならない。 

（掲示） 

第２４条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規

程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持） 

第２５条 指定介護予防支援事業所の担当職員

その他の従業者は、正当な理由がなく、その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、担当職員その

他の従業者であった者が、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘

密を漏らすことのないよう、必要な措置を講

じなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、サービス担当

者会議（第３４条第９号に規定するサービス

担当者会議をいう。）等において、利用者の

個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家

族の同意を、あらかじめ文書により得ておか

なければならない。 

（広告） 

第２６条 指定介護予防支援事業者は、指定介

護予防支援事業所について広告をする場合に

おいては、その内容が虚偽又は誇大なもので

あってはならない。 

（介護予防サービス事業者等からの利益収受

の禁止等） 

第２７条 指定介護予防支援事業者及び指定介

護予防支援事業所の管理者は、介護予防サー

ビス計画の作成又は変更に関し、当該指定介

護予防支援事業所の担当職員に対して特定の

介護予防サービス事業者等によるサービスを

位置付けるべき旨の指示等を行ってはならな

い。 

２ 指定介護予防支援事業所の担当職員は、介

護予防サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の介護予防サービス事業

者等によるサービスを利用すべき旨の指示等

を行ってはならない。 

３ 指定介護予防支援事業者及びその従業者は、

介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、

利用者に対して特定の介護予防サービス事業

者等によるサービスを利用させることの対償

として、当該介護予防サービス事業者等から

金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

（苦情処理） 

第２８条 指定介護予防支援事業者は、自ら提

供した指定介護予防支援又は自らが介護予防

サービス計画に位置付けた指定介護予防サー

ビス等（第６項において「指定介護予防支援

等」という。）に対する利用者及びその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければ

ならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項の苦情を

受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、自ら提供した

指定介護予防支援に関し、法第２３条の規定

により市が行う文書その他の物件の提出若し

くは提示の求め又は市の職員からの質問若し

くは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関

して市が行う調査に協力するとともに、市か

ら指導又は助言を受けた場合においては、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わな

ければならない。 

４ 指定介護予防支援事業者は、市からの求め

があった場合には、前項の改善の内容を市に

報告しなければならない。 
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５ 指定介護予防支援事業者は、自らが介護予

防サービス計画に位置付けた法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービス又は法第

５４条の２第１項に規定する指定地域密着型

介護予防サービスに対する苦情の国民健康保

険団体連合会への申立てに関して、利用者に

対し必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防

支援等に対する利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会が行う法第１７６条第

１項第３号の調査に協力するとともに、自ら

提供した指定介護予防支援に関して国民健康

保険団体連合会から同号の指導又は助言を受

けた場合においては、当該指導又は助言に 

従って必要な改善を行わなければならない。 

７ 指定介護予防支援事業者は、国民健康保険

団体連合会からの求めがあった場合には、前

項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に

報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第２９条 指定介護予防支援事業者は、利用者

に対する指定介護予防支援の提供により事故

が発生した場合には速やかに市、利用者の家

族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、前項の事故の

状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供により賠償すべき

事故が発生した場合には、損害賠償を速やか

に行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３０条 指定介護予防支援事業者は、事業所

ごとに経理を区分するとともに、指定介護予

防支援の事業の会計とその他の事業の会計と

を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第３１条 指定介護予防支援事業者は、従業者、

設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、利用者に対す

る指定介護予防支援の提供に関する次の各号

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

⑴ 第３４条第１４号に規定する指定介護予

防サービス事業者等との連絡調整に関する

記録 

⑵ 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記

載した介護予防支援台帳 

イ 介護予防サービス計画 

ロ 第３４条第７号に規定するアセスメン

トの結果の記録 

ハ 第３４条第９号に規定するサービス担

当者会議等の記録 

ニ 第３４条第１５号に規定する評価の結

果の記録 

ホ 第３４条第１６号に規定するモニタリ

ングの結果の記録 

⑶ 第１８条に規定する市への通知に係る記

録 

⑷ 第２８条第２項に規定する苦情の内容等

の記録 

⑸ 第２９条第２項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録 

（暴力団員等の排除） 

第３２条 指定介護予防支援事業所において、

管理者、副管理者その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、それと同等以上の職

にある者であって、利用者の利益に重大な影

響を及ぼす業務について一切の裁判外の行為

をする権限を有し、又は当該事業所の業務を

統括する者の権限を代行し得る地位にあるも

のは、亀岡市暴力団排除条例第２条第３号に

掲げる暴力団員であってはならない。 

２ 指定介護予防支援事業所は、その運営につ
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いて、亀岡市暴力団排除条例第２条第４号に

掲げる暴力団員等の支配を受けてはならない。 

 

    第５章 介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準 

 

（指定介護予防支援の基本取扱方針） 

第３３条 指定介護予防支援は、利用者の介護

予防（法第８条の２第２項に規定する介護予

防をいう。以下同じ。）に資するよう行われ

るとともに、医療サービスとの連携に十分配

慮して行わなければならない。 

２ 指定介護予防支援事業者は、介護予防の効

果を 大限に発揮し、利用者が生活機能の改

善を実現するための適切なサービスを選択で

きるよう、目標志向型の介護予防サービス計

画を策定しなければならない。 

３ 指定介護予防支援事業者は、自らその提供

する指定介護予防支援の質の評価を行い、常

にその改善を図らなければならない。 

（指定介護予防支援の具体的取扱方針） 

第３４条 指定介護予防支援の方針は、第３条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによる

ものとする。 

⑴ 指定介護予防支援事業所の管理者は、担

当職員に介護予防サービス計画の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

⑵ 指定介護予防支援の提供に当たっては、

懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は

その家族に対し、サービスの提供方法等に

ついて、理解しやすいように説明を行う。 

⑶ 担当職員は、介護予防サービス計画の作

成に当たっては、利用者の自立した日常生

活の支援を効果的に行うため、利用者の心

身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計

画的に指定介護予防サービス等の利用が行

われるようにしなければならない。 

⑷ 担当職員は、介護予防サービス計画の作

成に当たっては、利用者の日常生活全般を

支援する観点から、予防給付（法第１８条

第２号に規定する予防給付をいう。以下同

じ。）の対象となるサービス以外の保健医

療サービス又は福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動によるサービス等

の利用も含めて介護予防サービス計画上に

位置付けるよう努めなければならない。 

⑸ 担当職員は、介護予防サービス計画の作

成の開始に当たっては、利用者によるサー

ビスの選択に資するよう、当該地域におけ

る指定介護予防サービス事業者等に関する

サービス及び住民による自発的な活動によ

るサービスの内容、利用料等の情報を適正

に利用者又はその家族に対して提供するも

のとする。 

⑹ 担当職員は、介護予防サービス計画の作

成に当たっては、適切な方法により、利用

者について、その有している生活機能や健

康状態、その置かれている環境等を把握し

た上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の

日常生活の状況を把握し、利用者及び家族

の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低

下の原因を含む利用者が現に抱える問題点

を明らかにするとともに、介護予防の効果

を 大限に発揮し、利用者が自立した日常

生活を営むことができるように支援すべき

総合的な課題を把握しなければならない。 

イ 運動及び移動 

ロ 家庭生活を含む日常生活 

ハ 社会参加並びに対人関係及びコミュニ

ケーション 

ニ 健康管理 

⑺ 担当職員は、前号に規定する解決すべき

課題の把握（以下「アセスメント」とい

う。）に当たっては、利用者の居宅を訪問

し、利用者及びその家族に面接して行わな
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ければならない。この場合において、担当

職員は、面接の趣旨を利用者及びその家族

に対して十分に説明し、理解を得なければ

ならない。 

⑻ 担当職員は、利用者の希望及び利用者に

ついてのアセスメントの結果、利用者が目

標とする生活、専門的観点からの目標と具

体策、利用者及びその家族の意向、それら

を踏まえた具体的な目標、その目標を達成

するための支援の留意点、本人、指定介護

予防サービス事業者、自発的な活動による

サービスを提供する者等が目標を達成する

ために行うべき支援内容並びにその期間等

を記載した介護予防サービス計画の原案を

作成しなければならない。 

⑼ 担当職員は、サービス担当者会議（担当

職員が介護予防サービス計画の作成のため

に介護予防サービス計画の原案に位置付け

た指定介護予防サービス等の担当者（以下

この条において「担当者」という。）を招

集して行う会議をいう。以下同じ。）の開

催により、利用者の状況等に関する情報を

担当者と共有するとともに、当該介護予防

サービス計画の原案の内容について、担当

者から、専門的な見地からの意見を求める

ものとする。ただし、やむを得ない理由が

ある場合については、担当者に対する照会

等により意見を求めることができるものと

する。 

⑽ 担当職員は、介護予防サービス計画の原

案に位置付けた指定介護予防サービス等に

ついて、保険給付の対象となるかどうかを

区分した上で、当該介護予防サービス計画

の原案の内容について利用者又はその家族

に対して説明し、文書により利用者の同意

を得なければならない。 

⑾ 担当職員は、介護予防サービス計画を作

成した際には、当該介護予防サービス計画

を利用者及び担当者に交付しなければなら

ない。 

⑿ 担当職員は、介護予防サービス計画に位

置付けた指定介護予防サービス事業者等に

対して、介護予防訪問看護計画書（指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成１８年厚生労働省令第３５

号。以下「指定介護予防サービス等基準」

という。）第７６条第２号に規定する介護

予防訪問看護計画書をいう。次号において

同じ。）等指定介護予防サービス等基準に

おいて位置付けられている計画の提出を求

めるものとする。 

⒀ 担当職員は、指定介護予防サービス事業

者等に対して、介護予防サービス計画に基

づき、介護予防訪問看護計画書等指定介護

予防サービス等基準において位置付けられ

ている計画の作成を指導するとともに、 

サービスの提供状況や利用者の状態等に関

する報告を少なくとも１月に１回、聴取し

なければならない。 

⒁ 担当職員は、介護予防サービス計画の作

成後、介護予防サービス計画の実施状況の

把握（利用者についての継続的なアセスメ

ントを含む。）を行い、必要に応じて介護

予防サービス計画の変更、指定介護予防 

サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜の提供を行うものとする。 

⒂ 担当職員は、介護予防サービス計画に位

置づけた期間が終了するときは、当該計画

の目標の達成状況について評価しなければ

ならない。 

⒃ 担当職員は、第１４号に規定する実施状

況の把握（以下「モニタリング」とい

う。）に当たっては、利用者及びその家族、

指定介護予防サービス事業者等との連絡を



 
亀 岡 市 公 報 

 33

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

継続的に行うこととし、特段の事情のない

限り、次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

イ 少なくともサービスの提供を開始する

月の翌月から起算して３月に１回及び 

サービスの評価期間が終了する月並びに

利用者の状況に著しい変化があったとき

は、利用者の居宅を訪問し、利用者に面

接すること。 

ロ 利用者の居宅を訪問しない月において

は、可能な限り、指定介護予防通所リハ

ビリテーション事業所（指定介護予防 

サービス等基準第１１７条第１項に規定

する指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所をいう。）を訪問する等の方法

により利用者に面接するよう努めるとと

もに、当該面接ができない場合にあって

は、電話等により利用者との連絡を実施

すること。 

ハ 少なくとも１月に１回、モニタリング

の結果を記録すること。 

⒄ 担当職員は、次に掲げる場合においては、

サービス担当者会議の開催により、介護予

防サービス計画の変更の必要性について、

担当者から、専門的な見地からの意見を求

めるものとする。ただし、やむを得ない理

由がある場合については、担当者に対する

照会等により意見を求めることができるも

のとする。 

イ 要支援認定を受けている利用者が法第

３３条第２項に規定する要支援更新認定

を受けた場合 

ロ 要支援認定を受けている利用者が法第

３３条の２第１項に規定する要支援状態

区分の変更の認定を受けた場合 

⒅ 第３号から第１３号までの規定は、第 

１４号に規定する介護予防サービス計画の

変更について準用する。 

⒆ 担当職員は、適切な保健医療サービス及

び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供

された場合においても、利用者がその居宅

において日常生活を営むことが困難となっ

たと認める場合又は利用者が介護保険施設

への入院若しくは入所を希望する場合には、

利用者の要介護認定に係る申請について必

要な支援を行い、介護保険施設への紹介そ

の他の便宜の提供を行うものとする。 

⒇ 担当職員は、介護保険施設等から退院又

は退所しようとする要支援者から依頼が 

あった場合には、居宅における生活へ円滑

に移行できるよう、あらかじめ、介護予防

サービス計画の作成等の援助を行うものと

する。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、

介護予防通所リハビリテーション等の医療

サービスの利用を希望している場合その他

必要な場合には、利用者の同意を得て主治

の医師又は歯科医師（以下「主治の医師

等」という。）の意見を求めなければなら

ない。 

(22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介

護予防訪問看護、介護予防通所リハビリ 

テーション等の医療サービスを位置付ける

場合にあっては、当該医療サービスに係る

主治の医師等の指示がある場合に限りこれ

を行うものとし、医療サービス以外の指定

介護予防サービス等を位置付ける場合に 

あっては、当該指定介護予防サービス等に

係る主治の医師等の医学的観点からの留意

事項が示されているときは、当該留意事項

を尊重してこれを行うものとする。 

(23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介

護予防短期入所生活介護又は介護予防短期

入所療養介護を位置付ける場合にあっては、

利用者の居宅における自立した日常生活の

維持に十分に留意するものとし、利用者の



 
亀 岡 市 公 報 

 34 

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

心身の状況等を勘案して特に必要と認めら

れる場合を除き、介護予防短期入所生活介

護及び介護予防短期入所療養介護を利用す

る日数が要支援認定の有効期間のおおむね

半数を超えないようにしなければならない。 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介

護予防福祉用具貸与を位置付ける場合に 

あっては、その利用の妥当性を検討し、当

該計画に介護予防福祉用具貸与が必要な理

由を記載するとともに、必要に応じて随時、

サービス担当者会議を開催し、その継続の

必要性について検証をした上で、継続が必

要な場合にはその理由を介護予防サービス

計画に記載しなければならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特

定介護予防福祉用具販売を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、

当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必

要な理由を記載しなければならない。 

(26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者

証に、法第７３条第２項に規定する認定審

査会意見又は法第３７条第１項の規定によ

る指定に係る介護予防サービスの種類若し

くは地域密着型介護予防サービスの種類に

ついての記載がある場合には、利用者にそ

の趣旨（同項の規定による指定に係る介護

予防サービス若しくは地域密着型介護予防

サービスの種類については、その変更の申

請ができることを含む。）を説明し、理解

を得た上で、その内容に沿って介護予防 

サービス計画を作成しなければならない。 

(27) 担当職員は、要支援認定を受けている利

用者が要介護認定を受けた場合には、指定

居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必

要な情報を提供する等の連携を図るものと

する。 

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第１１５

条の４８第４項の規定に基づき、同条第１

項に規定する会議から、同条第２項の検討

を行うための資料又は情報の提供、意見の

開陳その他必要な協力の求めがあった場合

には、これに協力するよう努めなければな

らない。 

（介護予防支援の提供に当たっての留意点） 

第３５条 介護予防支援の実施に当たっては、

介護予防の効果を 大限に発揮できるよう次

に掲げる事項に留意しなければならない。 

⑴ 単に運動機能や栄養状態、口腔機能と 

いった特定の機能の改善だけを目指すもの

ではなく、これらの機能の改善や環境の調

整などを通じて、利用者の日常生活の自立

のための取組を総合的に支援することに 

よって生活の質の向上を目指すこと。 

⑵ 利用者による主体的な取組を支援し、常

に利用者の生活機能の向上に対する意欲を

高めるよう支援すること。 

⑶ 具体的な日常生活における行為について、

利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期

間を定めて設定し、利用者、サービス提供

者等とともに目標を共有すること。 

⑷ 利用者の自立を 大限に引き出す支援を

行うことを基本とし、利用者のできる行為

は可能な限り本人が行うよう配慮すること。 

⑸ サービス担当者会議等を通じて、多くの

種類の専門職の連携により、地域における

様々な予防給付の対象となるサービス以外

の保健医療サービス又は福祉サービス、当

該地域の住民による自発的な活動による 

サービス等の利用も含めて、介護予防に資

する取組を積極的に活用すること。 

⑹ 地域支援事業（法第１１５条の４５に規

定する地域支援事業をいう。）及び介護給

付（法第１８条第１号に規定する介護給付

をいう。）と連続性及び一貫性を持った支

援を行うよう配慮すること。 

⑺ 介護予防サービス計画の策定に当たって
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は、利用者の個別性を重視した効果的なも

のとすること。 

⑻ 機能の改善の後についてもその状態の維

持への支援に努めること。 

 

    第６章 基準該当介護予防支援に関す

る基準 

 

（準用） 

第３６条 第２章から前章（第２８条第６項及

び第７項を除く。）までの規定は、基準該当

介護予防支援の事業について準用する。この

場合において、第７条第１項中「第２０条」

とあるのは「第３６条において準用する第 

２０条」と、第１３条中「指定介護予防支援

（法第５８条第４項の規定に基づき介護予防

サービス計画費（法第５８条第２項に規定す

る介護予防サービス計画費をいう。以下同

じ。）が当該指定介護予防支援事業者に支払

われる場合に係るものを除く。）」とあるの

は「基準該当介護予防支援」と、「介護予防

サービス計画費の額」とあるのは「法第５９

条第３項に規定する特例介護予防サービス計

画費の額」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１５号 

 

亀岡市指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成２４年亀岡市条例第３３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 目次中「複合型サービス」を「看護小規模多

機能型居宅介護」に改める。 

 本則（第８６条第３項、第８７条、第１９４

条第１０項、第１９５条第２項及び第１９６条

を除く。）中「複合型サービス計画」を「看護

小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型 

サービス報告書」を「看護小規模多機能型居宅

介護報告書」に、「指定複合型サービス事業

所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所」に、「指定複合型サービス事業者」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、

「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」に改める。 

 第８条第２項中「又は指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労

働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス

等基準」という。）第５条第２項のサービス提

供責任者」を削り、同条第５項中「指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に

「の同一敷地内」を加え、「併設されている」
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を「ある」に改め、同項第５号中「第８５条第

６項第１号」を「第８５条第６項」に改め、同

項第６号中「第８５条第６項第２号」を「第 

８５条第６項」に改め、同項第７号中「第８５

条第６項第３号」を「第８５条第６項」に改め、

同条第９項中「並びに第２８条第５項及び第 

１１項」を「及び第２８条」に改める。 

 第２５条第２項中「行うとともに、定期的に

外部の者による評価を受けて」を「行い」に改

める。 

 第３４条第２項ただし書中「又は指定夜間対

応型訪問介護事業所」を「、指定夜間対応型訪

問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、

「定期巡回サービス、随時対応サービス又は随

時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護」に改める。 

 第６３条中「営むことができるよう」の次に

「生活機能の維持又は向上を目指し」を加える。 

 第６６条第４項中「前３項」を「第１項から

第３項まで」に改め、同項を同条第５項とし、

同条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業者が第１項に掲げ

る設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併

設型指定認知症対応型通所介護以外のサービ

スを提供する場合に限る。）には、当該サー

ビスの内容を当該サービスの提供の開始前に

当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者に係る指定を行った市長に届け出る

ものとする。 

 第６８条第１項中「、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所」を「又は指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住

居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域密着

型介護老人福祉施設」の次に「においては施

設」を加え、同条第２項中「指定居宅サービス

をいう」の次に「。以下同じ」を、「指定介護

予防サービスをいう」の次に「。以下同じ」を、

「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の

次に「。以下同じ」を、「介護保険施設」の次

に「（法第８条第２４項に規定する介護保険施

設をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第８１条の次に次の１条を加える。 

 （事故発生時の対応） 

第８１条の２ 指定認知症対応型通所介護事業

者は、利用者に対する指定認知症対応型通所

介護の提供により事故が発生した場合は、市、

当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居

宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、

必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項

の事故の状況及び事故に際して採った処置に

ついては記録しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用

者に対する指定認知症対応型通所介護の提供

により賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第 

６６条第４項の単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護以外のサービスの提供により事

故が発生した場合は、第１項及び第２項の規

定に準じた必要な措置を講じなければならな

い。 

 第８２条第２項第５号中「次条において準用

する第４２条第２項」を「前条第２項」に改め

る。 

 第８３条中「、第４２条」を削る。 

 第８５条第６項中「指定小規模多機能型居宅

介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設

等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げ

る」に、「当該各号」を「同表の中欄」に改め、

「ときは、」の次に「同表の右欄に掲げる」を

加え、同項各号を削り、同項に次の表を加える。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 37

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

 

当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所に中

欄に掲げる施設等のい

ずれかが併設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地

域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福

祉施設又は指定介護療養型医療施設（医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第

４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。） 

介護職員 

当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所の同

一敷地内に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが

ある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの

事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所、指定認知症対応型通所介

護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人

保健施設 

看護師又は

准看護師 

 

 第８５条第１０項中「第６項各号」を「第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に

中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。 

 第８６条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、「若しく

は」を「、」に改め、「を含む。）」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護

予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を加

え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（第１９６条に規定する指定複合型サー

ビス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

 第８８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人（」の次に「登

録定員が２５人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の

表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 

 第９４条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。 

 第１０９条中「第８５条第６項各号」を「第８５条第６項」に改める。 

 第１１６条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であることその他地域

の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、一

の事業所における共同生活住居の数を３とすることができる。 

 第１２４条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サービス」に改める。 

 第１３８条を次のように改める。 

第１３８条 削除 

 第１５１条第２項第９号を削る。 
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 第１５４条第４項中「指定介護老人福祉施

設」の次に「、指定地域密着型介護老人福祉施

設（サテライト型居住施設である指定地域密着

型介護老人福祉施設を除く。第８項第１号及び

第１７項、第１５５条第１項第６号並びに第 

１８３条第１項第３号において同じ。）」を加

え、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施

設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉

施設」を加え、同条第１２項中「指定介護予防

サービス等基準」を「指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働

省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等

基準」という。）」に改め、同条第１３項中

「若しくは指定介護予防サービス等基準第９７

条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業

所」を削り、同条に次の１項を加える。 

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介

護支援専門員の数は、サテライト型居住施設

の本体施設である指定地域密着型介護老人福

祉施設であって、当該サテライト型居住施設

に医師又は介護支援専門員を置かない場合に

あっては、指定地域密着型介護老人福祉施設

の入所者の数及び当該サテライト型居住施設

の入所者の数の合計数を基礎として算出しな

ければならない。この場合にあって、介護支

援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、

１以上（入所者の数が１００又はその端数を

増すごとに１を標準とする。）とする。 

 第１５５条第１項第６号ただし書中「指定介

護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型

介護老人福祉施設」を加える。 

 第１７９条第２項に次の１号を加える。 

⑺ 次条において準用する第１０８条第２項

に規定する報告、評価、要望、助言等の記

録 

 第１８３条第１項第３号ただし書中「指定介

護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型

介護老人福祉施設」を加える。 

 「第９章 複合型サービス」を「第９章 看

護小規模多機能型居宅介護」に改める。 

 第１９３条中「以下「指定複合型サービス」

という」を「施行規則第１７条の１０に規定す

る看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下こ

の章において「指定看護小規模多機能型居宅介

護」という」に改める。 

 第１９４条第１項中「指定複合型サービス

の」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」

に、「指定複合型サービス事業を」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護を」に、「行う複合

型サービス」を「行う指定看護小規模多機能型

居宅介護」に、「指定複合型サービスを」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護を」に改め、

同条第６項中「行う指定複合型サービス」を

「行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に改

め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業

者が」を「指定複合型サービス事業者（指定地

域密着型サービスに該当する複合型サービス

（以下「指定複合型サービス」という。）の事

業を行う者をいう。以下同じ。）が」に、「指

定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護の」に改める。 

 第１９６条の見出し中「指定複合型サービス

事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者」に改め、同条中「指定複合型サービス

事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者」に改め、「指定複合型サービス事業

所」の次に「（指定複合型サービスの事業を行

う事業所をいう。）」を加える。 

 第１９７条第１項中「２５人」を「２９人」

に改め、同条第２項第１号中「１５人」の次に

「（登録定員が２５人を超える指定看護小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員

に応じて、次の表に定める利用定員）」を加え、

同号に次の表を加える。 
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登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 

 第１９８条第１項及び第３項中「指定複合型

サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護の」に改める。 

 第１９９条の見出し及び同条第１項中「指定

複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型

サービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の

者による評価を受けて」を「行い」に改める。 

 第２００条の見出し中「指定複合型サービ

ス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に

改め、同条中「指定複合型サービスの」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「指定

複合型サービスは」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護は」に改める。 

 第２０３条第１項及び第２０４条第２項中

「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護の」に改める。 

 第２０５条中「指定複合型サービスの」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、

「第８５条第６項各号」を「第８５条第６項」

に改める。 

 

   附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から

施行する。 

（介護予防訪問介護に関する経過措置） 

第２条 地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関

する法律（以下「整備法」という。）附則第

１１条又は第１４条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされた整備法第５条

の規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改

正規定に限る。）による改正前の介護保険法

（以下「旧法」という。）第５３条第１項に

規定する指定介護予防サービスに該当する旧

法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問

介護又は法第５４条第１項第２号に規定する

基準該当介護予防サービスに該当する旧法第

８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護

若しくはこれに相当するサービスについては、

この条例による改正前の亀岡市指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例（以下「旧地域密着

型サービス基準条例」という。）第８条第２

項の規定はなおその効力を有する。 

（介護予防通所介護に関する経過措置） 

第３条 旧法第５３条第１項に規定する指定介

護予防サービスに該当する旧法第８条の２第

７項に規定する介護予防通所介護又は法第 

５４条第１項第２号に規定する基準該当介護

予防サービスに該当する旧法第８条の２第７

項に規定する介護予防通所介護若しくはこれ

に相当するサービスについては、旧地域密着

型サービス基準条例第１５４条第１３項の規

定はなおその効力を有する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 
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          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１６号 

 

亀岡市指定地域密着型介護予防 

サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基

準等を定める条例の一部を改正す

る条例 

 

 第８条第４項中「前３項」を「第１項から第

３項まで」に改め、同項を同条第５項とし、同

条第３項の次に次の１項を加える。 

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業者が第１

項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）には、当該サービスの内容を当該サー

ビスの提供の開始前に当該単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係

る指定を行った市長に届け出るものとする。 

 第９条第１項中「第４６条第６項第２号」及

び「第４６条第６項第３号」を「第４６条第６

項」に改める。 

 第１０条第１項中「、指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業所」を「又は指定介護予

防認知症対応型共同生活介護事業所においては

共同生活住居（法第８条第１９項又は法第８条

の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住

居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域密着

型介護老人福祉施設」の次に「においては施

設」を加え、同条第２項中「第４６条第６項第

４号」を「第４６条第６項」に改める。 

 第３８条に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

は、第８条第４項の単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護以外のサービスの

提供により事故が発生した場合は、第１項及

び第２項の規定に準じた必要な措置を講じな

ければならない。 

 第４６条第６項中「指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲

げる施設等が併設されている」を「次の表の左

欄に掲げる」に、「当該各号」を「同表の中

欄」に改め、「ときは」の次に「同表の右欄に

掲げる」を加え、同項各号を削り、同項に次の

表を加える。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 41

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

 

当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所に中欄に掲げる施

設等のいずれかが併設

されている場合 

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地

域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福

祉施設又は指定介護療養型医療施設（医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第

４号に規定する療養病床を有する診療所である

ものに限る。） 

介護職員 

当該指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事

業所の同一敷地内に中

欄に掲げる施設等のい

ずれかがある場合 

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの

事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所、指定認知症対応型通所介

護事業所、指定介護老人福祉施設又は介護老人

保健施設 

看護師又は

准看護師 

 

 第４６条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」

に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第

８項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項

中「併設する」の次に「第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲

げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」を加える。 

 第４７条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に、

「若しくは」を「、」に改め、「を含む。）」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定

する介護予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除

く。）」を加え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定地域密着型サービス

基準第１９６条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を加える。 

 第４９条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「１５人（」の次に「登

録定員が２５人を超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じ

て、次の表に定める利用定員、」を加え、同号に次の表を加える。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

 

 第６５条中「第４６条第６項各号」を「第４６条第６項」に改める。 

 第６７条中「第３２条から第３９条まで」を「第３２条から第３７条まで、第３８条（第４項を

除く。）、第３９条」に改める。 

 第６８条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を「行い」に改める。 

 第７２条中「法第８条の２第１７項」を「法第８条の２第１５項」に改める。 
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 第７６条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所に係る用地の確保が困難である

ことその他地域の実情により指定介護予防認

知症対応型共同生活介護事業所の効率的運営

に必要と認められる場合は、一の事業所にお

ける共同生活住居の数を３とすることができ

る。 

 第８８条中「第３７条から第３９条まで」を

「第３７条、第３８条（第４項を除く。）、第

３９条」に改める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市景観条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１７号 

 

亀岡市景観条例 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第５条） 

 第２章 景観計画（第６条－第８条） 

 第３章 景観計画との適合（第９条・第１０

条） 

第４章 行為の届出等（第１１条－第１７条） 

第５章 景観重要建造物及び景観重要樹木

（第１８条－第２３条） 

第６章 景観地区（第２４条） 

第７章 景観協定（第２５条） 

第８章 景観まちづくり市民団体（第２６条） 

第９章 表彰及び助成（第２７条・第２８条） 

第１０章 亀岡市景観審議会（第２９条－第

３３条） 

第１１章 雑則（第３４条） 

附則 

 

 私たちのふるさと亀岡市は、京都府のほぼ中

央部に位置し、京阪神の大都市圏と近接してお

り、利便性に優れた住環境にありながら、四季

を織りなす美しい山々に四方を囲まれ、清く澄

んだ保津川が中央部を流れるなど、豊かな自然

に恵まれている。また、古くは丹波国の行政や

文化の中心として開けた地であり、日本の歴史

舞台と深くかかわりながら、伝統ある文化とと

もに、地域固有の景観を守り継いできた。 

 悠久の時を超え、歴史とともに積み上げられ

てきた景観は、私たちのふるさとへの思いを育

ててくれるだけでなく、亀岡市を訪れる人々の

心にも安らぎや潤いといった豊かさをもたらし

てくれるかけがえのない市民共有の財産である。 

 時代の推移とともに、これらの景観が変化し

つつある今、私たちは景観の持つ価値を今一度

見つめ直し、先人たちが築いてきた財産を絶や

すことなく次の世代へと引き継ぐとともに、亀

岡市の個性を活かした魅力ある景観を新たに創

造していかなければならない。 

 「豊かな景観がはぐくむにぎわいと文化が織

りなす共生のまち かめおか」という理念の下、

住んでよかった、訪れてよかったと思えるまち

を目指し、亀岡市における良好な景観の形成を

推進していくため、この条例を制定する。 

 

    第１章 総則 
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 （目的） 

第１条 この条例は、本市における良好な景観

の形成に関する基本的な事項及び景観法（平

成１６年法律第１１０号。以下「法」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるこ

とにより、市民と行政が協働し、亀岡市固有

の景観と快適な生活が調和した豊かな生活環

境の創造及びにぎわいのあるまちづくりの実

現を図り、もって市民生活の向上及び地域社

会の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 市民 市内に居住する者、市内に通勤又

は通学する者及び市内の土地、建物等を所

有し、占有し、又は管理する者をいう。 

⑵ 事業者 市内において事業活動を行う全

ての法人その他の団体及び市内の土地、建

物等を所有し、占有し、又は管理するもの

をいう。 

⑶ 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第２条第１号に規定する建築物

をいう。 

⑷ 工作物 建築物以外の工作物で規則で定

めるものをいう。 

⑸ 建築等 建築物の新築増築、改築若しく

は移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更をいう。 

⑹ 建設等 工作物の新設増築、改築若しく

は移転、外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替又は色彩の変更をいう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、

総合的な施策を策定し、これを実施しなけれ

ばならない。 

２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっ

ては、市民及び事業者の意見を反映させるよ

う努めなければならない。 

３ 市は、道路、公園、河川その他の公共施設

の整備を行うときは、良好な景観の形成に先

導的な役割を果たすよう努めなければならな

い。 

４ 市は、市民及び事業者の景観に関する意識

を啓発するとともに、良好な景観の形成に資

する行為及び活動に対し、その支援に努めな

ければならない。 

 （市民の責務） 

第４条 市民は、自らが景観形成の主体である

ことを認識し、積極的に良好な景観の形成に

努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する良好な景観の形成に

関する施策に協力しなければならない。 

３ 市民は、良好な景観の形成に関し、相互に

協力するよう努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第５条 事業者は、自らの事業活動が景観に及

ぼす影響について配慮し、良好な景観の形成

に努めなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する良好な景観の形成

に関する施策に協力しなければならない。 

 

    第２章 景観計画 

 

 （景観計画の策定） 

第６条 市長は、市の全域にわたる良好な景観

の形成を総合的かつ計画的に推進するため、

その基本となるべき計画として法第８条第１

項に規定する景観計画（以下「景観計画」と

いう。）を策定するものとする。 

２ 景観計画は、法第８条第２項各号及び第３

項に規定する事項のほか、良好な景観の形成

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （景観計画の変更手続） 

第７条 市長は、景観計画を変更しようとする

ときは、法第９条に定める手続のほか、あら
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かじめ、亀岡市景観審議会（以下「審議会」

という。）の意見を聴かなければならない。 

 （景観形成地区） 

第８条 市長は、景観計画区域（法第８条第２

項第１号に規定する景観計画区域をいう。以

下同じ。）内において、特に地域特性を活か

した景観の形成が必要な地区を景観形成地区

として景観計画に定めることができる。 

２ 前項の場合においては、市長は、当該景観

形成地区における良好な景観の形成に関し必

要な事項を、景観計画に定めるものとする。 

３ 市長は、景観形成地区を指定し、又は変更

しようとするときは、あらかじめ、審議会の

意見を聴かなければならない。 

 

    第３章 景観計画との適合 

 

 （景観計画との適合） 

第９条 市長は、建築物の建築等又は工作物の

建設等を行うときは、当該建築物又は工作物

を景観計画に適合させなければならない。 

２ 法第１６条第１項各号に規定する行為をし

ようとする者は、当該行為を景観計画に適合

させるよう努めなければならない。 

３ 法第１６条第１項又は第２項の規定により

届出を要する行為をしようとする者は、当該

行為を景観計画に適合させなければならない。 

 （事前協議） 

第１０条 法第１６条第１項の規定による届出

をしようとする者は、あらかじめ、規則で定

めるところにより、市長に協議書を提出し、

当該届出の内容について協議することができ

る。 

 

    第４章 行為の届出等 

 

 （届出を要しない行為） 

第１１条 法第１６条第７項第１１号に規定す

る条例で定める行為は、次に掲げる行為とす

る。 

⑴ 景観計画区域（景観形成地区を除く。）

内における行為のうち、規則で定める行為 

⑵ 景観形成地区内における行為のうち、規

則で定める行為 

⑶ 法第１６条第１項第３号に規定する行為 

 （行為の中止） 

第１２条 法第１６条第１項又は第２項の規定

による届出をした者は、当該届出に係る行為

を中止したときは、規則で定めるところによ

り、速やかにその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

 （行為の完了） 

第１３条 法第１６条第１項又は第２項の規定

による届出をした者は、当該届出に係る行為

が完了したときは、規則で定めるところによ

り、速やかにその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

 （景観計画区域内における行為の届出に添付

する図書） 

第１４条 景観法施行規則（平成１６年国土交

通省令第１００号）第１条第２項第４号に規

定する条例で定める添付図書は、規則で定め

るものとする。 

 （助言又は指導） 

第１５条 市長は、法第１６条第１項又は第２

項の規定による届出があった場合において、

その届出に係る行為が景観計画に定められた

当該行為についての制限に適合しないと認め

るときは、その届出をした者に対し、その届

出に係る行為に関し設計の変更その他の必要

な措置をとることを助言し、又は指導するこ

とができる。 

 （勧告） 

第１６条 市長は、法第１６条第３項の規定に

よる勧告をしようとするときは、当該勧告に

係る行為に関し、その形態意匠が良好な景観



 
亀 岡 市 公 報 

 45

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

の形成に与える影響について、あらかじめ、

審議会の意見を聴くことができる。 

２ 法第１６条第３項の規定による勧告を受け

た者は、当該勧告によって講じた措置につい

て、市長に報告しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により報告を受けた場

合は、必要に応じて調査を実施することがで

きる。 

 （公表） 

第１７条 市長は、法第１６条第３項の規定に

よる勧告をした場合において、勧告を受けた

者が当該勧告に従わないときは、規則で定め

るところにより、その旨を公表することがで

きる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようと

するときは、あらかじめ、当該勧告を受けた

者に弁明の機会を与えるとともに、審議会の

意見を聴かなければならない。 

 

    第５章 景観重要建造物及び景観重要

樹木 

 

 （景観重要建造物の指定の手続） 

第１８条 市長は、法第１９条第１項の規定に

より景観重要建造物を指定しようとするとき

は、同条第２項に定めるもののほか、あらか

じめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、景観重要建造物を指定したときは、

その旨を告示しなければならない。 

３ 前２項の規定は、法第２７条第１項及び第

２項の規定による景観重要建造物の指定の解

除について準用する。 

 （景観重要建造物の現状変更の許可の手続） 

第１９条 市長は、法第２２条第１項の規定に

より景観重要建造物の現状変更の許可をしよ

うとするとき、又は同条第３項の規定により

許可に必要な条件を付そうとするときは、あ

らかじめ、審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

 （景観重要建造物の管理の方法の基準） 

第２０条 法第２５条第２項に規定する管理の

方法の基準は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 景観重要建造物の修繕に当たっては、原

則として当該修繕前の外観を変更すること

のないようにすること。 

⑵ 消火器の設置その他の防災上の措置を行

うこと。 

⑶ 定期的に建造物の敷地、構造及び建築設

備を点検すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、景観重要建

造物の良好な景観の保全に必要な措置を行

うこと。 

 （景観重要樹木の指定の手続） 

第２１条 市長は、法第２８条第１項の規定に

より景観重要樹木を指定しようとするときは、

同条第２項に定めるもののほか、あらかじめ、

審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、景観重要樹木を指定したときは、

その旨を告示しなければならない。 

３ 前２項の規定は、法第３５条第１項及び第

２項の規定による景観重要樹木の指定の解除

について準用する。 

 （景観重要樹木の現状変更の許可の手続） 

第２２条 市長は、法第３１条第１項の規定に

より景観重要樹木の現状変更の許可をしよう

とするとき、又は同条第２項において読み替

えて準用する法第２２条第３項の規定により

許可に必要な条件を付そうとするときは、あ

らかじめ、審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

 （景観重要樹木の管理の方法の基準） 

第２３条 法第３３条第２項に規定する管理の

方法の基準は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 景観重要樹木の良好な景観を保全するた

め、定期的にせん定その他の必要な管理を

行うこと。 
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⑵ 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、

定期的に病害虫の駆除その他の措置を行う

こと。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、景観重要樹

木の良好な景観の保全のため必要な措置を

行うこと。 

 

    第６章 景観地区 

 

 （景観地区の指定の手続） 

第２４条 市長は、法第６１条第１項の規定に

より景観地区を定めようとするときは、あら

かじめ、審議会の意見を聴かなければならな

い。 

 

    第７章 景観協定 

 

 （景観協定の認可） 

第２５条 市長は、法第８１条第４項又は第 

９０条第２項の規定により景観協定を認可す

る場合において、必要と認めるときは、あら

かじめ、審議会の意見を聴くことができる。 

２ 前項の規定は、法第８４条第１項及び第 

８８条第１項の認可について準用する。 

 

    第８章 景観まちづくり市民団体 

 

 （景観まちづくり市民団体の認定等） 

第２６条 市長は、景観計画区域内の一定の区

域において、良好な景観の形成を促進するこ

とを目的として組織され、その活動が当該区

域における良好な景観の形成に有効であると

認められる市民団体について、規則で定める

要件を満たすものを、亀岡市景観まちづくり

市民団体として認定することができる。 

２ 市長は、前項の規定による認定に当たって

は、必要な事項について助言することができ

る。 

３ 市長は、第１項の規定により認定する場合

において、必要と認めるときは、あらかじめ、

審議会の意見を聴くことができる。 

４ 第１項の規定による認定を受けようとする

市民団体は、規則で定めるところにより、市

長に申請しなければならない。 

５ 第１項の規定による認定を受けた亀岡市景

観まちづくり市民団体は、前項の規定による

申請書類の記載事項に変更があったときは、

規則で定めるところにより、速やかにその旨

を市長に届け出なければならない。 

６ 市長は、第１項の規定により認定した亀岡

市景観まちづくり市民団体が、規則で定める

ところに該当しなくなったと認めるとき、又

は亀岡市景観まちづくり市民団体として適当

でなくなったと認めるときは、その認定を取

り消すものとする。 

 

    第９章 表彰及び助成 

 

 （表彰） 

第２７条 市長は、良好な景観の形成に積極的

に取り組む個人、団体、地域又は地区を表彰

することができる。 

２ 市長は、特に良好な景観の形成に寄与して

いると認められる建築物又は工作物の所有者、

設計者、施工者等を表彰することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により表彰を行おう

とする場合において、必要があると認めると

きは、あらかじめ、審議会の意見を聴くこと

ができる。 

 （助成） 

第２８条 市長は、景観重要建造物又は景観重

要樹木の所有者（所有者が２人以上いるとき

は、その代表者）に対し、その保全等に要す

る経費の一部を助成することができる。 

２ 市長は、良好な景観の形成に寄与すると認

められる建築物の建築、保全等又は工作物の
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建設、保全等を行おうとする個人、団体、地

域又は地区に対し、当該行為に要する経費の

一部を助成することができる。 

３ 市長は、第２６条第１項の規定により認定

した亀岡市景観まちづくり市民団体が良好な

景観の形成に寄与すると認められる活動を行

おうとする場合にあっては、当該活動に要す

る経費の一部を助成することができる。 

 

    第１０章 亀岡市景観審議会 

 

 （亀岡市景観審議会） 

第２９条 この条例の規定により定められた事

項その他良好な景観の形成に関し必要な事項

について、市長の諮問に応じ、調査し、又は

審議するため、審議会を設置する。 

２ 審議会は、良好な景観の形成に関する事項

について、市長に建議することができる。 

 （組織） 

第３０条 審議会は、委員１０人以内をもって

組織する。 

２ 委員は、良好な景観の形成に関して学識経

験を有する者その他市長が適当と認める者の

うちから市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、特別

の事情があるときは任期中であっても解嘱す

ることができる。 

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員の再任は、妨げない。 

 （臨時委員） 

第３１条 前条の規定にかかわらず、特別の事

項を調査し、又は審議するため必要があると

きは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 臨時委員は、当該事項に関する調査又は審

議が終了したとき、解嘱されるものとする。 

 （会長） 

第３２条 審議会に会長を置き、委員の互選に

より定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじ

め指名する委員が、その職務を代理する。 

 （審議会の運営） 

第３３条 この章に定めるもののほか、審議会

の運営について必要な事項は、規則で定める。 

 

    第１１章 雑則 

 

 （委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

   附 則 

 

 この条例は、平成２７年１０月１日から施行

する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市営特定目的住宅条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１８号 

 

亀岡市営特定目的住宅条例の一部

を改正する条例 

 

 亀岡市営特定目的住宅条例（昭和４３年亀岡



 
亀 岡 市 公 報 

 48 

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表中「            を 

                」 

「            に改める。 

            」 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第１９号 

 

亀岡市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

 

 亀岡市国民健康保険条例（昭和３４年亀岡市

条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第９条第１項中「第７２条の４」を「第７２

条の５」に改め、同条第２項中「施設」を「事

業」に改める。 

 第１２条の３第１号中「保健事業に要する費

用の額」の次に「、法第８１条の２第１項第１

号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第

２項の規定による拠出金（当該事業に関する事

務の処理に要する費用に係るものを除く。）の

納付に要する費用の額、同条第１項第２号に掲

げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の

規定による拠出金（当該事業に関する事務の処

理に要する費用に係るものを除く。）の納付に

要する費用の額の２分の１に相当する額」を加

え、同条第２号中「第７２条の４」を「第７２

条の５」に、「その他」を「、法第８１条の２

第１項の規定による交付金並びにその他の」に

改める。 

 第１６条の６中「５１０，０００円」を 

「５２０，０００円」に改める。 

 第１６条の６の１０中「１６０，０００円」

を「１７０，０００円」に改める。 

 第１６条の１１中「１４０，０００円」を

「１６０，０００円」に改める。 

 第２０条第１項中「５１０，０００円」を

「５２０，０００円」に改め、同項第２号中

「２４５，０００円」を「２６０，０００円」

に改め、同項第３号中「４５０，０００円」を

「４７０，０００円」に改め、同条第３項中

「５１０，０００円」を「５２０，０００円」

に、「１６０，０００円」を「１７０，０００

円」に改め、同条第４項中「５１０，０００

円 」 を 「 ５ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、     

「１４０，０００円」を「１６０，０００円」

に改める。 

 附則中第２項を削り、第３項を第２項とし、

第４項から第６項までを１項ずつ繰り上げる。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市国民健康保

険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分

の保険料について適用し、平成２６年度分ま

2 3,000円 

1 3,000円
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での保険料については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市議会委員会条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２０号 

 

亀岡市議会委員会条例の一部を改

正する条例 

 

 亀岡市議会委員会条例（昭和４８年亀岡市条

例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２０条中「教育委員会の委員長」を「教育

委員会の教育長」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）附則第２条第１項に規定する旧教育

長が同項の規定により在職する場合において

は、この条例による改正後の亀岡市議会委員

会条例の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

「掲示済」 

 亀岡市税条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

   平成２７年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市条例第２１号 

 

亀岡市税条例等の一部を改正する

条例 

 

 （亀岡市税条例の一部改正） 

第１条 亀岡市税条例（昭和３０年亀岡市条例

第３９号）の一部を次のように改正する。 

 第３１条第２項の表第１号オ中「法人税法

第２条第１６号」を「法第２９２条第１項第

４号の５」に、「又は同条第１７号の２に規

定する連結個別資本金等の額（保険業法に規

定する相互会社にあっては、令第４５条の３

の２に定めるところにより算定した純資産

額）」を「をいう。以下この表及び第４項に

おいて同じ。」に、「この表」を「この表及

び第４項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に

規定する相互会社を除く。）の資本金等の

額が、資本金の額及び資本準備金の額の合

算額又は出資金の額に満たない場合におけ

る第２項の規定の適用については、同項の

表中「資本金等の額が」とあるのは、「資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は

出資金の額が」とする。 

 第４６条第６項中「第２条第１２号の７の

３」を「第２条第１２号の７」に、「本項」

を「この項」に改める。 

 第４８条第３項中「第２条第１２号の７の

２」を「第２条第１２号の６の７」に改める。 

 第５１条第２項中「納期限前７日」を「納
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期限」に改める。 

 第５４条の２及び第５５条中「第１０号の

９」を「第１０号の１０」に改める。 

 第６８条第１項中「一に」を「いずれか

に」に改め、同条第２項中「納期限前７日」

を「納期限」に改める。 

 第８４条第２項中「納期前７日」を「納期

限」に改める。 

 第８４条の２第２項及び第３項中「納期限

前７日」を「納期限」に改める。 

 第１１５条の３第１項中「一に」を「いず

れかに」に改め、同条第２項中「納期限前７

日」を「納期限」に改める。 

 附則第９条の前に見出しとして「（個人の

市民税の寄附金控除額に係る申告の特例

等）」を付し、同条を次のように改める。 

第９条 法附則第７条第８項に規定する申告

特例対象寄附者（次項において「申告特例

対象寄附者」という。）は、当分の間、第

３４条第１項及び第２項の規定によって控

除すべき金額の控除を受けようとする場合

には、第３５条の３第４項の規定による申

告書の提出（第３５条の４の規定により当

該申告書が提出されたものとみなされる所

得税法第２条第１項第３７号に規定する確

定申告書の提出を含む。）に代えて、法第

３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金

（以下この項及び次条において「地方団体

に対する寄附金」という。）を支出する際、

法附則第７条第８項から第１０項までに規

定するところにより、地方団体に対する寄

附金を受領する地方団体の長に対し、同条

第８項に規定する申告特例通知書（以下こ

の条において「申告特例通知書」とい

う。）を送付することを求めることができ

る。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付

の求め（以下この条において「申告特例の

求め」という。）を行った申告特例対象寄

附者は、当該申告特例の求めを行った日か

ら賦課期日までの間に法附則第７条第１０

項第１号に掲げる事項に変更があったとき

は、同条第９項に規定する申告特例対象年

（次項において「申告特例対象年」とい

う。）の翌年の１月１０日までに、当該申

告特例の求めを行った地方団体の長に対し、

施行規則で定めるところにより、当該変更

があった事項その他施行規則で定める事項

を届け出なければならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、

申告特例対象年の翌年の１月３１日までに、

法附則第７条第１０項の規定により申請書

に記載された当該申告特例の求めを行った

者の住所（同条第１１項の規定により住所

の変更の届出があったときは、当該変更後

の住所）の所在地の市町村長に対し、施行

規則で定めるところにより、申告特例通知

書を送付しなければならない。 

４ 申告特例の求めを行った者が、法附則第

７条第１３項各号のいずれかに該当する場

合において、同項前段の規定の適用を受け

るときは、前項の規定による申告特例通知

書の送付を受けた市町村長は、当該申告特

例の求めを行った者に対し、その旨の通知

その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 附則第９条の次に次の１条を加える。 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に地方団体に対する寄附金を支出

し、かつ、当該納税義務者について前条第

３項の規定による申告特例通知書の送付が

あった場合（法附則第７条第１３項の規定

によりなかったものとみなされる場合を除

く。）においては、法附則第７条の２第４

項に規定するところにより控除すべき額を、

第３４条第１項及び第２項の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除するものとす
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る。 

 附則第１１条の見出し中「平成２４年度か

ら平成２６年度まで」を「平成２７年度から

平成２９年度まで」に改める。 

 附則第１１条の２の見出し中「平成２５年

度又は平成２６年度」を「平成２８年度又は

平成２９年度」に改め、同条第１項中「平成

２５年度分又は平成２６年度分」を「平成 

２８年度分又は平成２９年度分」に改め、同

条第２項中「平成２５年度適用土地」を「平

成２８年度適用土地」に、「平成２５年度類

似適用土地」を「平成２８年度類似適用土

地」に、「平成２６年度分」を「平成２９年

度分」に改める。 

 附則第１２条（見出しを含む。）、第１３

条（見出しを含む。）及び第１３条の３中

「平成２４年度から平成２６年度まで」を

「平成２７年度から平成２９年度まで」に改

める。 

 附則第１５条第１項中「平成２４年度から

平成２６年度まで」を「平成２７年度から平

成２９年度まで」に改め、同条第２項中「平

成２７年３月３１日」を「平成３０年３月 

３１日」に改める。 

（亀岡市税条例等の一部を改正する条例の一

部改正） 

第２条 亀岡市税条例等の一部を改正する条例

（平成２６年亀岡市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

 附則第１条第３号中「第７７条の改正規

定」を「第７７条第２号アの改正規定 

（「３，６００円」に係る部分を除く。）」

に、「附則第４条」を「附則第４条第１項」

に改め、同条第４号中「第５１条の１３第１

項及び」の次に「第７７条第１号の改正規定、

同条第２号アの改正規定（「３，６００円」

に係る部分に限る。）並びに同条第３号の改

正規定並びに」を加え、「附則第５条」を

「附則第４条第２項、第５条」に改める。 

 附則第４条中「第７７条」を「第７７条第

２号ア（「３，６００円」に係る部分を除

く。）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２  新 条 例 第 ７ ７ 条 第 １ 号 、 第 ２ 号  

（「３，６００円」に係る部分に限る。）

及び第３号の規定は、平成２８年度以後の

年度分の軽自動車税について適用し、平成

２７年度分までの軽自動車税については、

なお従前の例による。 

 （亀岡市都市計画税条例の一部改正） 

第３条 亀岡市都市計画税条例（昭和３２年亀

岡市条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項中「又は第２８項」を「、第

２８項又は第３０項から第３３項まで」に改

める。 

 附則第２項（見出しを含む。）、第３項か

ら第６項までの規定、第７項（見出しを含

む。）、第９項及び第１０項中「平成２４年

度から平成２６年度まで」を「平成２７年度

から平成２９年度まで」に改める。 

 附則第１１項中「これらの規定」を「同

条」に改める。 

 附則第１３項中「第１１項、第１５項から

第２２項まで、第２４項、第２６項、第３０

項、第３４項、第３５項若しくは第４０項」

を「第１３項、第１７項から第２４項まで、

第２６項、第２８項、第３２項、第３６項、

第３７項若しくは第４２項」に、「第２８

項」を「第３０項から第３３項まで」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から

施行する。ただし、第２条の改正規定は、公
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布の日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条

例による改正後の亀岡市税条例（以下「新条

例」という。）の規定中個人の市民税に関す

る部分は、平成２７年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、平成２６年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例

による。 

２ 新条例附則第９条の規定は、市民税の所得

割の納税義務者が施行日以後に支出する新条

例附則第９条第１項に規定する地方団体に対

する寄附金について適用する。 

３ 新条例附則第９条の２の規定は、平成２８

年度以後の年度分の個人の市民税について適

用する。 

４ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規

定中法人の市民税に関する部分は、この条例

の施行の日以後に開始する事業年度分の法人

の市民税及び同日以後に開始する連結事業年

度分の法人の市民税について適用し、同日前

に開始した事業年度分の法人の市民税及び同

日前に開始した連結事業年度分の法人の市民

税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例

の規定中固定資産税に関する部分は、平成 

２７年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、平成２６年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第４条 この条例による改正後の亀岡市都市計

画税条例の規定は、平成２７年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、平成２６年

度分までの都市計画税については、なお従前

の例による。 

 

「掲示済」 

 

規 則 
 

 亀岡市老人医療費支給条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月１７日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第３号 

 

亀岡市老人医療費支給条例施行規

則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市老人医療費支給条例施行規則（平成 

１４年亀岡市規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第３条から第６条までを次のように改める。 

第３条から第６条まで 削除 

 第７条第１項中「第５条」を「第４条」に改

め、同項第１号を次のように改める。 

⑴ その者又はその者の配偶者若しくは扶養

義務者で主としてその者の生計を維持する

ものの前年（１月から７月までの間の交付

申請にあっては前前年）の所得等の額を明

らかにする書類 

 第７条第１項第２号及び第３号を削り、同項

中第４号を第２号とし、第５号を第３号とする。 

 第９条（見出しを含む。）中「有効期限」を

「有効期間」に、「年の」を「期間の」に、

「３月３１日」を「７月３１日」に改める。 

 第１０条第１項中「第５条第３項」を「第４

条第３項」に改め、同条第２項中「有効期限」

を「有効期間」に改める。 

 第１２条第１項中「第８条」を「第７条」に

改める。 
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 第１５条第４項中「有効期限」を「有効期

間」に、「年の」を「期間の」に、「３月３１

日」を「７月３１日」に改める。 

 別記第２号様式を次のように改める。 

 

別記第２号様式（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第１１号様式中「別記」を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 平成２７年７月３１日以前に６５歳に達す

る者に係る老人医療費の受給資格については、

この規則による改正後の亀岡市老人医療費支

給条例施行規則（以下「新規則」という。）

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の日から平成２７年７月 

３１日までの間における新規則第９条及び第

１５条第４項の規定の適用については、これ

らの規定中「８月１日」とあるのは「４月１

日」と、「翌年７月３１日」とあるのは「７

裏 

 

 

注 意 事 項 

 

１ この証は、保険医療機関等に保険の自己負担分のうち

一部負担金を支払い、受診することができる証ですから

大切に保持してください。 

２ 保険医療機関等において診療を受ける場合は、被保険

者証（又は組合員証）に添えてこの証を必ず窓口に提出

してください。 

３ 氏名、居住地に変更があったときは、14 日以内に、こ

の証を添えて市町村長にその旨を届け出てください。 

４ 加入している医療保険又はその内容に変更があったと

きは、14日以内に市町村長にその旨を届け出てください。 

５ この証を破ったり、汚したり又は失ったりしたときは

再交付を受けてください。 

６ 有効期間を経過したとき又は資格がなくなったとき

は、この証を使用することができませんから、速やかに

市町村長に返してください。 

７ 不正にこの証を使用した者は、刑法により罰せられる

ことがあります。 

８ 往診の際の車代、薬の容器代、個室専用料、貴金属（金

［14金を除く］、白金など）や特殊な補綴（義歯など）は

保険の給付外であるため福祉医療費の支給対象とはなら

ないのでご承知ください。 

表 

 
 

 
老

負 担 者 番 号 
        

公費負担医療の 
受 給 者 番 号 

        

受 
 

給 
 

者 

居 住 地 

京都府亀岡市 

氏 名 

  

生 年 月 日         年   月   日 

一 部 負 担 金 
の 割 合 

 

有 効 期 間 
        年   月   日 から

        年   月   日 まで

発 行 機 関 名 
及 び 印 

京都府 

亀 岡 市 長 

交 付 年 月 日         年   月   日 

 この証は、京都府以外では使用できません。 

福 祉 医 療 費 受 給 者 証福 
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月３１日」とする。 

４ この規則の施行の日前に受けた療養の給付

に係る老人医療費の支給については、新規則

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 市長の権限に属する事務の一部を副市長に委

任する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２５日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第４号 

 

市長の権限に属する事務の一部を

副市長に委任する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１５３条第１項の規定に基

づき、市長の権限に属する事務の一部を副市

長に委任することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

 （委任事項） 

第２条 市長は、民法（明治２９年法律第８９

号）第１０８条の規定による双方代理の禁止

に抵触する契約行為に関する事務を亀岡市副

市長事務担任規則（昭和３８年亀岡市規則第

９号）の規定により当該事務を担任する副市

長に委任する。 

 （副市長の代理） 

第３条 副市長に事故がある場合又は副市長が

欠けた場合においては、前条中「亀岡市副市

長事務担任規則（昭和３８年亀岡市規則第９

号）の規定により当該事務を担任する副市

長」とあるのは「亀岡市長の職務代理者の順

序を定める規則（昭和４６年亀岡市規則第４

号）第２条に規定する順序による部長の職に

ある職員」と読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市事務分掌規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第５号 

 

亀岡市事務分掌規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市事務分掌規則（平成１２年亀岡市規則

第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１健康福祉部の部子育て支援課の項中

「保育係」を「保育幼稚園係」に改め、同部障

害福祉課の項中「障害庶務係」を「障害総務

係」に改め、同部健康増進課の項中「保健庶務

係」を「健康企画係」に改め、同表産業観光部

の部中「国営事業推進課」を「農地整備課」に

改める。 
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 別表第３企画管理部の部夢ビジョン推進課の項中「 高幹部会、部長会議、政策企画会議及び総

務担当課長会議に関すること。」を 

「 高幹部会、部長会議、政策企画会議及び総務担当課長会議に関すること。 

総合教育会議に関すること。                     」 

に改め、同表生涯学習部の部人権啓発課の項中「市営篠共同浴場に関すること。」を削り、同部ス

ポーツ推進課の項中「市民スポーツの普及」を「生涯スポーツの推進」に、「社会教育団体の指導

者育成」を「スポーツ団体との連携及び指導者の指導育成」に改め、同表健康福祉部の部子育て支

援課の項中「いきいきかめお かっこ未来プラン」を「次世代育成支援対策推進法（他の部課に属

するものを除く。）」に、「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に、「母

子医療に関すること。」を 

「ひとり親家庭医療に関すること。 

 子ども・子育て支援事業計画に関すること。」 

に、「保育所の運営指導」を「保育所及び市立幼稚園の運営指導」に、「保育所の入退所」を「保

育所及び市立幼稚園の入退所（園）」に、「その他保育に関すること。」を 

「その他保育に関すること。 

その他市立幼稚園（他の部課に属するものを除く。）に関すること。」 

に、同部健康増進課の項中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       」 

を 

献血の推進に関すること。 

生涯健康管理システムに関すること。 

健康づくり事業に関すること。 

国民健康保険南丹病院組合との連絡調整に関すること。 

地域医療連携の推進に関すること。 

地域医療情報センターに関すること。 

医療機関及び衛生諸団体との連絡調整に関すること。 

各種防疫（ねずみ族及び昆虫等の駆除を除く。）に関すること。 

かめおか健康プラン２１に関すること。 

感染症に関すること。 

母子及び成人保健事業に関すること。 

特定保健指導に関すること。 

応急救護及び保健指導に関すること。 

衛生思想の普及向上及び公衆衛生の改善指導に関すること。 

結核予防に関すること。 

発達相談に関すること。 

妊産婦及び新生児訪問に関すること。 

母子健康手帳の交付に関すること。 

予防接種に関すること。 
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「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      」 

に改め、同表産業観光部の部中「国営事業推進課」を「農地整備課」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市文書取扱規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第６号 

 

亀岡市文書取扱規則等の一部を改正する規則 

 

 （亀岡市文書取扱規則の一部改正） 

国民健康保険南丹病院組合との連絡調整に関すること。 

献血の推進に関すること。 

生涯健康管理システムに関すること。 

かめおか健康プラン２１に関すること。 

健康づくり事業に関すること。 

地域医療連携の推進に関すること。 

地域医療情報センターに関すること。 

医療機関及び衛生諸団体との連絡調整に関すること。 

各種防疫（ねずみ族及び昆虫等の駆除を除く。）に関すること。 

母子及び成人保健事業に関すること。 

特定保健指導に関すること。 

応急救護及び保健指導に関すること。 

衛生思想の普及向上及び公衆衛生の改善指導に関すること。 

感染症に関すること。 

結核予防に関すること。 

予防接種に関すること。 

発達相談に関すること。 

妊産婦及び新生児訪問に関すること。 

母子健康手帳の交付に関すること。 
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第１条 亀岡市文書取扱規則（平成１３年亀岡市規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

 農林振興課 農 

 国営事業推進課 国 

                     」を 

「 

 農林振興課 農林 

 農地整備課 農地 

                     」に改める。 

 （亀岡市職員の職の設置に関する規則の一部改正） 

第２条 亀岡市職員の職の設置に関する規則（平成１８年亀岡市規則第２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条中「館長」の次に「、園長」を加え、「主任、」を削り、「所長補佐」の次に「、副園

長」を、「主幹養護師」の次に「、主幹教諭、主任」を、「主任養護師」の次に「、主任教諭、

主任養護教諭」を、「保健師」の次に「、管理栄養士」を、「養護師」の次に「、教諭、養護教

諭」を加える。 

 （出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正） 

第３条 出納員及びその他の会計職員設置規則（昭和３９年亀岡市規則第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表２８の項中 

「 

国営事業推進課長 国営事業推進課担当職員 

                           」 

を 

「 

農地整備課長 農地整備課担当職員 

                           」 

に改め、同表中４０の項を４１の項とし、３４の項から３９の項までを１項ずつ繰り下げ、同表

３３の項中 

「 

33 市立幼稚園保育料の収納 

 

 

教育総務課長 

 

 

教育総務課担当職員 

幼稚園長 

幼稚園担当職員 

                                        」 

を 
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「 

33 市立幼稚園保育料等の収

納 

 

教育総務課長 

子育て支援課長

 

教育総務課担当職員 

子育て支援課担当職員 

幼稚園長及び幼稚園副園長 

                                        」 

に改め、同項を同表３４の項とし、同表中２９の項から３２の項までを１項ずつ繰り下げ、２８

の項の次に次のように加える。 

29 都市計画図に係る費用の
収納及び都市計画窓口閲覧
システム情報に係る費用の
収納 

都市計画課長 都市計画課担当
職員 

 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市臨時的任用職員取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第７号 

 

亀岡市臨時的任用職員取扱規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市臨時的任用職員取扱規則（平成８年亀岡市規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

143,736円 

156,032円 

161,968円 

189,528円 

                」を 
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「 

145,856円 

158,152円 

164,088円 

191,648円 

                」に、 

「 

5,900円 4,450円 6,300円 800円

6,300円 4,800円 6,750円 ／ 

                                  」を 

「 

6,000円 4,550円 6,400円 810円

6,400円 4,850円 6,850円 ／ 

                                  」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市非常勤職員取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第８号 

 

亀岡市非常勤職員取扱規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市非常勤職員取扱規則（平成８年亀岡市規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１を次のように改める。 
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   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

「掲示済」 

 

別表第１（第９条関係） 

１ 嘱託職員報酬額表 

職の区分 日 額 月 額 

定型的な嘱託業務を行
う職 

7,100円（974円） 122,400円（4,219円）

一般的な資格又は知識
経験等を要する嘱託業
務を行う職 

7,550円（1,037円） 130,300円（4,492円）

特定の資格又は知識経
験等を要する嘱託業務
を行う職 

8,100円（1,116円） 140,300円（4,835円）

専門の資格及び知識経
験を要する嘱託業務を
行う職 

8,700円（1,195円） 150,200円（5,179円）

特定の専門資格及び知
識経験を要する嘱託業
務を行う職 

9,300円（1,279円） 160,800円（5,543円）

高度な専門資格及び知
識経験を要する嘱託業
務を行う職 

9,800円（1,349円） 169,600円（5,847円）

特に高度な専門資格及
び知識経験を要する嘱
託業務を行う職 

12,600円（1,733円） 217,800円（7,509円）

長期の特別の職務経験
を要する嘱託業務を行
う職 

9,650円（1,329円） 166,900円（5,755円）

主任に相当する嘱託業
務を行う職 

11,600円（1,598円） 200,800円（6,923円）

特定の資格を要する主
任に相当する嘱託業務
を行う職 

12,350円（1,702円） 213,900円（7,373円）

専門の資格を要する主
任に相当する嘱託業務
を行う職 

13,100円（1,805円） 226,800円（7,820円）

再任用職員３級に相当
する嘱託業務を行う職 

14,050円（1,932円） 242,800円（8,372円）

再任用職員４級に相当
する嘱託業務を行う職 

15,200円（2,090円） 262,700円（9,056円）

 （注） 
１ 日額欄の金額は、１日の勤務時間が７時間１５分の職の場合の額とし、１

日の勤務時間が７時間１５分以外の職にあっては、当該欄のかっこ書の金額

に勤務時間を乗じて得た額（５０円未満の端数がある場合には、５０円単位

に切り上げた額）とする。 

２ 月額欄の金額は、週の勤務時間が２９時間の職の場合の額とし、週の勤務

時間が２９時間以外の職にあっては、当該欄のかっこ書の金額に勤務時間を

乗じて得た額（１００円未満の端数がある場合には、これを切り上げた額）

とする。 

 

２ パートタイム職員報酬額表 

職の区分 時間額 日 額 

パートタイム職員の職 810円 
時間額に１日の勤務時間を乗じて
得た額 
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 職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第９号 

 

職員の公益的法人等への派遣等に

関する規則の一部を改正する規則 

 

 職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

（平成１４年亀岡市規則第２３号）の一部を次

のように改正する。 

 

 別表一般社団法人又は一般財団法人の項中

「財団法人亀岡市福祉事業団」を「公益財団法

人亀岡市福祉事業団」に、「昭和５８年１月 

２５日」を「平成２５年４月１日」に、「財団

法人亀岡市農業公社」を「公益財団法人亀岡市

農業公社」に、「平成９年１２月１０日」を

「平成２５年１１月１日」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市財務規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１０号 

 

亀岡市財務規則の一部を改正する

規則 

 

 亀岡市財務規則（昭和４０年亀岡市規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第４号中「教育長、」を削り、同条第

１４号中「並びに国民健康保険法（昭和３３年

法律第１９２号）第８０条の２」を「、国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８０

条の２並びに介護保険法（平成９年法律第  

１２３号）第１４４条の２」に改め、同条第 

２０号中「第２３条第２号」を「第２１条第２

号」に改める。 

 第４８条の２第１項中「及び国民健康保険法

第８０条の２」を「、国民健康保険法第８０条

の２及び介護保険法第１４４条の２」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市立保育所条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１１号 

 

亀岡市立保育所条例施行規則等の一部を改正する規則 

 

 （亀岡市立保育所条例施行規則の一部改正） 

第１条 亀岡市立保育所条例施行規則（昭和４８年亀岡市規則第１１号）の一部を次のように改正

する。 

 第４条第１号を次のように改める。 

⑴ 保育時間 

平日  保育標準時間 午前７時３０分から午後６時３０分まで 

    保育短時間  午前８時から午後４時まで 

土曜日 保育標準時間 午前７時３０分から午後２時３０分まで 

    保育短時間  午前８時から午後２時３０分まで 

 第７条中「市長が」の次に「別に」を加える。 

 （亀岡市休日保育の実施に関する規則の一部改正） 

第２条 亀岡市休日保育の実施に関する規則（平成１７年亀岡市規則第４１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条中「亀岡市保育の実施に関する条例（昭和６２年亀岡市条例第６号）」を「児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２４条」に改め、同条第３号中「市長」を「福祉事務所長」に

改める。 

 第６条から第８条までの規定及び第１０条中「市長」を「福祉事務所長」に改める。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市福祉事務所長」に改める。 

 別記第２号様式中「亀岡市長 □印」を「亀岡市福祉事務所長 □印」に、「異議申立て」を

「審査請求」に改める。 

（亀岡市一時保育の実施に関する規則の一部改正） 

第３条 亀岡市一時保育の実施に関する規則（平成１７年亀岡市規則第４２号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条、第７条から第９条までの規定及び第１１条中「市長」を「福祉事務所長」に改める。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を「（宛先）亀岡市福祉事務所長」に改める。 

 別記第２号様式中「亀岡市長 □印」を「亀岡市福祉事務所長 □印」に、「異議申立て」を

「審査請求」に改める。 

（亀岡市立保育所延長保育実施規則の一部改正） 
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第４条 亀岡市立保育所延長保育実施規則（平成２１年亀岡市規則第４０号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条を次のように改める。 

 （延長保育時間） 

第２条 延長保育を実施する時間は、次の各号に掲げる児童の区分に応じ、当該各号に定めると

おりとする。 

⑴ 亀岡市保育の必要性の認定基準及び支給認定事務等取扱規則（平成２６年亀岡市規則第 

２７号。以下「認定基準等規則」という。）の規定に基づき、保育標準時間認定を受けた児

童 平日（亀岡市立保育所条例施行規則（昭和４８年亀岡市規則第１１号）第４条第２号に

規定する休日以外の日をいう。以下同じ。）の午後６時３０分から午後７時まで 

⑵ 認定基準等規則の規定に基づき、保育短時間認定を受けた児童 平日の午後４時から午後

６時３０分まで 

 第４条中「亀岡市保育の実施に関する条例（昭和６２年亀岡市条例第６号）第２条」を「児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条」に改める。 

 別表を次のように改める。 

区分 延長保育料 

保育標準時間認定児童 ３歳未満児 月額１，５００円 

 ３歳以上児 月額１，０００円 

保育短時間認定児童 ３歳未満児
保育標準時間保育料と保育短時間保育料の差額 

 ３歳以上児

 

 別記第１号様式中「あて先」を「宛先」に改める。 

 別記第２号様式中「３歳未満児 月額３，０００円 ３歳以上児 月額２，０００円 ただし、

年齢区分は平常保育の年齢区分によります。」を削り、「異議申立て」を「審査請求」に改める。 

 別記第３号様式中「延長保育解除届書」を「延長保育解除届出書」に、「あて先」を「宛先」

に、「届出ます」を「届け出ます」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の保育料に関する条例施行規則をここに

公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１２号 

 

亀岡市特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の保育料に関す

る条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の保育料に関する

条例（平成２７年亀岡市条例第１１号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、子

ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）で使用する用語の

例による。 

 （保育料の額） 

第３条 条例第２条第１項及び第２項に規定す

る規則で定める額（以下「保育料」とい

う。）は、別表のとおりとする。 

 （保育料の徴収） 

第４条 市長は、市が設置する特定教育・保育

施設から教育・保育を受けた支給認定子ども

の支給認定保護者（以下「納付義務者」とい

う。）から前条に規定する保育料（当該支給

認定保護者が本市の区域外に居住する場合に

あっては、居住地の市町村が定める額）を徴

収する。 

２ 市長は、法附則第６条第４項の規定により

同条第１項の特定保育所から保育を受けた保

育認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務

者から前条に規定する保育料を徴収する。 

 （保育料の納付） 

第５条 納付義務者は、毎月の保育料を当該月

の末日までに納付しなければならない。 

２ 前項の保育料は、納入通知書により指定金

融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融

機関へ納付するものとする。 

 （保育料の減額） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は、

第３条に規定する保育料を減額することがで

きる。 

⑴ 支給認定保護者又はその扶養義務者若し

くは同居する親族が疾病にかかり、又はそ

の資産に災害を受け、その他やむを得ない

事情等により保育料の一部を負担すること

ができないものと認めた場合 

⑵ その他市長が必要と認めた場合 

２ 前項の規定により保育料の減額を受けよう

とする者は、保育料減額申請書（別記第１号

様式）を提出しなければならない。 

（既納の保育料） 

第７条 既納の保育料は、これを還付しない。

ただし、市長において特別の事由があると認

めたときは、この限りでない。 

（滞納処分） 

第８条 法附則第６条第７項又は児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第８

項に該当する場合は、地方税の滞納処分の例

により、処分することができるものとする。 

２ 前項の規定による滞納処分に関する事務を

行う職員は、保育料の徴収に関する事務に従

事する職員のうちから市長が命ずるものとす

る。 

３ 保育料の徴収及び滞納処分に従事する職員

は、服務中常に別記第２号様式による職員証

を携帯し、関係人の請求があるときは、これ



 
亀 岡 市 公 報 

 65

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

を提示しなければならない。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （亀岡市保育所保育料徴収規則の廃止） 

２ 亀岡市保育所保育料徴収規則（昭和６２年

亀岡市規則第７号）は、廃止する。 

（亀岡市保育所保育料徴収規則の廃止に伴う

経過措置） 

３ 廃止前の亀岡市保育所保育料徴収規則の規

定により徴収する保育料は、なお従前の例に

よる。 
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別
表
（

第
３
条
、
第
７
条
関
係
）

 

１
 
保

育
料
徴
収
基
準
表
（
教
育
標
準
時
間
認
定
（
１
号
給
付
）
）

 

各
月
初
日
の
在
籍
児
童
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
 

保
育
料
（
月
額
）
 

階
層
 

区
分
 

定
義
 

Ａ
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
1
4
4
号
）
に
よ
る

被
保
護
世
帯
（

単
給
世
帯
を
含

む
。
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
円

0

Ｂ
 

Ａ
階

層
を
除
き

、
市
町
村

民
税
非

課
税
世
帯

及
び

市
町

村
民
税
課

税
世
帯
の

う
ち
均

等
割
の
み

課
税

世
帯
 

3
,
0
0
0

Ｃ
１
 
Ａ

階
層

を
除

き
、

市
町

村
民

税
課

税

世
帯

で
あ

っ
て

、

そ
の

所
得

割
の

区

分
が

次
の

区
分

に

該
当
す
る
世
帯
 

7
7
,
1
0
0
円
以
下
 

1
1
,
0
0
0

Ｃ
２
 

7
7
,
1
0
1
円
以
上
 

2
1
1
,
2
0
0
円
以
下
 

1
4
,
1
0
0

Ｃ
３
 

2
1
1
,
2
0
1
円
以
上
 

1
7
,
7
0
0

 

２
 
保
育
料
徴

収
基
準
表
（
保
育
標

準
時
間
認
定
（

２
号
・

３
号
給
付
）

）
 

各
月
初
日
の

在
籍
児
童
の
属
す
る

世
帯
の
階
層
区

分
 

保
育
料
（
月

額
）
 

階
層
 

区
分
 

定
義
 

3歳
未
満
児
 

3
歳
児
 

4
歳
以
上

児

Ａ
 

生
活
保
護
法
に
よ
る

被
保
護
世
帯
（
単
給

世
帯
を

含
む
。
）
 

円
 

0
 

円

0

円

0

Ｂ
 

Ａ
階
層
を
除
き
、
市

町
村
民
税
非
課
税
世

帯
 

2
,5
00
 

1
,8
00

1
,
80
0

Ｃ
１
 
Ａ

階
層
を
除
き
、
市

町
村
民
税
課
税
世
帯

の
う
ち

均
等
割
の
み
課
税
世

帯
 

1
0
,3
00
 

7
,1
00

7
,
10
0

Ｃ
２
 
Ａ

階
層
を
除
き
、

前
年
度
分
の
市
町

村
民
税
の
所
得
割

額
が
次
の
区
分
に

該
当
す
る
世
帯
 

1円
以
上
 

10
,
00
0
円
未

満
 

1
2
,0
00
 

9
,5
00

9
,
50
0

Ｃ
３
 

10
,
00
0
円
以

上
 

48
,
60
0
円
未

満
 

1
3
,8
00
 

1
1
,1
00

11
,
10
0

Ｃ
４
 

48
,
60
0
円
以

上
 

57
,
00
0
円
未

満
 

1
6
,8
00
 

1
2
,2
00

12
,
20
0

Ｃ
５
 

57
,
00
0
円
以

上
 

63
,
00
0
円
未

満
 

1
8
,7
00
 

1
4
,6
00

14
,
60
0

Ｃ
６
 

63
,
00
0
円
以

上
 

67
,
00
0
円
未

満
 

2
2
,1
00
 

1
8
,0
00

18
,
00
0

Ｃ
７
 

67
,
00
0
円
以

上
 

77
,
00
0
円
未

満
 

2
8
,8
00
 

2
3
,8
00

23
,
00
0

Ｃ
８
 

77
,
00
0
円
以

上
 

97
,
00
0
円
未

満
 

3
0
,0
00
 

2
7
,0
00

26
,
00
0

Ｃ
９
 

97
,
00
0
円
以

上
 

11
0
,0
0
0円

未
満
 

3
8
,5
00
 

3
1
,5
00

26
,
40
0

Ｃ
10
 

11
0
,0
0
0円

以
上
 

13
0
,0
0
0円

未
満
 

4
3
,0
00
 

3
2
,0
00

26
,
80
0

Ｃ
11
 

13
0
,0
0
0円

以
上
 

15
0
,0
0
0円

未
満
 

4
4
,0
00
 

3
2
,4
00

26
,
90
0

Ｃ
12
 

15
0
,0
0
0円

以
上
 

16
9
,0
0
0円

未
満
 

4
4
,5
00
 

3
2
,5
00

27
,
00
0

Ｃ
13
 

16
9
,0
0
0円

以
上
 

30
1
,0
0
0円

未
満
 

5
5
,0
00
 

3
2
,7
00

27
,
20
0

Ｃ
14
 

30
1
,0
0
0円

以
上
 

39
7
,0
0
0円

未
満
 

5
6
,5
00
 

3
2
,8
00

27
,
30
0

Ｃ
15
 

39
7
,0
0
0円

以
上
 

 

7
2
,8
00
 

4
1
,9
00

32
,
90
0
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 ３
 
保
育
料
徴

収
基
準
表
（
保
育
短

時
間
認
定
（
２

号
・
３

号
給
付
）
）

 

各
月
初
日
の

在
籍
児
童
の
属
す
る

世
帯
の
階
層
区

分
 

保
育
料
（
月

額
）
 

階
層

 

区
分

 
定

義
 

3歳
未
満
児
 

3
歳
児
 

4
歳
以
上

児

Ａ
 

生
活
保
護
法
に
よ
る

被
保
護
世
帯
（
単
給

世
帯
を

含
む
。
）
 

円
 

0
 

円

0

円

0

Ｂ
 

Ａ
階
層
を
除
き
、
市

町
村
民
税
非
課
税
世

帯
 

2
,0
00
 

1
,3
00

1
,
30
0

Ｃ
１
 
Ａ

階
層
を
除
き
、
市

町
村
民
税
課
税
世
帯

の
う
ち

均
等
割
の
み
課
税
世

帯
 

8
,5
00
 

5
,9
00

5
,
90
0

Ｃ
２
 
Ａ

階
層
を
除
き
、

前
年
度
分
の
市
町

村
民
税
の
所
得
割

額
が
次
の
区
分
に

該
当
す
る
世
帯
 

1円
以
上
 

10
,
00
0
円
未

満
 

1
0
,2
00
 

8
,2
00

8
,
20
0

Ｃ
３
 

10
,
00
0
円
以

上
 

48
,
60
0
円
未

満
 

1
1
,8
00
 

9
,7
00

9
,
70
0

Ｃ
４
 

48
,
60
0
円
以

上
 

57
,
00
0
円
未

満
 

1
4
,6
00
 

1
0
,6
00

10
,
60
0

Ｃ
５
 

57
,
00
0
円
以

上
 

63
,
00
0
円
未

満
 

1
6
,1
00
 

1
2
,6
00

12
,
60
0

Ｃ
６
 

63
,
00
0
円
以

上
 

67
,
00
0
円
未

満
 

1
8
,9
00
 

1
5
,6
00

15
,
60
0

Ｃ
７
 

67
,
00
0
円
以

上
 

77
,
00
0
円
未

満
 

2
4
,3
00
 

2
1
,3
00

20
,
50
0

Ｃ
８
 

77
,
00
0
円
以

上
 

97
,
00
0
円
未

満
 

2
7
,0
00
 

2
4
,4
00

23
,
40
0

Ｃ
９
 

97
,
00
0
円
以

上
 

11
0
,0
0
0円

未
満
 

3
3
,0
00
 

2
8
,9
00

23
,
80
0

Ｃ
10
 

11
0
,0
0
0円

以
上
 

13
0
,0
0
0円

未
満
 

4
0
,0
00
 

2
9
,4
00

24
,
20
0

Ｃ
11
 

13
0
,0
0
0円

以
上
 

15
0
,0
0
0円

未
満
 

4
2
,0
00
 

2
9
,8
00

24
,
30
0

Ｃ
12
 

15
0
,0
0
0円

以
上
 

16
9
,0
0
0円

未
満
 

4
3
,9
00
 

2
9
,9
00

24
,
40
0

Ｃ
13
 

16
9
,0
0
0円

以
上
 

30
1
,0
0
0円

未
満
 

4
9
,5
00
 

3
0
,1
00

24
,
60
0

Ｃ
14
 

30
1
,0
0
0円

以
上
 

39
7
,0
0
0円

未
満
 

5
1
,0
00
 

3
0
,2
00

24
,
70
0

Ｃ
15
 

39
7
,0
0
0円

以
上
 

 

6
7
,3
00
 

3
9
,4
00

30
,
40
0

 

備
考

 

１
 

こ
れ

ら
の
表

に
お
け

る
年
齢

計
算

に
つ
い

て
は

、
特
定

教
育

・
保
育
施

設
及

び
特
定

地
域

型
事
業

保
育

の
利
用
が
行

わ
れ
た
日

の
属
す
る
年

度
の
初
日
の
前
日
を
基

準
日
と
し

て
行
う
も

の
と
し
、
そ
の
年
齢

は
、

当
該
年
度
中

に
限
り
変

更
し
な
い
も

の
と
す
る
。

 

２
 

こ
れ

ら
の
表

に
お

い
て
「

教
育
標

準
時
間

認
定

」
と
は

法
第

１
９
条
第

１
項

第
１
号

に
掲

げ
る
小

学
校

就
学
前
子
ど

も
の
区
分

に
係
る
も
の

の
認
定
を

、
「
保

育
標
準
時

間
認
定
」
と
は
子
ど
も
・
子
育

て
 
 
支

援
法

施
行
規
則

（
平
成

２
６
年

内
閣

府
令
第

４
４

号
）
第

４
条

第
１
項

の
規

定
に
よ
る

１
月

当
た
り

平
均

２
７

５
時
間
ま

で
（
１

日
当
た

り
１

１
時
間

ま
で

に
限
る

。
）

の
保
育
必

要
量

の
認
定

を
、

「
保
育

短
時

間
認

定
」
と
は

同
項
の

規
定
に

よ
る

１
月
当

た
り

平
均
２

０
０

時
間
ま
で

（
１

日
当
た

り
８

時
間
ま

で
に

限
る
。
）
の

保
育
必
要

量
の
認
定
を

い
う
。

 

３
 

こ
れ

ら
の
表

に
お
い

て
Ｂ
階

層
に

認
定
し

た
世

帯
の
う

ち
次

の
各
号
の

い
ず

れ
か
に

該
当

す
る
場

合
の

保
育
料
は
、

無
料
と
す

る
。

 

⑴
 

母
子
及
び

父
子

並
び
に
寡

婦
福

祉
法
（

昭
和

３
９
年

法
律

第
１
２
９

号
）

第
６
条

第
６

項
に
規

定
す

る
配
偶
者
の

な
い
者
で

現
に
児
童

を
扶
養
し

て
い
る
も
の
の

世
帯

 

⑵
 
在
宅
障

害
児
（
者

）
の
い
る
世

帯
 

４
 

１
の

表
に
お

い
て
、

小
学
校

１
年

生
か
ら

３
年

生
ま
で

の
兄

又
は
姉

を
有
し

、
小
学

校
３

年
生
以

下
の

年
長

の
子
ど
も

か
ら
順

に
２
人

目
以

降
の
子

ど
も

が
幼
稚

園
、

保
育
所
、

認
定

こ
ど
も

園
、

特
別
支

援
学

校
幼

稚
部
若
し

く
は
情

緒
障
害

児
短

期
治
療

施
設

通
所
部

（
以

下
「
教
育

・
保

育
施
設

等
」

と
い
う

。
）

に
入

所
し
、
又

は
児
童

発
達
支

援
及

び
医
療

型
児

童
発
達

支
援

（
以
下
「

発
達

支
援
等

」
と

い
う
。

）
を

利
用

し
て
い
る

場
合
に

お
い
て

、
当

該
２
人

目
以

降
の
子

ど
も

が
教
育
標

準
時

間
認
定

を
受

け
た
場

合
の

保
育
料
は
、

次
の
と
お

り
と
す
る
。

 

⑴
 

２
人

目
の

子
ど

も
に

係
る

保
育

料
は

、
当

該
子

ど
も

の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
に
お

け
る
保
育

料

の
１
／
２
と

す
る
。

 

⑵
 
３
人
目

以
降
の
子

ど
も
に
係
る

保
育
料
は
、
無
料
と
す

る
。

 

５
 

２
の

表
及
び

３
の
表

に
お
い

て
、

同
一
世

帯
か

ら
２
人

以
上

の
子
ど

も
が
同

時
に
教

育
・

保
育
施

設
等

に
入

所
し
、
又

は
発
達

支
援
等

を
利

用
し
て

い
る

場
合
に

お
い

て
、
当
該

２
人

以
上
の

子
ど

も
の
う

ち
年

長
の

子
ど
も
か

ら
順
に

２
人
目

以
降

の
子
ど

も
が

保
育
認

定
を

受
け
た
場

合
の

保
育
料

は
、

次
の
と

お
り

と
す
る
。

 

⑴
 

２
人

目
の

子
ど

も
に

係
る

保
育

料
は

、
当

該
子

ど
も

の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
に
お

け
る
保
育

料

の
１
／
２
と

す
る
。

 

⑵
 
３
人
目

以
降
の
子

ど
も
に
係
る

保
育
料
は
、
無
料
と
す

る
。

 

６
 

こ
れ

ら
の
表

に
お
い

て
「
均

等
割

」
と
は

、
地

方
税
法

（
昭

和
２
５
年

法
律

第
２
２

６
号

）
第
２

９
２

条
第

１
項
第
１

号
に

規
定
す
る

均
等

割
の
額

を
い

い
、
「

所
得

割
」
と
は

、
同

項
第
２

号
に

規
定
す

る
所

得
割

（
こ
の
所

得
割
を

計
算
す

る
場

合
に
は

、
同

法
第
３

１
４

条
の
７
第

１
項

、
第
３

１
４

条
の
８

、
第

３
１
４
条
の

９
及
び
附

則
第
５
条
の

４
の
規
定
は
適
用
し
な

い
も
の
と

す
る
。
）

の
額
を
い
う

。
 

な
お

、
同
法
第

３
２

３
条
に

規
定

す
る
市
町

村
民

税
の
減

免
が

あ
っ
た

場
合
に

は
、
そ

の
額

を
所
得

割

の
額
又
は
均

等
割
の
額

か
ら
順
次
控

除
し
て
得
た
額
を
所
得

割
の
額
又

は
均
等
割

の
額
と
す
る

。
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別
記
第
１
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）
 

 

保
育
料
減
額
申
請
書
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
（
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保
護
者
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施
設
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
児
童
名
 

   
亀

岡
市
特
定
教

育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業

の
保
育
料
に

関
す
る
条
例
施

行
規
則
第
６

条

の
規
定
に
よ
り
、
保
育
料
の
減
額
を
申
請
し
ま
す
。
 

  

記
 

   
減
額
を
必
要
と
す
る
理
由
 

              

第
２
号
様
式

（
第
８
条

関
係
）
 

 

（
表
）
 

第
 
 
 
 

 
号
 

契
印
 

 

亀
岡
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
保
育
料
徴
収
及
び
滞
納
処
分
職
員
証
 

  
写

真
 

 
 

 
所
属
 

 
 
 
 
亀

岡
市
 
 

 
 
 

 
 
 
課
 

 
 
 
 
職

 
氏
名
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
生
 

契
印
 

 

 
 
 
 
 

 
年
 
 

月
 
 
日
発

行
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 
 

  

（
裏
）
 

  

１
 
本

証
は
、

亀
岡
市

特
定
教

育
・

保
育
施

設
及
び

特
定
地

域
型
保

育
事
業

の
保
育

料
に

関
す

る
条
例

施
行
規

則
に
規

定
す
る

保
育

料
の
徴

収
及
び

滞
納
処

分
に
関

す
る
事

務
を

行
う

と
き
は
、

必
ず
携
帯
し
な

け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 ２
 
本

証
は
、

関
係
人

の
請
求

が
あ
っ

た
と

き
は
、

い
つ
で

も
こ
れ

を
提
示

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

 ３
 
本

証
は
、
他
人

に
貸
与
し
、

又
は
譲
渡

し
て
は
な
ら
な
い

。
 

 ４
 
本

証
の
有
効
期

間
は
、
発
行

の
日
か
ら

１
年
と
す
る
。
 

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市介護保険条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１３号 

 

亀岡市介護保険条例施行規則の一

部を改正する規則 

 

 亀岡市介護保険条例施行規則（平成１２年亀

岡市規則第３７号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２０条中「介護保険高額介護サービス費等

支給申請書」を「介護保険高額介護（予防） 

サービス費支給申請書」に改める。 

 第２２条第２項中「介護保険利用者負担額減

額・免除決定通知書」を「介護保険負担限度額、

利用者負担額減額・免除認定決定通知書」に改

める。 

 第２３条第２項中「介護保険特定利用者負担

額減額・免除決定通知書」を「介護保険特定負

担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通

知書」に改める。 

 第２４条第２項中「介護保険負担限度額認定

決定通知書（別記第２１号様式）」を「介護保

険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決

定通知書」に改める。 

 第２５条第２項中「介護保険特定負担限度額

認定決定通知書（別記第２４号様式）」を「介

護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減

額・免除決定通知書」に改める。 

 別表中 
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第８４３号平成２７年４月１５日発行 

「 

条例第１０
条第１項第
２号に該当
する者 

条例第３条第１項第２号に該当し、
かつ、次のいずれかに該当すると
き。 
ア 全ての世帯員の前年の収入金額
（その年において収入すべき金額
（金銭以外の物又は権利その他経
済的な利益をもって収入する場合
にあっては、その金銭以外の物又
は権利その他経済的な利益の価
額）をいう。以下この表において
同じ。）の合算額が４０万円（第
１号被保険者の属する世帯に当該
第１号被保険者以外の者があると
きは、４０万円に当該第１号被保
険者以外の者１人につき４０万円
を加算した額。以下「第２段階減
免基準収入額」という。）以下
で、かつ、当年（保険料の賦課期
日の属する年をいう。以下この表
において同じ。）の収入金額の合
算額が第２段階減免基準収入額以
下と見込まれる世帯に属する者
（保険料の賦課期日の属する年度
分の市町村民税を課される者と生
計を共にする者及び保険料の賦課
期日の属する年度分の市町村民税
を課される者の扶養を受けている
者を除く。）であって、施行令第
３９条第１項第１号ハに規定する
者に準ずると市長が認めるとき。

イ 省令第８３条第１項第２号又は
第３号に規定する事情により、全
ての世帯員の前年の収入の合計と
比較してこれらの者の当年の収入
の合計が著しく減少していると見
込まれる世帯（これらの者の収入
金額の合算額が、第２段階減免基
準収入額以下である者に限る。）
に属する者（保険料の賦課期日の
属する年度分の市町村民税を課さ
れる者と生計を共にする者及び保
険料の賦課期日の属する年度分の
市町村民税を課される者の扶養を
受けている者を除く。）であっ
て、施行令第３９条第１項第１号
ハに規定する者に準ずると市長が
認めるとき。 

条例第３条第１項第２号に
定める保険料と同項第１号
に定める保険料との差額 

市長が必要
と認める書
類 

条例附則第３条に該当し、かつ、次
のいずれかに該当するとき。 
ア 全ての世帯員の前年の収入金額
の合算額が１００万円（第１号被
保険者の属する世帯に当該第１号
被保険者以外の者があるときは、

条例附則第３条に定める保
険料と条例第３条第１項第
２号に定める保険料との差
額 

市長が必要
と認める書
類 
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 １００万円に当該第１号被保険者
以外の者１人につき４０万円を加
算した額。以下「第３段階減免基
準収入額」という。）以下で、か
つ、当年の収入金額の合算額が第
３段階減免基準収入額以下と見込
まれる世帯に属する者（保険料の
賦課期日の属する年度分の市町村
民税を課される者と生計を共にす
る者及び保険料の賦課期日の属す
る年度分の市町村民税を課される
者の扶養を受けている者を除
く。）であって、施行令第３９条
第１項第２号ロに規定する者に準
ずると市長が認めるとき。 

イ 省令第８３条第１項第２号又は
第３号に規定する事情により、全
ての世帯員の前年の収入の合計と
比較してこれらの者の当年の収入
の合計が著しく減少していると見
込まれる世帯（これらの者の収入
金額の合算額が、第３段階減免基
準収入額以下である者に限る。）
に属する者（保険料の賦課期日の
属する年度分の市町村民税を課さ
れる者と生計を共にする者及び保
険料の賦課期日の属する年度分の
市町村民税を課される者の扶養を
受けている者を除く。）であっ
て、施行令第３９条第１項第２号
ロに規定する者に準ずると市長が
認めるとき。 

  

条例第３条第１項第３号に該当し、
かつ、次のいずれかに該当すると
き。 
ア 全ての世帯員の前年の収入金額
の合算額が１３０万円（第１号被
保険者の属する世帯に当該第１号
被保険者以外の者があるときは、
１３０万円に当該第１号被保険者
以外の者１人につき４０万円を加
算した額。以下「第４段階減免基
準収入額」という。）以下で、か
つ、当年の収入金額の合算額が第
４段階減免基準収入額以下と見込
まれる世帯に属する者（保険料の
賦課期日の属する年度分の市町村
民税を課される者と生計を共にす
る者及び保険料の賦課期日の属す
る年度分の市町村民税を課される
者の扶養を受けている者を除
く。）であって、施行令附則第
１６条第２項に規定する者に準ず
ると市長が認めるとき。 

イ 省令第８３条第１項第２号又は

条例第３条第１項第３号に
定める保険料と条例附則第
３条に定める保険料との差
額 

市長が必要
と認める書
類 
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 第３号に規定する事情により、全
ての世帯員の前年の収入の合計と
比較してこれらの者の当年の収入
の合計が著しく減少していると見
込まれる世帯（これらの者の収入
金額の合算額が、第４段階減免基
準収入額以下である者に限る。）
に属する者（保険料の賦課期日の
属する年度分の市町村民税を課さ
れる者と生計を共にする者及び保
険料の賦課期日の属する年度分の
市町村民税を課される者の扶養を
受けている者を除く。）であっ
て、施行令附則第１６条第２項に
規定する者に準ずると市長が認め
るとき。 

  

」 

を 

「 

条例第１０
条第１項第
２号に該当
する者 

条例第３条第１項第２号に該当し、
かつ、次のいずれかに該当すると
き。 
ア 全ての世帯員の前年の収入金額
（その年において収入すべき金額
（金銭以外の物又は権利その他経
済的な利益をもって収入する場合
にあっては、その金銭以外の物又
は権利その他経済的な利益の価
額）をいう。以下この表において
同じ。）の合算額が１００万円
（第１号被保険者の属する世帯に
当該第１号被保険者以外の者があ
るときは、１００万円に当該第１
号被保険者以外の者１人につき
４０万円を加算した額。以下「第
２段階減免基準収入額」とい
う。）以下で、かつ、当年（保険
料の賦課期日の属する年をいう。
以下この表において同じ。）の収
入金額の合算額が第２段階減免基
準収入額以下と見込まれる世帯に
属する者（保険料の賦課期日の属
する年度分の市町村民税を課され
る者と生計を共にする者及び保険
料の賦課期日の属する年度分の市
町村民税を課される者の扶養を受
けている者を除く。）であって、
施行令第３９条第１項第１号ニに
規定する者に準ずると市長が認め
るとき。 

イ 省令第８３条第１項第２号又は
第３号に規定する事情により、全
ての世帯員の前年の収入の合計と

条例第３条第１項第２号に
定める保険料と同条第２項
に定める保険料との差額 

市長が必要
と認める書
類 
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 比較してこれらの者の当年の収入
の合計が著しく減少していると見
込まれる世帯（これらの者の収入
金額の合算額が、第２段階減免基
準収入額以下である者に限る。）
に属する者（保険料の賦課期日の
属する年度分の市町村民税を課さ
れる者と生計を共にする者及び保
険料の賦課期日の属する年度分の
市町村民税を課される者の扶養を
受けている者を除く。）であっ
て、施行令第３９条第１項第１号
ニに規定する者に準ずると市長が
認めるとき。 

  

 条例第３条第１項第３号に該当し、
かつ、次のいずれかに該当すると
き。 
ア 全ての世帯員の前年の収入金額
の合算額が１３０万円（第１号被
保険者の属する世帯に当該第１号
被保険者以外の者があるときは、
１３０万円に当該第１号被保険者
以外の者１人につき４０万円を加
算した額。以下「第３段階減免基
準収入額」という。）以下で、か
つ、当年の収入金額の合算額が第
３段階減免基準収入額以下と見込
まれる世帯に属する者（保険料の
賦課期日の属する年度分の市町村
民税を課される者と生計を共にす
る者及び保険料の賦課期日の属す
る年度分の市町村民税を課される
者の扶養を受けている者を除
く。）であって、施行令第３９条
第１項第２号ロに規定する者に準
ずると市長が認めるとき。 

イ 省令第８３条第１項第２号又は
第３号に規定する事情により、全
ての世帯員の前年の収入の合計と
比較してこれらの者の当年の収入
の合計が著しく減少していると見
込まれる世帯（これらの者の収入
金額の合算額が、第３段階減免基
準収入額以下である者に限る。）
に属する者（保険料の賦課期日の
属する年度分の市町村民税を課さ
れる者と生計を共にする者及び保
険料の賦課期日の属する年度分の
市町村民税を課される者の扶養を
受けている者を除く。）であっ
て、施行令第３９条第１項第２号
ロに規定する者に準ずると市長が
認めるとき。 

条例第３条第１項第３号に
定める保険料と同項第２号
に定める保険料との差額 

市長が必要
と認める書
類 

                                           」 

に改める。 
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 別記第５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式（第１２条関係） 
 

介護保険   要介護認定・要支援認定   申請書 
要介護更新認定・要支援更新認定 

 

（宛先）亀岡市長 

 次のとおり申請します。 

被 
 
 

保 
 
 

険 
 
 

者 

被保険者番号 
          

申請年月日       年  月  日 

フリガナ  
生年月日 明・大・昭  年  月  日 

氏  名 
 

性  別 男 ・ 女 

住  所 

〒 

 

                   電話番号 

前回の要介護
認定の結果等
*要介護・要支援更新
認定の場合のみ記入 

要介護状態区分 １ ２ ３ ４ ５ 経過的要介護 要支援状態区分 １ ２ 

有効期間       年   月   日から     年   月   日 

過去６月間の
介護保険施設
医 療 機 関 等 
入院、入所の
有無 

介護保険施設の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

介護保険施設の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

医療機関等の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

有 ・ 無 医療機関等の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

 

提
出
代
行
者 

名 称 
該当に○（地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設） 
 

                                 ㊞ 

住 所 
〒 
 
                     電話番号 

 

主  治  医 

主治医の氏名  医 療 機 関 名  

所 在 地 
〒 
 
               電話番号 

 

第二号被保険者（40歳から64歳の医療保険加入者）のみ記入（医療保険被保険者証の写しを添付） 

医療保険者名  医療保険被保険者証
記号番号 

 

特 定 疾 病 名  

 

 介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成するために必要があるときは、要介護認定・

要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を、亀岡

市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の

関係人、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示することに同意します。 

                      本人氏名 
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 別記第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６号様式（第１２条関係） 
 

介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 
 
（宛先）亀岡市長 

 次のとおり申請します。 

被 
 
 

保 
 
 

険 
 
 

者 

被保険者番号
          

申請年月日       年  月  日 

フリガナ  
生年月日 明・大・昭  年  月  日 

氏  名 
 

性  別 男 ・ 女 

住  所 

〒 

 

                   電話番号 

前回の要介護
認定の結果等

要介護状態区分 １ ２ ３ ４ ５   要支援状態区分 １ ２ 

有効期間       年   月   日から     年   月   日 

変 更 申 請 
の 理 由 

 

過去６月間の
介護保険施設
医 療 機 関 等 
入院、入所の
有無 

介護保険施設の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

介護保険施設の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

医療機関等の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

有 ・ 無 医療機関等の名称等・所在地 
期間  年 月 日～  年 月 日 

 

提
出
代
行
者 

名 称 
該当に○（地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設） 
 

                                 ㊞ 

住 所 
〒 
 
                     電話番号 

 

主  治  医 

主治医の氏名  医 療 機 関 名  

所 在 地 
〒 
 
               電話番号 

 

第二号被保険者（40歳から64歳の医療保険加入者）のみ記入（医療保険被保険者証の写しを添付） 

医療保険者名  医療保険被保険者証
記号番号 

 

特 定 疾 病 名  

 

 介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成するために必要があるときは、要介護認定・

要支援認定にかかる調査内容、介護認定審査会による判定結果・意見、及び主治医意見書を、亀岡

市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者若しくは介護保険施設の

関係人、主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員に提示することに同意します。 

                      本人氏名 
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 別記第１３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３号様式（第２０条関係） 
 

介護保険高額介護（予防）サービス費支給申請書 
 

フ リ ガ ナ 

被保険者氏名 

 保険者番号        

被保険者番号        

生 年 月 日  性    別  

住    所 
電話番号            

 氏    名 生年月日 性別
介 護 保 険 の 
被保険者の場合 
被保険者番号 

世 

帯 

構 

成 

世 帯 主          

世 帯 員 

         

         

         

         

 
（宛先）亀岡市長 
 
 上記のとおり高額介護（予防）サービス費の支給を申請します。 
 なお、すでに支給済みの高額介護（予防）サービス費について、過誤調整等により支給額の減額の
決定がなされた場合、今回以降の高額介護（予防）サービス費の支給額と差額の調整を行うことに同
意します。 
 
      年  月  日 
 
      住所                 電話番号 
 申請者 
      氏名             ㊞   本人との関係（          ） 

注意 ・今回の支給以降、高額介護（予防）サービス費が支給される場合、申請手続きは不要となりま
す。また、支給金額は今回申請した指定口座に振り込まれます。 

・給付制限を受けている方については、高額介護（予防）サービス費の支給ができない場合があ
ります。 

 

高額介護（予防）サービス費を下記の口座に振り込んでください。 

口座振込 

依 頼 欄 

銀  行 
信用金庫 
農  協 

本 店
支 店
出張所

種  別 口 座 番 号 

金融機関コード 店舗コード 1.普通預金
2.当座預金
9.そ の 他

       

       

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

亀岡市記入欄 

区分 世帯集約番号 給付制限状況 備    考 

1 単 独 

2 合 算 
 

有・無 
給付割合 
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 別記第１５号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５号様式（第２２条・第２４条関係） 

 

            様 

 

                        亀岡市長          □印  

 

 

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書 

 

 先に申請のありました、食費・居住費に係る負担限度額、利用者負担額減額・免除認定に

ついては、下記のとおり決定しましたので通知します。 

被保険者氏名  被保険者番号           

 

決 定 年 月 日     年  月  日  

決定事項 

１ 

承
認
す
る 

適用年月日     年  月  日 

有効期限      年  月  日 

２ 

承
認
し
な
い

理由 

＜お問い合わせ先＞ 

 亀岡市役所      課 

 京都府亀岡市安町野々神８番地 電話 0771- - 

 

不服の申立 

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 

６０日以内に、京都府介護保険審査会に審査請求をすることができます。 

＜問い合わせ先＞ 

京都府介護保険審査会 

京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 電話 075-414-4674 

 
 また、審査請求に対する裁決があり、なおこの処分について不服があるときは、裁決書を受け取っ
た日の翌日から起算して６ヶ月以内（６ヶ月以内であっても裁決の日から１年以内）に亀岡市を被告
として（亀岡市長が被告の代表者となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、
処分の取消しの訴えは、次のいずれかの場合を除き、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなけれ
ば提起することはできません。①審査請求があった日から３ヶ月を経過していても裁決がないとき②
処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき③
その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 
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 別記第１８号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８号様式（第２３条・第２５条関係） 

 

            様 

 

                        亀岡市長          □印  

 

 

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書 

（特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請） 

 

 先に申請のありました、特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除については下記の

とおり決定しましたので通知します。 

被保険者氏名  被保険者番号           

 

決 定 年 月 日     年  月  日  

決定事項 

１ 

承
認
す
る 

適用年月日     年  月  日 

有効期限      年  月  日 

２ 

承
認
し
な
い 

理由 

＜お問い合わせ先＞ 

 亀岡市役所      課 

 京都府亀岡市安町野々神８番地 電話 0771- - 

 

不服の申立 

 この通知について不服があるときは、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 

６０日以内に、京都府介護保険審査会に審査請求をすることができます。 

＜問い合わせ先＞ 

 京都府介護保険審査会 

 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 電話  

 また、審査請求に対する裁決があり、なおこの処分について不服があるときは、裁決書を受け取っ
た日の翌日から起算して６ヶ月以内 （６ヶ月以内であっても裁決の日から１年以内）に亀岡市を被
告として（亀岡市長が被告の代表者となります。） 処分の取消しの訴えを提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、次のいずれかの場合を除き、前記の審査請求に対する裁決を経た後で
なければ提起することはできません。①審査請求があった日から３ヶ月を経過していても裁決がない
とき②処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある
とき③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 
 



 
亀 岡 市 公 報 

 79

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

 別記第２１号様式を次のように改める。 

第２１号様式 削除 

 別記第２４号様式を次のように改める。 

第２４号様式 削除 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市景観条例施行規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１４号 

 

亀岡市景観条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律

第１１０号。以下「法」という。）及び亀岡

市景観条例（平成２７年亀岡市条例第１７号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義

は、法及び条例の例による。 

 （工作物） 

第３条 条例第２条第４号に規定する規則で定

める工作物は、次に掲げるものとする。 

⑴ 垣、柵、塀、門その他これらに類するも

の 

⑵ 高架水槽、冷却塔その他これらに類する

もの 

⑶ 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに

類するものの貯蔵又は処理の用に供する施

設 

⑷ 煙突、排気塔その他これらに類するもの 

⑸ 物見塔、電波塔その他これらに類するも

の（屋外広告物法（昭和２４年法律第  

１８９号）第２条第１項に規定する屋外広

告物（以下「屋外広告物」という。）に該

当するものを除く。） 

⑹ 観覧車、コースター、ウォーターシュー

トその他これらに類するもの 

⑺ 自動車車庫の用に供する立体的施設 

⑻ 街路灯、照明灯その他これらに類するも

の 

⑼ 彫像、記念碑その他これらに類するもの 

⑽ 擁壁、護岸、堤防その他これらに類する

もの 

⑾ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱そ

の他これらに類するもの（屋外広告物に該

当するものを除く。） 

⑿ アスファルトプラント、コンクリートプ

ラントその他これらに類するもの 

⒀ 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これ

らに類するもの 

⒁ 前各号に掲げるもののほか、市長が指定

するもの 

 （事前協議） 

第４条 条例第１０条に規定する協議書は、亀

岡市景観事前協議書（別記第１号様式）とす

る。 

２ 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。ただし、市長は、当該

図書の一部を添付する必要がないと認めると

きは、当該図書の一部の添付を省略させるこ

とができる。 

⑴ 位置図 



 
亀 岡 市 公 報 

 80 

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

⑵ 配置図 

⑶ 立面図（各面及び彩色） 

⑷ 外構図 

⑸ 植栽配置図 

⑹ 現況カラー写真 

⑺ その他市長が必要と認める図書 

 （行為の届出） 

第５条 法第１６条第１項又は第２項に規定す

る行為の届出は、亀岡市景観計画区域内にお

ける行為届出書（別記第２号様式）又は亀岡

市景観計画区域内における行為変更届出書

（別記第３号様式）により、行うものとする。 

２ 条例第１４条に規定する規則で定める添付

図書は、次に掲げるものとする。 

⑴ 外構図 

⑵ 植栽配置図 

⑶ 立面図（各面及び彩色） 

⑷ 各階平面図 

⑸ 断面図 

⑹ 見付面積計算表 

⑺ その他市長が必要と認める図書 

３ 第１項に規定する届出書には、景観法施行

規則（平成１６年国土交通省令第１００号。

以下「省令」という。）第１条第２項各号に

掲げる図書のうち当該届出に係るもの又は当

該変更届出に係るものを添付しなければなら

ない。ただし、市長が特に添付を要しないと

認めるものについては、この限りでない。 

 （国の機関等の行為の通知） 

第６条 法第１６条第５項の規定により、国の

機関又は地方公共団体が行う通知は、亀岡市

景観計画区域内における行為（変更）通知書

（別記第４号様式）により行うものとする。 

２ 前項に規定する通知書に添付する図書は、

前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 （適合通知） 

第７条 市長は、法第１６条第１項又は第２項

の規定による届出があった場合において、そ

の届出に係る行為が亀岡市景観計画に定めら

れた当該行為についての制限に適合すると認

めるときは、亀岡市景観計画区域内における

行為制限の適合通知書（別記第５号様式）に

より通知するものとする。 

 （景観計画区域内における届出を要しない行

為） 

第８条 条例第１１条各号に規定する規則で定

める行為は、次の各号に掲げる行為とする。 

⑴ 条例第１１条第１号に規定する行為は別

表第１に掲げる行為 

⑵ 条例第１１条第２号に規定する行為は別

表第２に掲げる行為 

 （行為の中止） 

第９条 条例第１２条に規定する届出は、亀岡

市景観計画区域内における行為中止届出書

（別記第６号様式）により行うものとする。 

 （行為の完了） 

第１０条 条例第１３条に規定する届出は、亀

岡市景観計画区域内における行為完了届出書

（別記第７号様式）により行うものとする。 

２ 前項の行為完了届出書には、次に掲げる図

書を添付しなければならない。 

⑴ 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該

敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺 

２，５００分の１以上のもの 

⑵ 当該敷地内における建築物又は工作物の

位置を表示する図面で縮尺１００分の１以

上のもの 

⑶ ２方向以上から撮影した当該届出に係る

行為が完了した後の状況を示す写真（色彩

を識別することのできるものに限る。） 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

 （勧告） 

第１１条 法第１６条第３項に規定する勧告は、

勧告書（別記第８号様式）により行うものと

する。 

 （公表） 
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第１２条 条例第１７条第１項に規定する公表

は、次に掲げる事項について、告示、公報へ

の掲載その他の方法により行うものとする。 

⑴ 法第１６条第３項に規定する勧告に従わ

なかった者の氏名及び住所（法人にあって

は、その名称、代表者の氏名及び主たる事

務所の所在地） 

⑵ 公表の理由 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める事項 

 （景観重要建造物の指定の提案） 

第１３条 法第２０条第１項又は第２項に規定

する提案は、亀岡市景観重要建造物指定提案

書（別記第９号様式）により行うものとする。 

 （景観重要建造物の標識） 

第１４条 法第２１条第２項に規定する標識は、

別記第１０号様式による。 

 （景観重要建造物の現状変更の許可の申請） 

第１５条 法第２２条第１項の許可の申請は、

亀岡市景観重要建造物現状変更許可申請書

（別記第１１号様式）によるものとする。 

 （景観重要樹木の指定の提案） 

第１６条 法第２９条第１項又は第２項に規定

する提案は、亀岡市景観重要樹木指定提案書

（別記第１２号様式）により行うものとする。 

 （景観重要樹木の標識） 

第１７条 法第３０条第２項に規定する標識は、

別記第１３号様式による。 

 （景観重要樹木の現状変更の許可の申請） 

第１８条 法第３１条第１項の許可の申請は、

亀岡市景観重要樹木現状変更許可申請書（別

記第１４号様式）によるものとする。 

 （身分証明書） 

第１９条 法第２３条第３項（法第３２条第１

項において準用する場合を含む。）に規定す

る身分を示す証明書は、身分証明書（別記第

１５号様式）とする。 

 （景観協定の認可） 

第２０条 法第８１条第４項又は第９０条第１

項の規定による景観協定の認可の申請は、亀

岡市景観協定認可申請書（別記第１６号様

式）により行うものとする。 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる図

書を添付しなければならない。 

⑴ 法第８１条第２項各号及び第３項に掲げ

る事項を定めた景観協定書（以下「景観協

定書」という。） 

⑵ 景観協定の目的となる土地の区域（以下

「景観協定区域」という。）を表示した図

面 

⑶ 法第８１条第１項に規定する土地所有者

等（以下「土地所有者等」という。）の全

員（当該景観協定区域内に借地権の目的と

なっている土地がある場合においては、当

該借地権の目的となっている土地の所有者

を除く。以下同じ。）の景観協定に関する

合意を証する書類 

⑷ 景観協定区域内の土地の所在、地番、面

積及び地目並びに土地所有者等の住所、氏

名（法人にあっては、その名称及び主たる

事務所の所在地並びに代表者氏名）及びそ

の有する権利の種類を記載した書類 

⑸ 認可の申請をしようとする者が代表者で

あることを証する書類 

⑹ その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は、第１項の申請について認可をした

ときは、当該申請者に対して、亀岡市景観協

定認可通知書（別記第１７号様式）により通

知するものとする。 

４ 市長は、第１項の申請について認可をしな

かったときは、当該申請者に対して、理由を

付した文書によりその旨を通知するものとす

る。 

 （景観協定の変更） 

第２１条 法第８４条第１項の規定による景観

協定の変更認可の申請は、亀岡市景観協定変
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更認可申請書（別記第１８号様式）により行

うものとする。 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる図

書を添付しなければならない。 

⑴ 変更後の景観協定書 

⑵ 景観協定を変更した理由書 

⑶ 景観協定区域を表示した図面（景観協定

区域を変更した場合に限る。） 

⑷ 景観協定区域内における土地所有者等の

全員の合意により、当該景観協定を変更す

ることを証する書類 

⑸ 変更認可の申請をしようとする者が代表

者であることを証する書類 

⑹ その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は、第１項の申請について認可をした

ときは、当該申請者に対して、亀岡市景観協

定変更認可通知書（別記第１９号様式）によ

り通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の申請について認可をしな

かったときは、当該申請者に対して、理由を

付した文書によりその旨を通知するものとす

る。 

 （景観協定の廃止） 

第２２条 法第８８条第１項の規定による景観

協定の廃止認可の申請は、亀岡市景観協定廃

止認可申請書（別記第２０号様式）により行

うものとする。 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる図

書を添付しなければならない。 

⑴ 景観協定を廃止した理由書 

⑵ 景観協定区域内における土地所有者等の

過半数の合意により、当該景観協定を廃止

することを証する書類 

⑶ 廃止認可の申請をしようとする者が代表

者であることを証する書類 

⑷ その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は、第１項の申請について認可をした

ときは、当該申請者に対して、亀岡市景観協

定廃止認可通知書（別記第２１号様式）によ

り通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の申請について認可をしな

かったときは、当該申請者に対して、理由を

付した文書によりその旨を通知するものとす

る。 

 （景観まちづくり市民団体の認定の要件） 

第２３条 条例第２６条第１項の規則で定める

要件は、次のとおりとする。 

⑴ 団体構成員の３分の２以上の者が団体の

活動区域内の住民その他の利害関係者であ

ること。 

⑵ 団体の行う活動が関係者の所有権及びそ

の他の財産権を不当に制限するものでない

こと並びに関係法令に違反しないこと。 

⑶ 宗教活動、政治活動又は破壊活動を目的

とする団体でないこと。 

⑷ 次条に定める要件を具備した団体規約が

定められていること。 

 （景観まちづくり市民団体の規約の要件） 

第２４条 前条第４号に規定する要件は、次に

掲げる事項とする。 

⑴ 設立目的 

⑵ 名称 

⑶ 活動区域 

⑷ 活動内容 

⑸ 事務所の所在地 

⑹ 構成員及び役員の氏名並びに住所（法人

にあっては、その名称及び主たる事務所の

所在地並びに代表者氏名） 

⑺ 役員の定数、任期、職務の分担及び選任

方法に関する事項 

⑻ 会議に関する事項 

⑼ 会費及び会計に関する事項 

 （景観まちづくり市民団体の認定） 

第２５条 条例第２６条第４項に規定する認定

の申請は、亀岡市景観まちづくり市民団体認

定申請書（別記第２２号様式）により行うも
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のとする。 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる図

書を添付しなければならない。 

⑴ 団体規約 

⑵ 活動区域を示す図面 

⑶ 構成員及び役員の名簿 

⑷ 認定の申請をしようとする者が代表者で

あることを証する書類 

⑸ その他市長が必要と認める図書 

３ 市長は、第１項の申請について認定をした

ときは、当該申請者に対して、文書により通

知するものとする。 

４ 市長は、第１項の申請について認定しな 

かったときは、当該申請者に対して、理由を

付した文書によりその旨を通知するものとす

る。 

 （変更の届出） 

第２６条 条例第２６条第５項に規定する届出

は、亀岡市景観まちづくり市民団体変更届出

書（別記第２３号様式）により行うものとす

る。 

２ 前項の変更届出書には、前条第２項各号に

掲げる図書のうちその内容が変更されたもの

を添付しなければならない。 

 （景観まちづくり市民団体の認定の取消） 

第２７条 市長は、条例第２６条第６項の規定

により亀岡市景観まちづくり市民団体の認定

を取り消したときは、当該申請者に対して、

理由を付した文書によりその旨を通知するも

のとする。 

 （審議会の運営） 

第２８条 条例第３３条の規則で定める審議会

の運営について必要な事項は、次のとおりと

する。 

２ 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議

長となる。 

３ 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時

委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に

関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

５ 審議会は、必要があると認めるときは、会

議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説

明を聴くことができる。 

６ 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市計

画課において処理する。 

７ 審議会の運営に関し必要なその他の事項は、

会長が別に定める。 

 （委任） 

第２９条 この規則に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年１０月１日から施行

する。 
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 別
表
第
１
（
第
８
条
関
係
）
 

区
域
 

項
目
 

規
模
 

景
観

計
画

区
域

（
景

観
形

成
地

区
を

除
く
。
）
 

１
 

建
築

物
の
新

築
、
増

築
、

改
築

又
は
移
転
 

⑴
 

当
該

建
築
物
の
高
さ
（
増
築

又
は
改

築
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

増
築

又
は
改

築
後

の
高
さ

）
が

１
３

メ
ー
ト
ル
以

下
で

、
か

つ
、
同

一
敷
地

内
に

お
け
る

建
築

面
積

（
増
築
又
は

改
築

の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
当

該
増
築

又
は

改
築

後
の
建
築
面

積
の

合
計

）
が
１

，
０

０
０

平
方

メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 

当
該
建

築
物
の

増
築

部
分

の
同
一

敷
地

内
に

お
け
る
床
面

積
の

合
計
が

１
０

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下
の
も
の
 

２
 

建
築

物
の
外

観
を
変

更
す

る
こ

と
と
な

る
修
繕

若
し
く

は
模

様
替

え
又
は
色
彩
の
変
更
 

⑴
 

当
該

建
築

物
の

高
さ

が
１

３
メ

ー
ト

ル
以

下
で

、
か

つ
、

同
一

敷
地

内
に

お
け

る
建

築
物

の
建

築
面

積
の

合
計

が
１

，
０
０

０
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
の
も
の
 

⑵
 

当
該
建

築
物
の

一
つ

の
立

面
に
お

け
る

水
平

投
影
面
積
（

以
下
「
見
付
面
積
」
と
い

う
。）

に
対

す
る

外
観

の
変

更
の
範
囲
が

当
該

見
付

面
積
の

２
分

の
１
以
内

又
は
１

０
平
方
メ
ー

ト
ル

以
下

の
も
の
 

３
 

工
作

物
の

新
設

、
増

築
、

改
築

又
は

移
転

 

擁
壁
 

高
さ

（
増
築

又
は
改

築
の

場
合

に
あ
っ

て
は

、
当

該
増
築
又
は

改
築
後

の
高
さ

）
が
３

メ
ー

ト
ル

以
下
又

は
長

さ
（

増
築
又
は
改

築
の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
当

該
増

築
又
は

改
築

後
の

長
さ
）
が
３

０
メ
ー

ト
ル

以
下
の
も
の
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

⑴
 

高
さ
（

増
築
又

は
改

築
の

場
合
に

あ
っ

て
は

、
当
該
増
築

又
は

改
築
後

の
高

さ
）

が
１

０
メ

ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 

旗
ざ
お

並
び
に

架
空

電
線

路
用
並

び
に

電
気

事
業
法
（
昭

和
３

９
年
法

律
第
１

７
０

号
）
第

２
条

第
１

項
第
１
０
号

に
規

定
す

る
電
気

事
業
者

及
び

同
項
第

１
２

号
に

規
定
す
る
卸

供
給

事
業

者
の
保

安
通

信
設

備
用

の
も

の
 

上
記

以
外

の
工

作
物
 
⑴
 

当
該

工
作
物
の
高
さ
（
増
築

又
は
改

築
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

増
築

又
は
改

築
後

の
高
さ

）
が

１
０

メ
ー
ト
ル
以

下
で

、
か

つ
、
築

造
面
積

（
増

築
又
は

改
築

の
場

合
に
あ
っ
て

は
、

当
該

増
築
又

は
改
築

後
の

面
積
）

が
５

０
０

平
方
メ
ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

⑵
 

鉄
道

及
び
軌
道
の
線
路
敷
地

内
の

運
転

保
安

に
関

す
る

も
の

４
 

工
作

物
の

外
観

を
変

更
す

る
こ

と
と

な
る

修
繕

若
し

く
は

模
様

替
え

又
は

色
彩

の
変

更
 

擁
壁
 

⑴
 

高
さ
が
３

メ
ー

ト
ル

以
下
又
は
長
さ
が
３
０
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
 

⑵
 

見
付
面

積
に
対

す
る

外
観

の
変
更

の
範

囲
が

当
該
見
付
面

積
の

２
分
の

１
以

内
又

は
１

０
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

⑴
 

高
さ

が
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も

の
 

⑵
 

当
該
工

作
物
の

見
付

面
積

に
対
す

る
外

観
の

変
更
の
範
囲

が
当

該
見
付

面
積
の

２
分

の
１
以

内
又

は
１

０
平
方
メ
ー

ト
ル

以
下

の
も
の
 

⑶
 

旗
ざ
お

並
び
に

架
空

電
線

路
用
並

び
に

電
気

事
業
法
第
２

条
第

１
項
第

１
０
号

に
規

定
す
る

電
気

事
業

者
及
び
同
項

第
１

２
号

に
規
定

す
る

卸
供

給
事

業
者

の
保
安
通
信
設
備
用
の
も
の
 

上
記

以
外

の
工

作
物
 
⑴
 

当
該
工

作
物
の

高
さ

が
１

０
メ
ー

ト
ル

以
下

で
、
か
つ
、

築
造

面
積
が

５
０

０
平

方
メ

ー
ト

ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 

当
該
工

作
物
の

見
付

面
積

に
対
す

る
外

観
の

変
更
の
範
囲

が
当

該
見
付

面
積
の

２
分

の
１
以

内
又

は
１

０
平
方
メ
ー

ト
ル

以
下

の
も
の
 

⑶
 

鉄
道

及
び
軌
道
の
線
路
敷
地

内
の

運
転

保
安

に
関

す
る

も
の

別
表

第
２

（
第

８
条

関
係

）
 

区
域
 

項
目
 

規
模
 

景
観

形
成

地
区

（
都

市
景

観
形

成
地

区
）

 

１
 
建

築
物

の
新

築
、

増
築
、

改
築

又
は
移
転
 

⑴
 

当
該

建
築

物
の

高
さ
（
増
築

又
は
改

築
の

場
合

に
あ

っ
て
は

、
当

該
増
築

又
は

改
築
後
の

高
さ

）
が
１

３
メ

ー
ト
ル
以

下
で

、
か

つ
、
同

一
敷

地
内
に
お

け
る

建
築
面

積
（

増
築
又
は

改
築

の
場

合
に
あ

っ
て

は
、
当
該

増
築

又
は
改

築
後

の
建
築
面

積
の

合
計

）
が
１

０
０

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下
の
も
の
 

⑵
 

当
該
建

築
物
の

増
築
部
分

の
同

一
敷

地
内
に

お
け
る
床

面
積

の
合

計
が

１
０

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下
の
も
の
 

２
 
建

築
物

の
外

観
を

変
更
す

る
こ

と
と
な

る
修

繕
若

し
く

は
模

様
替

え
又
は
色

彩
の
変
更
 

⑴
 

当
該
建

築
物
の

高
さ
が
１

３
メ

ー
ト

ル
以
下

で
、
か
つ

、
同

一
敷

地
内

に
お

け
る
建
築

物
の

建
築
面

積
の

合
計
が
１

０
０

平
方

 
メ
ー

ト
ル

以
下

の
も

の
 

⑵
 

当
該
建

築
物
の

見
付
面
積

に
対

す
る

外
観
の

変
更
の
範

囲
が

当
該

見
付

面
積

の
２
分
の

１
以

内
又
は

１
０

平
方
メ
ー

ト
ル

以
下

の
も
の
 

３
 

工
作

物
の

新
設

、
増

築
、

改
築

又
は

移
転
 

擁
壁
 

高
さ

（
増
築

又
は
改

築
の
場
合

に
あ

っ
て

は
、
当

該
増
築
又

は
改

築
後

の
高
さ

）
が
３

メ
ー
ト
ル

以
下

又
は

長
さ
（

増
築
又
は

改
築

の
場

合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
増

築
又

は
改

築
後
の

長
さ
）
が

３
０

メ
ー

ト
ル

以
下

の
も

の
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

⑴
 

高
さ
（

増
築
又

は
改
築
の

場
合

に
あ

っ
て
は

、
当
該
増

築
又

は
改

築
後

の
高

さ
）

が
１

０
メ

ー
ト
ル
以
下

の
も
の
 

⑵
 

旗
ざ
お

並
び
に

架
空

電
線

路
用

並
び

に
電
気

事
業
法
第

２
条

第
１

項
第

１
０

号
に
規
定

す
る

電
気
事

業
者

及
び
同
項

第
１

２
号

に
規
定

す
る

卸
供

給
事

業
者

の
保
安
通
信

設
備
用
の

も
の
 

上
記
以
外
の
工
作
物
 

⑴
 

当
該

工
作

物
の

高
さ
（
増
築

又
は
改

築
の

場
合

に
あ

っ
て
は

、
当

該
増
築

又
は

改
築
後
の

高
さ

）
が
１

０
メ

ー
ト
ル
以

下
で

、
か

つ
、
築

造
面

積
（
増
築

又
は

改
築
の

場
合

に
あ
っ
て

は
、

当
該

増
築
又

は
改

築
後
の
面

積
）

が
２
０

０
平

方
メ
ー
ト

ル
以

下
の

も
の
 

⑵
 

鉄
道

及
び

軌
道

の
線

路
敷

地
内
の

運
転

保
安

に
関

す
る

も
の

４
 

工
作

物
の

外
観

を
変

更
す

る
こ

と
と

な
る

修
繕

若
し

く
は

模
様

替
え

又
は

色
彩

の
変

更
 

擁
壁
 

⑴
 

高
さ
が
３

メ
ー

ト
ル

以
下
又
は
長
さ
が
３
０
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
 

⑵
 

見
付
面

積
に
対

す
る
外
観

の
変

更
の

範
囲
が

当
該
見
付

面
積

の
２

分
の

１
以

内
で

又
は

１
０

平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
の

も
の
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
 

⑴
 

高
さ

が
１

０
メ

ー
ト

ル
以

下
の
も

の
 

⑵
 

当
該
工

作
物
の

見
付
面
積

に
対

す
る

外
観
の

変
更
の
範

囲
が

当
該

見
付

面
積

の
２
分
の

１
以

内
又
は

１
０

平
方
メ
ー

ト
ル

以
下

の
も
の
 

⑶
 

旗
ざ
お

並
び
に

架
空
電
線

路
用

並
び

に
電
気

事
業
法
第

２
条

第
１

項
第

１
０

号
に
規
定

す
る

電
気
事

業
者

及
び
同
項

第
１

２
号

に
規
定

す
る

卸
供

給
事

業
者

の
保
安
通
信

設
備
用
の

も
の
 

上
記
以
外
の
工
作
物
 

⑴
 

当
該
工

作
物
の

高
さ
が
１

０
メ

ー
ト

ル
以
下

又
は
築
造

面
積

が
２

０
０

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

の
も
の
 

⑵
 

当
該
工

作
物
の

見
付
面
積

に
対

す
る

外
観
の

変
更
の
範

囲
が

当
該

見
付

面
積

の
２
分
の

１
以

内
又
は

１
０

平
方
メ
ー

ト
ル

以
下

の
も
の
 

⑶
 

鉄
道

及
び

軌
道

の
線

路
敷

地
内
の

運
転

保
安

に
関

す
る

も
の

景
観

形
成

地
区

（
湯

の
花

温
泉

景
観

形
成

地
区

）
 

５
 
建

築
物

の
新

築
、

増
築
、

改
築

又
は
移
転
 

⑴
 

当
該

建
築

物
の

高
さ
（
増
築

又
は
改

築
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

増
築

又
は

改
築
後
の

高
さ

）
が
１

３
メ

ー
ト
ル
以

下
で

、
か

つ
、
同

一
敷

地
内
に
お

け
る

建
築
面

積
（

増
築
又
は

改
築

の
場

合
に
あ

っ
て

は
、
当
該

増
築

又
は
改

築
後

の
建
築
面

積
の

合
計

）
が
２

０
０

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下
の
も
の
 

⑵
 

当
該
建

築
物
の

増
築
部
分

の
同

一
敷

地
内
に

お
け
る
建

築
面

積
の

合
計

が
５

０
平

方
メ

ー
ト

ル
以
下
の
も

の
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鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す
る
も
の
 

 

⑴
 
高
さ
（
増
築
又
は
改

築
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築

又
は
改
築
後
の
高
さ
）
が
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
旗
ざ
お
並
び
に
架
空

電
線

路
用
並
び
に
電
気
事
業
法
第
２

条
第
１
項
第
１
０
号

に
規

定
す
る
電
気
事
業
者
及
び
同

項
第
１
２

号
に
規
定
す
る
卸
供
給
事
業
者
の
保
安
通
信
設
備
用
の
も
の
 

上
記
以
外
の
工
作
物
 

⑴
 
当
該
工
作
物
の
高
さ
（
増
築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
又
は
改

築
後

の
高
さ
）
が
１
０
メ
ー
ト
ル

以
下
で
、

か
つ
、
築
造
面
積

（
増

築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当

該
増
築
又
は
改
築

後
の

面
積
）
が
５
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の
 

⑵
 
鉄
道
及
び
軌
道
の
線
路
敷
地
内
の
運
転
保
安
に
関
す
る
も
の

１
２

 
工

作
物

の
外

観
を

変
更

す
る

こ
と

と
な

る
修

繕
若

し
く

は
模

様
替

え
又

は
色

彩
の

変
更
 

 

擁
壁
 

⑴
 

高
さ
が
３
メ
ー
ト
ル
以
下
又
は

長
さ
が
３
０
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
 

⑵
 
見
付
面
積
に
対
す
る

外
観

の
変
更
の
範
囲
が
当
該
見
付
面

積
の
２
分
の
１
以
内

で
、

か
つ
、
１
０
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下
の
も

の
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す
る
も
の
 

⑴
 
高
さ
が
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
旗
ざ
お
並
び
に
架
空

電
線

路
用
並
び
に
電
気
事
業
法
第

２
条

第
１
項
第
１
０
号

に
規

定
す
る
電
気
事
業
者
及
び
同

項
第
１
２

号
に
規
定
す
る
卸
供
給
事
業
者
の
保
安
通
信
設
備
用
の
も
の
 

上
記
以
外
の
工
作
物
 

 
⑴
 
当
該
工
作
物
の
高
さ

が
１

０
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、

築
造
面
積
が
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
当
該
工
作
物
の
見
付

面
積

に
対
す
る
外
観
の
変
更
の
範
囲

が
当
該
見
付
面
積
の

２
分

の
１
以
内
で
、
か
つ
、
１
０

平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑶
 
鉄
道
及
び
軌
道
の
線
路
敷
地
内
の
運
転
保
安
に
関
す
る
も
の

 

 

 
６
 

建
築
物

の
外
観
を

変
更
す
る

こ
と

と
な

る
修
繕
若
し

く
は
模
様

替
え

又
は
色
彩
の
変
更
 

⑴
 
当
該
建
築
物
の
高
さ

が
１

３
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、

同
一
敷
地
内
に
お
け

る
建

築
物
の
建
築
面
積
の
合
計
が

２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
当
該
建
築
物
の
見
付

面
積
に
対
す
る
外
観
の
変
更
の
範

囲
が

当
該
見
付
面
積
の

２
分

の
１
以
内
又
は
１
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も
の
 

７
 

工
作

物
の

新
設

、
増

築
、

改
築

又
は

移
転

 

擁
壁
 

高
さ
（
増
築
又
は
改
築
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又

は
改

築
後
の
高
さ
）
が
３
メ
ー

ト
ル
以
下
又
は
長
さ
（
増
築
又
は

改
築

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
増
築
又
は
改
築
後
の
長
さ
）
が

３
０

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す
る
も
の
 

⑴
 
高
さ
（
増
築
又
は
改

築
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築

又
は
改
築
後
の
高
さ
）
が
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
旗
ざ
お
並
び
に
架
空

電
線

路
用
並
び
に
電
気
事
業
法
第

２
条

第
１
項
第
１
０
号

に
規

定
す
る
電
気
事
業
者
及
び
同

項
第
１
２

号
に
規
定
す
る
卸
供
給
事
業
者
の
保
安
通
信
設
備
用
の
も
の
 

上
記
以
外
の
工
作
物
 

⑴
 
当
該
工
作
物
の
高
さ
（
増
築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
又
は
改

築
後

の
高
さ
）
が
１
０
メ
ー
ト
ル

以
下
で
、

か
つ
、
築
造
面
積

（
増

築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当

該
増
築
又
は
改
築

後
の

面
積
）
が
５
０
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下

の
も
の
 

⑵
 
鉄
道
及
び
軌
道
の
線
路
敷
地
内
の
運
転
保
安
に
関
す
る
も
の

８
 

工
作

物
の

外
観

を
変

更
す

る
こ

と
と

な
る

修
繕

若
し

く
は

模
様

替
え

又
は

色
彩

の
変

更
 

擁
壁
 

⑴
 

高
さ
が
３

メ
ー

ト
ル

以
下
又
は
長
さ
が
３
０
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
 

⑵
 
見
付
面
積
に
対
す
る

外
観

の
変
更
の
範
囲
が
当
該
見
付
面

積
の
２
分
の
１
以
内
又
は
１
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

柱
、

鉄
柱

、
木

柱
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す
る
も
の
 

⑴
 
高
さ
が
１
０
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
当
該
工
作
物
の
見
付

面
積

に
対
す
る
外
観
の
変
更
の
範
囲

が
当
該
見
付
面
積
の

２
分

の
１
以
内
又
は
１
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も
の
 

⑶
 
旗
ざ
お
並
び
に
架
空

電
線

路
用
並
び
に
電
気
事
業
法
第
２

条
第
１
項
第
１
０
号

に
規

定
す
る
電
気
事
業
者
及
び
同

項
第
１
２

号
に
規
定
す
る
卸
供
給
事
業
者
の
保
安
通
信
設
備
用
の
も
の
 

上
記
以
外
の
工
作
物
 

⑴
 
当
該
工
作
物
の
高
さ

が
１

０
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、

築
造
面
積
が
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
当
該
工
作
物
の
見
付

面
積
に
対
す
る
外
観
の
変
更
の
範

囲
が

当
該
見
付
面
積
の

２
分

の
１
以
内
又
は
１
０
平
方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も
の
 

⑶
 
鉄
道
及
び
軌
道
の
線
路
敷
地
内
の
運
転
保
安
に
関
す
る
も
の

景
観

形
成

地
区

（
自

然
景

観
形

成
地
区
）
 

９
 

建
築
物

の
新
築
、

増
築
、
改

築
又

は
移
転
 

⑴
 
当
該
建
築
物
の
高
さ
（
増
築
又
は
改
築
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
増
築
又
は
改

築
後

の
高
さ
）
が
１
３
メ
ー
ト
ル

以
下
で
、

か
つ
、
同
一
敷
地

内
に

お
け
る
建
築
面
積
（
増
築
又

は
改
築
の

場
合
に
あ
っ
て
は

、
当

該
増
築
又
は
改
築
後
の
建
築

面
積
の
合

計
）
が
２
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
当
該
建
築
物
の
増
築

部
分

の
同
一
敷
地
内
に
お
け
る
床

面
積

の
合
計
が
１
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

１
０

 
建
築

物
の
外

観
を
変
更
す

る
こ

と
と

な
る
修
繕
若

し
く
は
模

様
替

え
又
は
色
彩
の
変
更
 

⑴
 
当
該
建
築
物
の
高
さ

が
１

３
メ
ー
ト
ル
以
下
で
、
か
つ
、

同
一
敷
地
内
に
お
け

る
建

築
物
の
建
築
面
積
の
合
計
が

２
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
 

⑵
 
当
該
建
築
物
の
見
付

面
積

に
対
す
る
外
観
の
変
更
の
範
囲

が
当
該
見
付
面
積
の

２
分

の
１
以
内
又
は
１
０
平
方
メ

ー
ト
ル
以

下
の
も
の
 

 
１
１

 
工
作
 

物
の
新
設
、

増
築

、
改

築
又

は
移

転
 

擁
壁
 

 
高
さ
（
増
築
又
は
改
築
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
増
築
又

は
改

築
後
の
高
さ
）
が
３
メ
ー

ト
ル
以
下
又
は
長
さ
（
増
築
又
は

改
築

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
増
築
又
は
改
築
後
の
長
さ
）
が

３
０

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
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別
記
第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 

亀
岡
市
景
観
事
前
協
議
書
 

   
（
宛
先
）
亀
岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
 
所
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

  

亀
岡
市
景
観
条
例
第
１
０
条
及
び
亀
岡
市
景
観
条
例
施
行
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
、
関
係
図
書
を
添

え
て
別
紙
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

別
紙
 行

為
者
 

（
建

築
主

）
 

（
住

所
）
 

（
氏

名
）
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
（

電
話

番
号
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

代
理

者
 

（
住

所
）
 

（
氏

名
）
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
（

電
話

番
号
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

行
為

の
場

所
 

亀
岡

市
 

用
途

地
域
 

 
□

防
火
地
域
 
□
準
防
火

地
域

 
□

指
定
な
し
 

景
観

計
画
 

区
域

の
区

分
 

□
都

市
景
観
形
成
地
区
 

 
 

 
□
湯
の
花
温
泉

景
観

形
成

地
区
 

□
自

然
景
観
形
成
地
区
 

 
 

 
□
景
観
計
画
区

域
（

一
般

地
区
）
 

行
為

の
期

間
 

（
着

手
予
定
日
）
 
 
 

年
 

 
月
 
 
日
～
（

完
了

予
定

日
）
 
 
 

年
 

 
月

 
 
日

行 為 の 概 要 

１
 

建
築

物
の

建
築
・
工
作
物
の

築
造
 

区
分
 

□
新

築
 
□
増
築
 
□
改

築
 

□
移
転
 
 
 
□

外
観

の
２

分
の
１
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を
超

え
る

変
更
 

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変
更
 

主
要

用
途
 

（
構
造
：
 
 
 
一

部
 

 
 

階
数
：
 
 

 
）

高
高

さ
 

届
出

部
分
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

敷
地

面
積
 

 
㎡
 

 
 

築
造

面
積
 

届
出

部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

延
床

面
積
 

届
出

部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

外
観

変
更

面
積
 

（
見

付
面

積
）
 

届
出

部
分
 

㎡
 
外

観
変

更
に

係
る

面
の
見
付

面
積
 

㎡
 
外
観

変
更

の
割

合
 

％

２
 

建
築

物
に

附
属
す
る
工
作
物

等
 

門 ・ 柵 ・ 堀 ・ 生 垣 等 

区
分
 
□
新

設
 
□
増
築
 
□
改

築
 

□
移
転
 
 
 
□

外
観

の
２

分
の
１
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を
超

え
る

変
更
  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変
更
 

用
途
 
□
門

 
□
柵
 
□
堀
 
□

生
垣

 
□
そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

高
高

さ
 
届
出

部
分
 
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届
出

部
分
 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

外
観
変
更

面
積
 

（
見
付
面

積
）
 
届
出

部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

に
係
る
面
 

㎡
 
外
観

変
更

の
割

合
 

％

擁 壁 等 

区
分
 
□
新

設
 
□
増
築
 
□
改

築
 

□
移
転
 
 
 
□

外
観

の
２

分
の
１
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を
超

え
る

変
更
  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変
更
 

用
途
 
□
擁

壁
 
□
石
積
み
 
□

そ
の

他
（
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

高
高

さ
 
届
出

部
分
 
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届
出

部
分
 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

延
長
 
届
出

部
分
 
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
合
計
 

ｍ

外
観
変
更

面
積

（
見
付
面

積
）
 
届
出

部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

の
割

合
 

％
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行 為 の 概 要 

駐 車 場 

区
分
 
□

新
設
 
 
 
 
□
増
設

 
 

 
 
□
外
観

の
２

分
の

１
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
を
超

え
る

変
更
 

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変

更
 

用
途
 
□

平
面
駐
車
場
 
□
立
体

駐
車

場
（
機
械
式

を
含

む
）

 
 

□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）

屋
根
 

（
カ
ー

ポ
ー
ト

を
含

む
）

 
□

有
り
 
 
 
 
 

□
無

し
 

高
高

さ
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

面
積
 
届

出
部
分
 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合

計
 

㎡

外
観

変
更

面
積

（
見

付
面

積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

に
係

る
面

の
見

付
面
積
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割

合
 

％

駐 輪 場 

区
分
 
□

新
設
 
 
 
 
□
増
設

 
 

 
 
□
外
観

の
２

分
の

１
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
を
超

え
る

変
更

  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変

更
 

用
途
 
□

平
面
駐
輪
場
 
□
機
械

式
（

立
体
）
駐
輪

場
（

サ
イ

ク
ル

ラ
ッ
ク

を
含

む
）

 
 

□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー

ポ
ー
ト

を
含

む
）

 
□

有
り
 
 
 
 
 

□
無

し
 

高
高

さ
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合

計
 

㎡

外
観

変
更

面
積

（
見

付
面

積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

に
係

る
面
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割

合
 

％

３
 
建
築
物
に
附
属

す
る

建
築

設
備
等
 

建 築 設 備 全 般 

区
分
 
□

新
設
 
□
増
設
 

□
移

設
 

 
 
□
外
観

の
２

分
の

１
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
を
超

え
る

変
更

  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変

更
 

用
途
 
□

室
外
機
等
 
□
ソ

ー
ラ

ー
パ

ネ
ル
等
 
□

受
水

槽
 

□
煙

突
 
□

避
雷

針
 

□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー

ポ
ー
ト

を
含

む
）

 
□

有
り
 
 
 
 
 

□
無

し
 

外
観

変
更

面
積

（
見

付
面

積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割

合
 

％

４
 
自
動
販
売
機
（

道
路

か
ら

見
渡
せ

る
部

分
に

設
置

す
る

も
の
に

限
る

）
 

屋
外

設
置
 

□
有
り
 
 
 
 
□
無
し
 

※
事

務
処

理
欄
 

 

備
考

 
１

 
該

当
す

る
□
を
チ
ェ

ッ
ク

し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

※
印

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

３
 

外
観

変
更

面
積

は
、
外
観

の
２
分

の
１

を
超

え
る

変
更
（

修
繕

、
模
様
替
又
は
色
彩

変
更
）
の
場

合
の

み
記

入
し
て

く
だ

さ
い
。
 

４
 

こ
の

内
容

を
確

認
す

る
た

め
、
後
日

職
員
が
現
場
確
認

を
行
う

と
と

も
に
、
そ
の
際

に
写
真
を
撮

影
す

る
こ

と
が
あ

り
ま

す
。
 

第
２
号
様
式
（

第
５
条

関
係
）

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

 

亀
岡
市

景
観

計
画
区

域
内
に
お
け

る
行
為

届
出
書
 

   
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
住
 

 
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
氏
 

 
名

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
電
話

番
号
 

   
景
観
法
第
１

６
条
第

１
項
の

規
定

に
よ
り

、
関
係

図
書
を

添
え

て
別

紙
の
と

お
り
届
け
出

ま
す
。
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別
紙
 行

為
者
 

（
建

築
主

）
 

（
住

所
）
 

（
氏

名
）
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
（

電
話

番
号
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

代
理

者
 

（
住

所
）
 

（
氏

名
）
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
（

電
話

番
号
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

行
為

の
場

所
 

亀
岡

市
 

用
途

地
域
 

 
□

防
火
地
域
 
□
準
防
火

地
域

 
□

指
定
な
し
 

景
観

計
画
 

区
域

の
区

分
 

□
都

市
景
観
形
成
地
区
 

 
 

 
□
湯
の
花
温
泉

景
観

形
成

地
区
 

□
自

然
景
観
形
成
地
区
 

 
 

 
□
景
観
計
画
区

域
（

一
般

地
区
）
 

行
為

の
期

間
 

（
着

手
予
定
日
）
 
 
 

年
 

 
月
 
 
日
～
（

完
了

予
定

日
）
 
 
 

年
 

 
月

 
 
日

行 為 の 概 要 

１
 

建
築

物
の

建
築
・
工
作
物
の

築
造
 

区
分
 

□
新

築
 
□
増
築
 
□
改

築
 

□
移
転
 
 
 
□

外
観

の
２

分
の
１
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を
超

え
る

変
更
 

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変
更
 

主
要

用
途
 

（
構
造
：
 
 
 
一

部
 

 
 

階
数
：
 
 

 
）

高
高

さ
 

届
出

部
分
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

敷
地

面
積
 

 
㎡
 

 
 

築
造

面
積
 

届
出

部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

延
床

面
積
 

届
出

部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

外
観

変
更

面
積
 

（
見

付
面

積
）
 

届
出

部
分
 

㎡
 
外

観
変

更
に

係
る

面
の
見
付

面
積
 

㎡
 
外
観

変
更

の
割

合
 

％

２
 

建
築

物
に

附
属
す
る
工
作
物

等
 

門 ・ 柵 ・ 堀 ・ 生 垣 等 

区
分
 
□
新

設
 
□
増
築
 
□
改

築
 

□
移
転
 
 
 
□

外
観

の
２

分
の
１
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を
超

え
る

変
更
  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変
更
 

用
途
 
□
門

 
□
柵
 
□
堀
 
□

生
垣

 
□
そ
の
他
（
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

高
高

さ
 
届
出

部
分
 
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届
出

部
分
 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

外
観
変
更

面
積
 

（
見
付
面

積
）
 
届
出

部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

に
係
る
面
 

㎡
 
外
観

変
更

の
割

合
 

％

擁 壁 等 

区
分
 
□
新

設
 
□
増
築
 
□
改

築
 

□
移
転
 
 
 
□

外
観

の
２

分
の
１
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

を
超

え
る

変
更
  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変
更
 

用
途
 
□
擁

壁
 
□
石
積
み
 
□

そ
の

他
（
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
）

高
高

さ
 
届
出

部
分
 
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届
出

部
分
 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

延
長
 
届
出

部
分
 
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
合
計
 

ｍ

外
観
変
更

面
積

（
見
付
面

積
）
 
届
出

部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

の
割

合
 

％

 

行 為 の 概 要 

駐 車 場 

区
分
 
□

新
設
 
 
 
 
□
増
設

 
 

 
 
□
外
観

の
２

分
の

１
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
を
超

え
る

変
更
 

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変

更
 

用
途
 
□

平
面
駐
車
場
 
□
立
体

駐
車

場
（
機
械
式

を
含

む
）

 
 

□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー

ポ
ー
ト

を
含

む
）

 
□

有
り
 
 
 
 
 

□
無

し
 

高
高

さ
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

面
積
 
届

出
部
分
 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合

計
 

㎡

外
観

変
更

面
積

（
見

付
面

積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

に
係

る
面

の
見

付
面
積
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割

合
 

％

駐 輪 場 

区
分
 
□

新
設
 
 
 
 
□
増
設

 
 

 
 
□
外
観

の
２

分
の

１
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
を
超

え
る

変
更

  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変

更
 

用
途
 
□

平
面
駐
輪
場
 
□
機
械

式
（

立
体
）
駐
輪

場
（

サ
イ

ク
ル

ラ
ッ
ク

を
含

む
）

 
 

□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー

ポ
ー
ト

を
含

む
）

 
□

有
り
 
 
 
 
 

□
無

し
 

高
高

さ
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合

計
 

㎡

外
観

変
更

面
積

（
見

付
面

積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
外
観

変
更

に
係

る
面
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割

合
 

％

３
 
建
築
物
に
附
属

す
る

建
築

設
備
等
 

建 築 設 備 全 般 

区
分
 
□

新
設
 
□
増
設
 

□
移

設
 

 
 
□
外
観

の
２

分
の

１
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
を
超

え
る

変
更

  

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変

更
 

用
途
 
□

室
外
機
等
 
□
ソ

ー
ラ

ー
パ

ネ
ル
等
 
□

受
水

槽
 

□
煙

突
 
□

避
雷

針
 

□
そ
の
他
（
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー

ポ
ー
ト

を
含

む
）

 
□

有
り
 
 
 
 
 

□
無

し
 

外
観

変
更

面
積

（
見

付
面

積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割

合
 

％

４
 
自
動
販
売
機
（

道
路

か
ら

見
渡
せ

る
部

分
に

設
置

す
る

も
の
に

限
る

）
 

屋
外

設
置
 

□
有
り
 
 
 
 
□
無
し
 

※
事

務
処

理
欄
 

 

備
考

 
１

 
該

当
す

る
□
を
チ
ェ

ッ
ク

し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 

※
印

欄
は

、
記

入
し

な
い

で
く
だ

さ
い

。
 

３
 

外
観

変
更

面
積

は
、
外
観

の
２
分

の
１

を
超

え
る

変
更
（

修
繕

、
模
様
替
又
は
色
彩

変
更
）
の
場

合
の

み
記

入
し
て

く
だ

さ
い
。
 

４
 

こ
の

内
容

を
確

認
す

る
た

め
、
後
日

職
員
が
現
場
確
認

を
行
う

と
と

も
に
、
そ
の
際

に
写
真
を
撮

影
す

る
こ

と
が
あ

り
ま

す
。
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第
３
号

様
式
（

第
５
条

関
係
）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡
市

景
観
計

画
区
域

内
に
お
け

る
行
為
変

更
届
出

書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  
景
観

法
第
１

６
条
第

２
項
の
規

定
に
よ
り

、
関
係

図
書
を
添

え
て
次

の
と
お
り

届
け
出
ま

す
。
 

行
為

の
場

所
 
亀
岡

市
 

景
観

計
画
 

区
域

の
区

分
 

□
都

市
景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
湯

の
花
温
泉

景
観
形
成

地
区
 

□
自

然
景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
景

観
計
画
区

域
（
一
般

地
区
）

 

適
合

通
知

書
の
 

日
付

及
び

番
号
 
 
 

 
 
 
 

 
年
 

 
 
月
 

 
 
日

 
 
 
 

 
 
第
 

 
 
 

 
号
 

変
更

部
分

に
係

る
 

行
為

の
着

手
予

定
日
 
 
 

 
 
 
 

 
年
 

 
 
月
 

 
 
日
 

変
更

部
分

に
係

る
 

行
為

の
完

了
予

定
日
 
 
 

 
 
 
 

 
年
 

 
 
月
 

 
 
日
 

変 更 事 項 

変
更
前
 

 

変
更
後
 

 

変
更

理
由

 

 

※
事

務
処

理
欄
 

 

備
考
 

１
 
※

印
欄
は

、
記
入
し

な
い
で
く

だ
さ
い

。
 

 
 
 

２
 
こ

の
届
出

書
に
は
、

変
更
に
係

る
図
書

を
添
付
し

て
く
だ

さ
い
。
 

第
４
号
様
式
（
第
６

条
関
係
）
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
年
 
 
月

 
 
日
 

亀
岡

市
景
観
計
画
区

域
内
に
お

け
る
行
為
（

変
更
）
通
知
書

 

（
宛
先
）

亀
岡
市
長
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
国

の
機

関
又

は
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

地
方

公
共

団
体

の
名

称
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

代
 
 
表

 
 
者
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
㊞
 

  
景
観
法

第
１
６
条
第
５

項
の
規

定
に

よ
り
、
関

係
図
書
を
添

え
て
次
の

と
お
り
通
知
し

ま
す
。
 

事
業

者
 

（
住

所
）
 

（
氏

名
）

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
電
話

番
号

 
 
 
 

 
 
 

 
 

）

設
計

者
 

（
住

所
）
 

（
氏

名
）

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
電
話

番
号

 
 
 
 

 
 
 

 
 

）

施
工

者
 

（
住

所
）
 

（
氏

名
）

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
電
話

番
号

 
 
 
 

 
 
 

 
 

）

行
為

の
場

所
 

亀
岡

市
 

用
途

地
域
 

 
□
防

火
地
域
 
□
準

防
火
地
域

 
□
指

定
な
し
 

景
観

計
画
 

区
域

の
区

分
 

□
都

市
景

観
形
成
地

区
 
 
 
 

□
湯
の
花

温
泉
景
観
形
成

地
区
 

□
自

然
景

観
形
成
地

区
 
 
 
 

□
景
観
計

画
区
域
（
一
般

地
区
）
 

行
為

の
期

間
 

（
着

手
予

定
日
）
 

 
 
 
年
 

 
月
 
 

日
～
（
完
了
予

定
日
）

 
 

 
 
年
 

 
月
 

 
日
 

 

行 為 の 概 要 

１
 
建
築

物
の
建
築

・
工

作
物
の

築
造
 

区
分
 

□
新
築
 

□
増
築
 

□
改

築
 
□

移
転
 
 
□
外

観
の
２
分

の
１
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
を

超
え
る
変

更
 

□
修

繕
 

□
模

様
替
 

□
色

彩
変
更
 

主
要

用
途
 

（
構
造
：

 
 
 
一
部
 

 
 
階

数
：
 
 
 
）

高
高

さ
 

届
出
部
分

 
 

ｍ
 
既
存

部
分
 

ｍ
 
 

敷
地

面
積
 

 
㎡
 

 
 

築
造

面
積
 

届
出
部
分

 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡

延
床

面
積
 

届
出
部
分

 
 

㎡
 
既
存

部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡
外

観
変

更
面

積
 

（
見
付
面

積
）
 

届
出
部
分
 

㎡
 

外
観

変
更

に
係

る
面

の
見

付
面

積
 ㎡
 
外
観

変
更
の
割

合
 

％

２
 
建
築

物
に
附
属

す
る

工
作
物

等
 

門 ・ 柵 ・ 堀 ・ 生 垣 等 

区
分
 
□

新
設

 
□

増
築

 
□

改
築

 
□

移
転

 
 

 
□

外
観

の
２

分
の

１
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
超

え
る

変
更

  

□
修
繕

 
□

模
様

替
 

□
色
彩

変
更

 

用
途
 
□

門
 

□
柵

 
□

堀
 

□
生

垣
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

高
高

さ
 
届

出
部
分

 
 

ｍ
 
既

存
部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届

出
部
分

 
 

㎡
 
既

存
部
分
 

㎡
 
合
計
 

㎡
外

観
変
更

面
積

（
見
付
面

積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
外

観
変
更

に
係
る
面
 

㎡
 
外
観

変
更
の
割
合
 

％
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行 為 の 概 要 

擁 壁 等 

区
分
 
□

新
設
 

□
増
築
 

□
改
築
 

□
移
転
 
 
 
□
外
観
の
２
分

の
１
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
を
超
え
る
変

更
  

□
修
繕

□
模
様
替
 

□
色
彩
変

更
 

用
途
 
□

擁
壁
 

□
石
積
み

 
□
そ
の

他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

高
高

さ
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既

存
部
分
 

ｍ
 
 

築
造

面
積
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既

存
部
分
 

㎡
 
合

計
 

㎡

延
長
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既

存
部
分
 

ｍ
 
合

計
 

ｍ

外
観

変
更
面
積

（
見

付
面
積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既

存
部
分
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割
合

％

駐 車 場 

区
分
 
□

新
設
 

□
増
築
 

□
改
築
 

□
移
転
 
 
 
□
外
観
の
２
分

の
１
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
を
超
え
る
変

更
 

□
修
繕

□
模
様
替
 

□
色
彩
変

更
 

用
途
 
□

平
面
駐

車
場
 
□

立
体
駐
車

場
（
機
械
式
を
含

む
）
 

□
そ
の
他

（
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー
ポ

ー
ト
を
含

む
）
 
□

有
り
 

 
 
 
 

□
無
し
 

高
高

さ
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既

存
部
分
 

ｍ
 
 

面
積
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既

存
部
分
 

㎡
 
合

計
 

㎡
外
観

変
更
面
積

（
見

付
面
積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 

外
観
変

更
に
係

る
面

の
見

付
面

積
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割
合

％

駐 輪 場 

区
分
 
□

新
設
 

□
増
築
 

□
改
築
 

□
移
転
 
 
 
□
外
観
の
２
分

の
１
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
を
超
え
る
変

更
 

□
修
繕

□
模
様
替
 

□
色
彩
変

更
 

用
途
 
□

平
面
駐

車
場
 
□

立
体
駐
車

場
（
機
械
式
を
含

む
）
 

□
そ
の
他

（
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー
ポ

ー
ト
を
含

む
）
 
□

有
り
 

 
 
 
 

□
無
し
 

高
高

さ
 
届

出
部
分
 

ｍ
 
既

存
部
分
 

ｍ
 
 

面
積
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既

存
部
分
 

㎡
 
合

計
 

㎡
外
観

変
更
面
積

（
見

付
面
積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 

外
観
変

更
に
係

る
面

の
見

付
面

積
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割
合

％

３
 
建
築
物
に
附
属
す
る
建
築
設
備
等
 

建 築 設 備 全 般 

区
分
 
□

新
設
 

□
増
設
 

□
移
設
 

 
 
□
外
観
の
２
分
の
１
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
を
超
え
る
変
更
  

□
修
繕

□
模
様
替
 

□
色
彩
変

更
 

用
途
 
□

室
外
機

等
 
□
ソ

ー
ラ
ー
パ

ネ
ル
等
 
□
受
水
槽
 
□
煙
突

 
□
避
雷
針

□
そ
の
他

（
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

屋
根
 

（
カ
ー
ポ

ー
ト
を
含

む
）
 
□

有
り
 

 
 
 
 

□
無
し
 

外
観

変
更
面
積

（
見

付
面
積
）
 
届

出
部
分
 

㎡
 
既

存
部
分
 

㎡
 
外

観
変
更

の
割
合

％

４
 
自
動
販
売
機
（
道
路
か
ら
見
渡
せ

る
部
分
に
設
置
す
る
も
の
に

限
る
）
 

屋
外

設
置
 

□
有
り
 

 
 
 
□

無
し
 

※
事

務
処

理
欄

 

 

備
考
 
１

 
該
当
す

る
□
を
チ

ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
※
印
欄
は
、
記
入
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。
 

３
 
外
観
変
更
面
積
は
、
外
観
の

２
分
の
１

を
超
え
る

変
更
（
修
繕
、
模
様

替
又
は
色
彩

変
更
）
の
場
合
の
み
記
入

し
て
く
だ

さ
い
。
 

４
 
こ
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
、
後
日
職
員

が
現
場
確

認
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
際

に
写
真
を
撮
影
す
る
こ
と

が
あ
り
ま

す
。

 

第
５
号

様
式
（

第
７
条

関
係
）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡

市
景
観

計
画
区
域

内
に
お
け

る
行
為

制
限
の

適
合
通
知

書
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
□印

 

   
 
 

 
 

 
年
 

 
月
 
 
日
付

け
で
届

出
の

あ
っ
た
行

為
に

つ
い
て

は
、
亀

岡
市
景

観
計

画
に
定

め
ら

れ
た
当

該
行
為

に
つ
い

て
の
制
限

に
適
合
す

る
と
認

め
ま
し
た

の
で
通

知
し
ま
す

。
 

届
出

者
 
 

行
為

の
場

所
 
亀
岡
市
 

景
観

計
画
 

区
域

の
区

分
 

□
都
市

景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
湯
の

花
温
泉

景
観
形
成

地
区
 

□
自
然

景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
景
観

計
画
区

域
（
一
般

地
区
）

 

行
為

の
種

別
 

 

適
合

年
月

日
 

及
び

番
号
 
 
 
 

 
 
 

 
 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号
 

参
考

意
見
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第
６
号

様
式
（

第
９
条

関
係
）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡
市

景
観
計

画
区
域

内
に
お
け

る
行
為
中

止
届
出

書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

   
亀
岡

市
景

観
条
例

第
１
２
条
及
び

亀
岡
市

景
観

条
例
施
行

規
則

第
９
条

の
規

定
に
よ
り

、
次

の
と
お

り
届

け
出
ま

す
。
 

行
為

の
場

所
 
亀
岡
市
 

景
観

計
画
 

区
域

の
区

分
 

□
都
市

景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
湯
の

花
温
泉

景
観
形
成

地
区
 

□
自
然

景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
景
観

計
画
区

域
（
一
般

地
区
）

 

適
合

通
知

書
の
 

日
付

及
び

番
号
 
 
 
 

 
 
 

 
 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号
 

行
為

の
種

類
 

□
建
築

物
の

新
築
、

増
築
、

改
築

若
し

く
は
移

転
、
外

観
を

変
更

す
る
こ

と
と
な

る
修
繕

若
し
く

は
模
様

替
え
又
は

色
彩
の
変

更
 

 □
工
作

物
の

新
設
、

増
築
、

改
築

若
し

く
は
移

転
、
外

観
を

変
更

す
る
こ

と
と
な

る
修
繕

若
し
く

は
模
様

替
え
又
は

色
彩
の
変

更
 

 □
そ
の

他
（
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

）

中
止

理
由
 
 

第
７
号

様
式
（

第
１
０

条
関
係
）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡
市

景
観
計

画
区
域

内
に
お
け

る
行
為
完

了
届
出

書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

   
亀
岡

市
景

観
条
例

第
１
３
条
及
び

亀
岡
市

景
観

条
例
施
行

規
則

第
１
０

条
の

規
定
に
よ

り
、

関
係
図

書
を

添
え
て

次
の
と

お
り
届

け
出
ま
す

。
 

行
為

の
場

所
 
亀
岡
市
 

景
観

計
画
 

区
域

の
区

分
 

□
都
市

景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
湯
の

花
温
泉

景
観
形
成

地
区
 

□
自
然

景
観
形

成
地
区

 
 
 
 

 
□
景
観

計
画
区

域
（
一
般

地
区
）

 

適
合

通
知

書
の
 

日
付

及
び

番
号
 
 
 
 

 
 
 

 
 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号
 

行
為

の
種

類
 

□
建
築

物
の

新
築
、

増
築
、

改
築

若
し

く
は
移

転
、
外

観
を

変
更

す
る
こ

と
と
な

る
修
繕

若
し
く

は
模
様

替
え
又
は

色
彩
の
変

更
 

 □
工
作

物
の

新
設
、

増
築
、

改
築

若
し

く
は
移

転
、
外

観
を

変
更

す
る
こ

と
と
な

る
修
繕

若
し
く

は
模
様

替
え
又
は

色
彩
の
変

更
 

 □
そ
の

他
（
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

）

備
考
 

１
 
該

当
す
る

□
を
チ
ェ

ッ
ク
し
て

く
だ
さ

い
。
 

２
 
こ

の
届
出

書
に
は
、
次
の
図
書

を
添
付

し
て
く

だ
さ
い
。
 

⑴
 

建
築
物

又
は

工
作
物

の
敷
地

の
位
置

及
び
当

該
敷

地
の
周

辺
の
状

況
を
表

示
す

る
図
面
で

縮

尺
２

，
５
０

０
分
の

１
以
上
の

も
の
 

⑵
 

当
該
敷

地
内

に
お
け

る
建
築

物
又
は

工
作
物

の
位

置
を
表

示
す
る

図
面
で

縮
尺

１
０
０
分

の

１
以

上
の
も

の
 

⑶
 

２
方

向
以

上
か

ら
撮

影
し

た
当

該
届

出
に

係
る

行
為

が
完

了
し

た
後

の
状

況
を

示
す

写
真

（
色

彩
を
識

別
す
る

こ
と
の
で

き
る
も
の

に
限
る

。）
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第
８
号

様
式
（

第
１
１

条
関
係
）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

勧
 

 
告
 
 

書
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
□印

 

   
 
 

 
 

 
年
 

 
月
 
 
日
付

け
で
届

出
の

あ
っ
た
行

為
に

つ
い
て

は
、
亀

岡
市
景

観
計

画
に
定

め
ら

れ
た
当

該
行

為
に
つ

い
て
の
制
限
に

適
合
し

な
い

と
認
め
た
の
で

、
景
観

法
第

１
６
条
第

３
項

の
規
定

に
よ

り
、
次

の
と
お

り
必
要

な
措
置
を

と
る
よ
う

勧
告
し

ま
す
。
 

 
な
お

、
こ
の

勧
告
に

従
わ
な
い

と
き
は
、

そ
の
旨

を
公
表
す

る
こ
と

が
あ
り
ま

す
。
 

届
出

者
 
 

行
為

の
場

所
 
亀
岡
市
 

行
為

の
種

類
 
 

届
出

日
及

び
 

受
付

番
号
 
 
 
 

 
 
 

 
 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号
 

勧
告

事
項
 

 

第
９
号

様
式
（

第
１
３

条
関
係
）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡
市

景
観
重

要
建
造
物
指
定
提
案

書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

   
景
観

法
第

２
０
条

第
１
項
又
は
第

２
項
の

規
定

に
よ
り
、
関
係

図
書
を

添
え

て
次
の
と

お
り

提
案
を

し
ま

す
。
 

建
造

物
の

名
称
 
 

建
造

物
の

所
在

地
 
亀
岡

市
 

建
造
物
の
提

案
理
由
 

 

備
考
 

 
こ
の

提
案
書

に
は
、
省

令
第
７
条

第
１
項

の
規
定
に

よ
り
、

次
の
図
書

を
添
付
し

て
く
だ

さ
い
。

⑴
 

提
案
す

る
建
造
物

の
敷
地
及

び
位
置

並
び
に

当
該
敷
地

の
周
辺
の

状
況
を

示
す
図
面

 

（
２

，
５
０

０
分
の

１
以
上
）

 

⑵
 

道
路
そ

の
他
の
公

共
の
場
所

か
ら
撮

影
し
た

建
造
物
の

写
真
 

⑶
 

提
案
者

以
外

に
所
有

者
又
は

占
有
者

若
し
く

は
管

理
者
が

い
る
と

き
は
、

所
有

者
等
全
員

の

同
意

書
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第８４３号平成２７年４月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
０

号
様
式

（
第
１

４
条
関
係

）
 

  

亀
岡

市
景
観
重

要
建
造

物
 

    
 
指

定
番

号
 

 
 
亀

岡
市
景

観
重
要
建

造
物
第
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
号
 

   
 
指

定
年

月
日

 
 
 
 

 
 
 

 
年
 
 

月
 
 
日
 

   
 
景

観
重
要
建
造
物
の
 

 
 
名

 
 
 
 
 
 
称
 

 備
考
 

大
き
さ

は
、
縦

２
５
セ
ン

チ
メ
ー
ト

ル
以
上

・
横
４
５

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

以
上
と
す

る
。
 

第
１
１

号
様
式

（
第
１

５
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

亀
岡

市
景
観

重
要
建

造
物
現
状

変
更
許
可

申
請
書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  
景
観

法
第
２

２
条
第

１
項
の
規

定
に
よ
り

、
関
係

図
書
を
添

え
て
次

の
と
お
り

申
請
し
ま

す
。
 

指
定

年
月

日
 

及
び

指
定

番
号
 
 
 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 
日

 
亀
岡
市

景
観
重

要
建
造
物

第
 
 

 
 
 
号
 

景
観

重
要

建
造

物
 

の
名

称
 
 

景
観

重
要

建
造

物
 

の
所

在
地
 
亀
岡
市
 

景
観

重
要

建
造

物
 

の
所

有
者
 

（
住
 

所
）
 

（
氏
 

名
）
 

（
連
絡

先
）
 

行
為

の
種

類
 
□
増
築

 
□
改

築
 
□

移
転
 
□

部
分
撤
去

 
□
修

繕
 
□
模

様
替
え

  
□
色
彩

の
変
更

 
□
そ

の
他
（
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

）

行
為

の
箇

所
 
 

設
計

又
は
 

施
行

の
方

法
 
 

行
為

の
期

間
 
（
着
手

予
定
日

）
 
 

年
 
 月

 
 
日
～
（

完
了
予

定
日
）
 

 
年
 

 月
 
 日

 

設
計

者
 

（
住
 

所
）
 

（
氏
 

名
）
 

（
連
絡

先
）
 

施
工

者
 

（
住
 

所
）
 

（
氏
 

名
）
 

（
連
絡

先
）
 

現
状

変
更

の
理

由
 
 

備
考
 

１
 
該

当
す
る

□
を
チ
ェ

ッ
ク
し
て

く
だ
さ

い
。
 

２
 
こ

の
申
請

書
に
は
、
省
令

第
９
条
第
１
項
の

規
定
に
よ

り
、
次
の

図
書
を

添
付
し
て

く
だ
さ
い

。

⑴
 

現
状
変

更
の
設
計

仕
様
書
及

び
設
計

図
 

⑵
 

当
該
建

造
物
の
敷

地
及
び
位

置
並
び

に
当
該

敷
地
周
辺

の
状
況
を

示
す
図

面
 

 
（

縮
尺
２

，
５
０
０

分
の
１
以

上
）
 

⑶
 

当
該
建

造
物
及
び

現
状
変
更

を
し
よ

う
と
す

る
箇
所
の

写
真
 

⑷
 

許
可
申

請
者
が
所

有
者
以
外

の
者
で

あ
る
と

き
は
、
所

有
者
の
意

見
書
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第８４３号平成２７年４月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
２

号
様
式

（
第
１

６
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡
市
景
観
重
要
樹

木
指
定
提

案
書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  
景
観

法
第

２
９
条

第
１
項
又
は
第

２
項
の

規
定

に
よ
り
、
関
係

図
書
を

添
え

て
次
の
と

お
り

提
案
を

し
ま

す
。
 

樹
木

の
樹

種
 

 

樹
木

の
所

在
地
 
亀
岡
市
 

樹
木

の
提

案
理

由
 

 

備
考
 

 
こ
の

提
案
書

に
は
、
省
令
第

１
２
条

第
１
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の

図
書
を
添

付
し
て
く
だ
さ
い

。

⑴
 

提
案
す

る
樹
木
の

位
置
及
び

周
辺
の

状
況
を

示
す
図
面

（
２
，
５

０
０
分

の
１
以
上

）
 

⑵
 

道
路
そ

の
他
の
公

共
の
場
所

か
ら
撮

影
し
た

樹
木
の
写

真
 

⑶
 

提
案
者

以
外

に
所
有

者
又
は

占
有
者

若
し
く

は
管

理
者
が

い
る
と

き
は
、

所
有

者
等
全
員

の

同
意

書
 

第
１
３

号
様
式

（
第
１

７
条
関
係

）
 

  

亀
岡
市

景
観
重
要
樹
木
 

    
 
指

定
番

号
 

 
 
亀

岡
市
景

観
重
要
樹

木
第
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
号
 

   
 
指

定
年

月
日

 
 
 
 

 
 
 

 
年
 
 

月
 
 
日
 

   
 
景

観
重

要
樹

木
の
 

 
 
名

 
 
 
 
 
 
称
 

 備
考
 

大
き
さ

は
、
縦

２
５
セ
ン

チ
メ
ー
ト

ル
以
上

・
横
４
５

セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル

以
上
と
す

る
。
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第８４３号平成２７年４月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
４

号
様
式

（
第
１

８
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡

市
景
観
重

要
樹
木

現
状
変
更

許
可
申

請
書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  
景
観

法
第
３

１
条
第

１
項
の
規

定
に
よ
り

、
関
係

図
書
を
添

え
て
次

の
と
お
り

申
請
し
ま

す
。
 

指
定

年
月

日
 

及
び

指
定

番
号
 
 
 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 
日

 
亀
岡
市

景
観
重

要
樹
木
第

 
 
 

 
 
 
号
 

景
観

重
要

樹
木
 

の
名

称
 
 

景
観

重
要

樹
木
 

の
所

在
地
 
亀
岡
市
 

景
観

重
要

樹
木
 

の
所

有
者
 

（
住
 

所
）
 

（
氏
 

名
）
 

（
連
絡

先
）
 

行
為

の
種

類
 
□
伐
採

 
□
移

植
 
□

そ
の
他
（

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

）

行
為

の
箇

所
 
 

施
行

の
方

法
 
 

行
為

の
期

間
 
（
着
手

予
定
日

）
 
 

年
 
 月

 
 
日
～
（

完
了
予

定
日
）
 

 
年
 

 月
 
 日

 

施
工

者
 

（
住
 

所
）
 

（
氏
 

名
）
 

（
連
絡

先
）
 

現
状

変
更

の
理

由
 
 

備
考
 

１
 
該

当
す
る

□
を
チ
ェ

ッ
ク
し
て

く
だ
さ

い
。
 

２
 
こ

の
申
請

書
に

は
、
省
令

第
１

４
条
第

１
項
の

規
定
に

よ
り
、

次
の

図
書
を

添
付
し

て
く
だ

さ

い
。
 

⑴
 

当
該
行

為
の
施
行

方
法
を
明

ら
か
に

す
る
図

面
 

⑵
 

当
該
樹

木
の
位
置

及
び
周
辺

の
状
況

を
示
す

図
面
（
縮

尺
２
，
５

０
０
分

の
１
以
上

）
 

⑶
 

当
該
樹

木
及
び
現

状
変
更
を

し
よ
う

と
す
る

箇
所
の
写

真
 

⑷
 

許
可
申

請
者
が
所

有
者
以
外

の
者
で

あ
る
と

き
は
、
所

有
者
の
意

見
書
 

第
１

５
号
様
式
（
第
１

９
条
関
係

）
 

（
表

）
 

                 

（
裏

）
 

               

備
考
 
大
き
さ

は
、
縦

６
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
・
横
８

．
５
セ
ン

チ
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。
 

 

第
 
 

 
 

号

身
 
分

 
証
 

明
 
書
 

 

所
 
 

属
 

職
 
 

名
 

氏
 
 

名
 

生
年
月
日
 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 
日
 

 

上
記

の
者
は

、
景
観

法
（
平
成
１
６
年
法
律
第
１
１

０
号
）
第

２
３
条

第
３
項
（

同
法
第

３
２

条
第

１
項

に
お

い
て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

原
状

回
復
等

を
行

う

者
で
あ

る
こ
と

を
証
明

す
る
。

 

  
 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
亀

岡
市
長

 
 
□印

 

有
効
期

限
 
 

 
 
 

年
 
 

月
 

 
日
 

   

写
真
 

 

景
観
法

（
抜

粋
）
 

 （
原

状
回
復
命
令
等
）
 

第
２

３
条
 

(略
) 

２
 

前
項
の
規
定
に
よ
り

原
状
回
復
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
べ
き
必
要
な
措

置
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
原
状

回

復
等
」
と
い
う
。
）
を
命

じ
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
い

て
、
過
失
が

な
く
て
当
該
原
状
回

復
等
を
命
ず
べ
き

者

を
確
知
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は

、
景
観
行
政
団
体
の
長
は

、
そ
の
者
の
負
担

に
お
い
て
、
当
該
原
状

回

復
等
を
自
ら
行
い

、
又
は

そ
の
命
じ
た
者
若
し

く
は
委
任
し
た
者
に
こ

れ
を
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は

、
相
当

の
期
限
を
定
め
て

、
当
該
原

状
回
復
等
を
行
う
べ
き

旨
及
び
そ
の
期
限
ま
で

に
当
該

原
状
回
復
等
を
行

わ
な
い
と
き
は
、
景

観
行
政
団
体
の
長
又

は
そ
の
命
じ
た
者
若
し

く
は
委
任
し
た
者
が
当

該

原
状
回
復
等
を
行

う
旨
を
あ
ら
か
じ
め

公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

３
 

前
項
の
規
定
に
よ
り

原
状
回
復
等
を
行
お
う

と
す
る
者
は
、
そ

の
身
分
を
示
す
証
明
書

を
携
帯
し
、
関
係

人

の
請
求
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 
 

（
原

状
回
復
命
令
等
に
つ

い
て
の
準
用
）
 

第
３

２
条
 
第
２
３
条
の

規
定
は
、
前
条

第
1
項
の
規
定
に
違

反
し
た
者
又
は
同
条
第

２
項
に
お
い
て
準
用
す

る

第
２
２
条
第
３
項

の
規
定
に
よ
り
許
可

に
付
さ
れ
た
条
件
に
違

反
し
た
者
が
あ
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
２
３
条

第
１
項
中
「
景
観

重
要
建
造
物
」
と
あ

る
の
は
、
「
景
観
重
要
樹
木
」
と

読

み
替
え
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 

（
略
）
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第８４３号平成２７年４月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
１
６

号
様
式

（
第
２

０
条
関
係

）
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

亀
岡
市

景
観
協

定
認
可

申
請
書
 

 
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  
景
観

法
第

８
１
条

第
４
項
又
は
第

９
０
条

第
１

項
の
規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り
関
係

図
書

を
添
え

て
申

請
し
ま

す
。
 

景
観

協
定

の
名

称
 
 

景
観

協
定

の
有

効
期

間
 
 

良
好

な
景

観
の

形
成
 

の
た

め
に

景
観

協
定
 

に
定

め
る

事
項
 

建
築

物
の
 
□

形
態
意

匠
 
□
敷

地
 
□

位
置
 
□

規
模
 

 
 

 
 
 
□

構
造
 

□
用
途
 

□
建
築

設
備
 
 

 
 
 
に

関
す
る

基
準

工
作

物
の
 
□

形
態
意

匠
 
□
位

置
 
□

規
模
 

 
 

 
 
 
□

構
造
 

□
用
途
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
に

関
す
る

基
準

屋
外

広
告
物
の

 
□
表

示
 
□
掲

出
す
る

物
件
の
設

置
 
 
に

関
す
る

基
準

樹
林

地
、
草
地

等
の
 

□
保
全
 

□
緑
化

 
 
 
 

 
 
 
に

関
す
る

事
項

農
用

地
の
 
□

保
全
 

□
利
用
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
に

関
す
る

事
項

□
そ

の
他
良
好

な
景
観

の
形
成
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
に

関
す
る

事
項

 
景
観

協
定
区
域
 

景
観

協
定
区
域

隣
接
地

の
区
域
 

地
名

地
番
 
 

 

区
域

面
積
 

平
方

メ
ー
ト
ル
 

平
方
メ

ー
ト
ル

用
途

地
域
 
 

 

防
火

地
域
 
□
防

火
 
□
準

防
火
 

□
指
定
な

し
 
□
防

火
 
□

準
防
火
 

□
指
定
な

し

そ
の

他
の

地
域

地
区
 
 

 

土 地 所 有 者 等 の 内 訳 

土
地

の
所

有
者
 

人
 

人

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
 

地
上

権
を

有
す

る
者
 

人
 

人

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
 

土
地

の
賃

借
権

を
有

す
る

者
 

人
 

人

景
観
法
第
９
１
条
第１

項
の
規
定
に
よ
り 

土
地

所
有

者
等
と

み
な

さ
れ

る
借

主 
人

 
人

景
観
法
第
９
１
条
第２

項
の
規
定
に
よ
り 

土
地

所
有

者
等
と

み
な

さ
れ

る
借

主 
人

 
人

合
計
 

人
 

人

協
定

に
違

反
し

た
場

合
の

措
置

 
 

備
考
 
１
 
該
当
す

る
□
を
チ

ェ
ッ
ク

し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
こ
の

申
請
書
に

は
、
次
の

図
書
を
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。
 

⑴
 

景
観
協
定

書
 

⑵
 

景
観
協
定

の
目
的
と

な
る
土

地
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
 

⑶
 

土
地
所
有

者
等
の
全

員
の
景

観
協
定
に
関
す
る
合
意
を
証
す
る

書
類
 

⑷
 

景
観
協

定
区
域

内
の
土
地

の
所
在
、
地
番
、

面
積
及
び

地
目
並
び

に
土
地

所
有
者
等

の
住
所
、

氏
名

及
び
そ

の
有
す
る

権
利
の
種

類
を
記
載
し

た
書
類
 

⑸
 

認
可
の
申

請
を
し
よ

う
と
す

る
者
が
代
表
者
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類
 

⑹
 

そ
の
他
市

長
が
必
要

と
認
め

る
図
書
 

第
１
７

号
様
式

（
第
２

０
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市

景
観
協

定
認
可

通
知
書
 

  
景
観

法
第

８
３
条

第
１
項
又
は
第

９
０
条

第
２

項
の
規
定

に
よ

り
、
次

の
と

お
り
景
観

協
定

を
認
可

し
た

の
で
通

知
し
ま

す
。
 

景
観

協
定

の
 

名
称
 
 

景
観

協
定

の
 

有
効

期
間
 
 

景
観

協
定

の
 

区
域
 
 

認
可

年
月

日
 

及
び

認
可

番
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
 
 
月

 
 
 

 
日
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
第
 

 
 
 
 

 
 
 

 
号
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第
１
８
号
様

式
（
第
２
１
条
関
係
）
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

亀
岡
市
景
観
協
定
変

更
認
可
申
請
書
 

  
（
宛
先
）

亀
岡
市
長
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
 
 
所
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏
 
 
名
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電
話
番
号
 

  
景
観
法
第

８
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
関
係
図
書
を

添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

景
観

協
定

の
名

称
 
 

景
観

協
定

の
有

効
期

間
 
 

景
観

協
定

の
認

可
年

月
日

 
及

び
認

可
番

号
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

良
好

な
景

観
の

形
成
 

の
た

め
に

景
観

協
定
 

に
定

め
る

事
項
 

建
築
物
の
 
□
形
態
意
匠
 
□
敷
地
 
□
位
置
 
□
規
模
 

 
 
 
 
 
□
構
造
 
□
用
途
 
□
建
築
設
備
 
 
 
 
 
に
関
す
る
基
準

工
作
物
の
 
□
形
態
意
匠
 
□
位
置
 
□
規
模
 
 

 
 
 
 
 
□
構
造
 
□
用
途
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
関
す
る
基
準

屋
外
広
告
物
の
 
□
表
示
 
□
掲
出
す
る
物
件
の
設
置
 
 
に
関
す
る
基
準

樹
林
地
、
草
地
等
の
 
□
保
全
 
□
緑
化
 
 
 
 
 
 
 
に
関
す
る
事
項

農
用
地
の
 
□
保
全
 
□
利
用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
関
す
る
事
項

□
そ
の
他
良
好
な
景
観
の
形
成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
関
す
る
事
項

□
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

□
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
に
関
す
る
事
項

変
更

事
項
 

（
変
更
前
）
 

（
変
更
後
）
 

土 地 所 有 者 等 の 内 訳 

土
地

の
所

有
者
 

人
 

人

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
 

地
上

権
を

有
す

る
者
 

人
 

人

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
 

土
地

の
賃

借
権

を
有

す
る

者
 

人
 

人

景
観

法
第

９
１

条
第

１
項

の
規

定
に

より
 

土
地

所
有

者
等

と
み

な
さ

れ
る

借
主

 
人
 

人

景
観

法
第

９
１

条
第

２
項

の
規

定
に

より
 

土
地

所
有

者
等

と
み

な
さ

れ
る

借
主

 
人
 

人

合
計
 

人
 

人

備
考
 
１
 

該
当
す
る
□
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
２
 

こ
の
申
請
書
に
は
、
次
の
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
 

⑴
 
変
更
後
の

景
観
協
定
書
 

⑵
 
景
観
協
定

を
変
更
し
た
理
由
書
 

⑶
 
景
観
協
定

区
域
を
表
示
し
た
図
面
（
景
観
協
定
区
域
を

変
更
し
た
場
合
に
限
る
。）

 
⑷

 
景
観
協
定
区
域
内
に
お
け
る
土
地
所
有
者
等
の
全
員
の
合
意
に
よ
り
、
当
該
景
観
協
定
を
変

更
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

⑸
 
変
更
認
可

の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
代
表
者
で
あ

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

⑹
 
そ
の
他
市

長
が
必
要
と
認
め
る
図
書
 

第
１
９

号
様
式

（
第
２

１
条
関
係

）
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市
景
観
協
定
変

更
認
可
通

知
書
 

  
景
観

法
第

８
４
条

第
１
項
の
規
定

に
よ
り

、
次

の
と
お
り

景
観

協
定
の

変
更
を

認
可
し

た
の
で

通
知

し
ま

す
。
 

景
観

協
定

の
 

名
称
 
 

変
更

す
る

内
容
 
 

変
更

認
可

年
月

日
 

及
び

変
更

認
可

番
号
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
 
 

月
 
 
 

 
日
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
第
 

 
 
 

 
 
 
 

 
号
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第
２
０

号
様
式

（
第
２

２
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡
市
景
観
協
定
廃

止
認
可
申

請
書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  
景
観

法
第
８

８
条
第

１
項
の
規

定
に
よ
り

、
次
の

と
お
り
関

係
図
書

を
添
え
て

申
請
し
ま

す
。
 

景
観

協
定

の
名

称
 
 

景
観

協
定

の
有

効
期

間
 
 

景
観

協
定

の
認

可
年

月
日

 
及

び
認

可
番

号
 
 
 

 
 
 
 

 
年
 

 
 
月
 

 
 
日

 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号
 

 
協

定
の

目
的

と
な

る
土

地
の
 

所
有

者
等

の
合

計
 
左

記
人

数
の

う
ち

協
定

廃
止

合
意

者
数

土 地 所 有 者 等 の 内 訳 

土
地

の
所

有
者
 

人
 

人

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
 

地
上

権
を

有
す

る
者
 

人
 

人

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
 

土
地

の
賃

借
権

を
有

す
る

者
 

人
 

人

景
観
法
第
９
１
条
第１

項
の
規
定
に
よ
り 

土
地

所
有

者
等
と

み
な

さ
れ

る
借

主 
人

 
人

景
観
法
第
９
１
条
第２

項
の
規
定
に
よ
り 

土
地

所
有

者
等
と

み
な

さ
れ

る
借

主 
人

 
人

合
 

 
 
 

 
 
計
 

人
 

人

備
考
 

 
こ
の

申
請
書

に
は
、
次

の
図
書
を

添
付
し

て
く
だ
さ

い
。
 

⑴
 

景
観
協

定
を
廃
止

し
た
理
由

書
 

⑵
 

景
観
協

定
区

域
内
に

お
け
る

土
地
所

有
者
等

の
過

半
数
の

合
意
に

よ
り
、

当
該

景
観
協
定

を

廃
止

す
る
こ

と
を
証

す
る
書
類

 

⑶
 

廃
止
認

可
の
申
請

を
し
よ
う

と
す
る

者
が
代

表
者
で
あ

る
こ
と
を

証
す
る

書
類
 

⑷
 

そ
の
他

市
長
が
必

要
と
認
め

る
図
書
 

第
２
１

号
様
式

（
第
２

２
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
第

 
 
 

 
 
号

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
様
 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市

長
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市
景
観
協
定
廃

止
認
可
通

知
書
 

  
景
観

法
第

８
８
条

第
１
項
の
規
定

に
よ
り

、
次

の
と
お
り

景
観

協
定
の

廃
止
を

認
可
し

た
の
で

通
知

し
ま

す
。
 

景
観

協
定

の

名
称

 

認
可

年
月

日

及
び

認
可

番
号

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
 
 
月

 
 
 

 
日
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
第
 

 
 
 
 

 
 
 

 
号
 

廃
止

認
可

年
月

日
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
 
 
月

 
 
 

 
日
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第
２
２

号
様
式

（
第
２

５
条
関
係

）
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡

市
景
観

ま
ち
づ

く
り
市
民

団
体
認
定

申
請
書
 

  
（
宛

先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
電
話
番

号
 

  
亀
岡

市
景

観
条
例

第
２
６
条
第
４

項
及
び

亀
岡

市
景
観
条
例
施

行
規
則

第
２

５
条
の
規

定
に

よ
り
、

関
係

図
書
を

添
え
て

次
の
と

お
り
申
請

し
ま
す
。
 

団
体

の
名

称
 

 

団
体

の
所

在
地
 

 

団
体

の
構

成
員
 

 

団
体

の
活

動
区

域
 

 

団
体

の
活

動
内

容
 

 

※
事

務
処

理
欄

 
（
認
定

年
月
日

）
 
 

 
 
 
 

 
 
年
 

 
 
月

 
 
 
日
 

（
認

定
番

号
）

 
 
 

 
 
 

 
 
第
 

 
 
 
 

 
 
号
 

備
考
 

１
 
※

印
欄
は

、
記
入
し

な
い
で
く

だ
さ
い

。
 

 
 
 

２
 
こ

の
申
請

書
に
は
、

次
の
図
書

を
添
付

し
て
く
だ

さ
い
。
 

⑴
 

団
体
規

約
 

⑵
 

活
動
区

域
を
示
す

図
面
 

⑶
 

構
成
員

及
び
役
員

の
名
簿
 

⑷
 

認
定
の

申
請
を
し

よ
う
と
す

る
者
が

代
表
者

で
あ
る
こ

と
を
証
す

る
書
類
 

⑸
 

そ
の
他

市
長
が
必

要
と
認
め

る
図
書
 

第
２

３
号
様
式
（
第
２

６
条
関
係

）
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
年

 
 
月

 
 
日

 

亀
岡
市

景
観
ま

ち
づ
く

り
市
民

団
体

変
更
届

出
書
 

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
住
 
 

所
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 
 

名
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

㊞
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
電
話
番

号
 

   
亀

岡
市

景
観

条
例

第
２

６
条
第

５
項

及
び
亀

岡
市

景
観
条

例
施

行
規

則
第

２
６

条
の
規

定
に

よ
り
、

関
係

図
書

を
添
え
て
次
の
と

お
り
届
け

出
ま
す
。
 

団
体

の
名

称
 

 

認
定

年
月

日
及
び
 

認
定

番
号
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 

 
 
 

月
 
 

 
 
日
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
第
 

 
 
 

 
 
 

 
 
号
 

変
更

事
項

及
び
 

そ
の

内
容
 

 

変
更

年
月

日
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 

 
 
 

月
 
 

 
 
日
 

備
考

 
こ
の
届
出
書
に

は
、
変
更

に
係
る
図
書
を
添

付
し
て
く

だ
さ
い
。
 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市財産区等基金条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１５号 

 

亀岡市財産区等基金条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 亀岡市財産区等基金条例施行規則（昭和３９

年亀岡市規則第２号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条第１号中「確定後直ちに」を「の生じ

た翌々年度まで」に改める。 

 別記第１号様式中「亀岡市長 様」を「（宛

先）亀岡市長」に、「積立金額」を「積立額」

に改める。 

 別記第２号様式中「積立金額」を「積立額」

に改める。 

 別記第３号様式中「亀岡市長 様」を「（宛

先）亀岡市長」に、「処分希望金額」を「処分

希望額」に改める。 

 別記第４号様式中「処分許可金額」を「処分

許可額」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例第９条の

２第１項の規則で定める金額を定める規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月３１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市規則第１６号 

 

亀岡市消防団員等公務災害補償条

例第９条の２第１項の規則で定め

る金額を定める規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例第９条の

２第１項の規則で定める金額を定める規則（平

成１８年亀岡市規則第７２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 本則の表常時介護を要する状態の項中  

「１０４，５３０円」を「１０４，５７０円」

に、「５６，７２０円」を「５６，７９０円」

に改め、同表随時介護を要する状態の項中 

「５２，２７０円」を「５２，２９０円」に、

「２８，３６０円」を「２８，４００円」に改

める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の規定は、平成２７

年４月１日以後の期間に係る介護補償の額に

ついて適用し、同日前の期間に係る介護補償

の額については、なお従前の例による。 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市告示第１９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年３月２日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀１９１２－４１０３７ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２７年３月２日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２０号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年３月３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀２２０３－３１００８ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２７年３月３日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２７年３月６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類 

還付通知書（未払分の還付加算金） 

２ 送達を受けるべき者 

住所 省略 

 

氏名 省略 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日
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から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２２号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市総務部税務課において保

管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付

する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２７年３月１１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類 

固定資産現所有者認定通知書 

固定資産価格等登録通知書 

平成２６年度固定資産税・都市計画税納税

通知書 

２ 送達を受けるべき者 

省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第２３号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年３月１１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１１４－６１０２６ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２７年３月１１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年３月１３日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 
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亀０３０８－５１０５０ 

１ 保 険 者   亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

 

２ 交付した日   平成２６年４月１１日 

 

３ 無効になる日  平成２７年３月１３日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２５号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市総務部税務課において保管し、

送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２７年３月１６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏  名 

1 
督促状 平成26年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

2 
督促状 平成26年度第4期分 
市府民税 省略 省略 

3 
督促状 平成26年度第3期・
第4期分 市府民税 

省略 省略 

4 
督促状 平成26年度第3期・
第4期分 市府民税 

省略 省略 

5 
督促状 平成26年度第3期・
第4期分 市府民税 省略 省略 

6 
督促状 平成26年度第3期分 
市府民税 

省略 省略 

7 
督促状 平成26年度第4期分 
市府民税 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第２６号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２７年３月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

記 

 

亀０１２４－３３０１１ 

１ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

２ 交付した日 

平成２６年４月１日 

３ 無効になる日 

平成２７年３月１６日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２７号 

 

 亀岡市ものづくり産業雇用支援助成金交付要

綱（平成２５年亀岡市告示第５７号）の一部を

次のように改正する。 

 

   平成２７年３月１６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第１条中「市内住民の」の次に「長期的かつ

安定的な」を加える。 

 第３条中「助成金は」を「亀岡市ものづくり

産業雇用支援助成金（以下「助成金」とい

う。）は」に改め、同条第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 対象労働者を雇用した日（パートタイ 

マー、アルバイト及び契約社員等を正規雇

用に切り替えた場合は、正規雇用としての

労働契約を開始した日。以下「雇用開始

日」という。）の前日から起算して６月前

から申請日までの期間において、事業者都

合による労働者の解雇をしていない事業者 

 第４条第１号中「平成２５年」を「平成２７

年」に、「平成２８年」を「平成３０年」に、

「雇用された正規雇用労働者」を「正規雇用さ

れた者であること。」に改め、同条第２号中

「雇用開始日（雇用保険加入日をもって雇用開

始日とする。以下同じ。）から６月以上」を

「申請日時点で」に改め、「住所を有する」の

次に「６５歳未満の」を加える。 

 第５条第１項中「２００，０００円」を 

「３００，０００円」に、「対象労働者１人目

から」を「事業者に対して」に改め、同条第３

項中「亀岡市内の」の次に「小学校、」を加え

る。 

 第６条第１項中第６号を第９号とし、同号の

前に次の１号を加える。 

⑻ 申請者の雇用保険事業所別被保険者台帳

（喪失原因３「事業者都合による労働者の

解雇」）照会結果 

 第６条第１項中第５号を第７号とし、同項第

４号中「第５条第３項」を「前条第３項」に改

め、同号を同項第６号とし、同号の前に次の１

号を加える。 

⑸ 対象労働者の雇用契約書又は労働条件通

知書（雇用形態、雇用期間、就業時間、賃

金体系等の労働条件が明示されているもの

に限る。）の写し 

 第６条第１項第３号中「（申請書の提出日前
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１月以内に発行されたものに限る。）」を削り、同号を同項第４号とし、同項中第２号を第３号と

し、第１号を第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑴ 助成金算定調書 

 附則第２項中「平成２９年」を「平成３１年」に改める。 

 別記第１号様式中 

「 

資本金又は出資金の総額 円 

                                         」 

を 

「 

業 種 分 類  

資本金又は出資金の総額 円 

                                         」 

に、「亀岡市ものづくり産業雇用支援助成金調書」を「助成金算定調書」に改め、同様式の別紙を

次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙）亀岡市ものづくり産業雇用支援助成金算定調書 
 

事業所名 
  

申請日 平成   年   月   日 

 

 対象労働者 住   所 雇用開始日 
正規 

300,000円

加算額 

計 備 考 障害者 
100,000円

ふるさと加算 

80,000円 出身校 

1 
   

 
  

2 
         

3 
         

4 
         

5 
         

6 
         

7 
         

8 
         

合  計 
        

※雇用開始日は正規雇用を開始した日を記入する。「ふるさと加算」対象者は出身校を記入する。 
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 別記第２号様式中「決定の日から」を「決定の日の翌日から」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正前の亀岡市ものづくり産業雇用支援助成金交付要綱第４条に規定する対象

労働者で平成２７年３月３１日までに雇用されたものに係る助成金については、この要綱による

改正後の亀岡市ものづくり産業雇用支援助成金交付要綱（以下「新要綱」という。）第４条の規

定にかかわらず、その交付を申請することができる。この場合において、当該助成金の交付につ

いては、新要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

亀岡市ものづくり産業雇用支援助成金 対象労働者名簿 

 

フ リ ガ ナ  雇用保険番号  

氏   名  性
別 

 

住   所  

生 年 月 日 
昭和

      年   月   日
 

平成 年
齢 

満  歳

雇用開始日 
昭和

      年   月   日
 

平成 

※雇用開始日は正規雇用を開始した日を記入する。年齢は雇用開始日時
点での満年齢を記入する。 

 
履歴（「ふるさと加算」対象者のみ記入） 

卒業年月日 学校名（亀岡市内の学校のみ記入） 

 
亀岡市立              小学校 

 
亀岡市立              中学校 

 
京都府立              高等学校 

 
                  大学 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

フ リ ガ ナ  雇用保険番号  

氏   名  性
別 

 

住   所  

生 年 月 日 
昭和

      年   月   日
 

平成 年
齢 

満  歳

雇用開始日 
昭和

      年   月   日
 

平成 

※雇用開始日は正規雇用を開始した日を記入する。年齢は雇用開始日時
点での満年齢を記入する。 

 
履歴（「ふるさと加算」対象者のみ記入） 

卒業年月日 学校名（亀岡市内の学校のみ記入） 

 
亀岡市立              小学校 

 
亀岡市立              中学校 

 
京都府立              高等学校 

 
                  大学 

特記事項 
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 亀岡市告示第２８号 

 

 亀岡市放置自転車の防止に関する条例（平成

５年亀岡市条例第１４号）第１１条の規定によ

り、放置自転車の撤去、保管について次のとお

り告示する。 

 

   平成２７年３月１９日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 撤去した理由 

亀岡市放置自転車の防止に関する条例第９

条に違反して、自転車放置禁止区域に放置さ

れていたため。 

２ 撤去した区域 

ＪＲ亀岡駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ馬堀駅前自転車放置禁止区域 

ＪＲ千代川駅前自転車放置禁止区域 

３ 撤去した日時 

平成２７年３月１９日（木） 

午後１時～午後３時 

４ 撤去し、保管した台数  ７台 

５ 保管場所  ＪＲ馬堀駅前自転車等駐車場 

６ 保管期間  告示の日から３箇月間 

７ 返還期間 

月曜日～土曜日 午前１０時～午後７時 

８ 返還を受けるための手続き 

① 撤去された自転車は、保管場所で引き取

ることができる。 

② 返還の申請には、自転車の鍵、印鑑、住

所・氏名を明らかにできるものが必要であ

る。 

③ 撤去・保管に要した費用として１台  

２，０００円を負担する。 

９ 引取りのない場合の措置 

保管期間を経過しても引き取りのない自転

車は、関係法令の規定により処分する。 

※ 連絡先 まちづくり推進部 土木管理課 

      電話0771（25）5043 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第２９号 

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 

４１６条第３項の規定により、平成２７年度分

固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋

価格等縦覧帳簿の縦覧期間及び縦覧場所を次の

とおり定める。 

 

   平成２７年３月２０日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間  平成２７年４月１日から 

        平成２７年６月１日まで 

        （閉庁日を除く） 

 

２ 縦覧場所  亀岡市安町野々神８番地 

        亀岡市総務部税務課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３０号 

 

 亀岡市指定地域密着型サービス事業者、指定

地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介

護予防支援事業者の指定等に関する要綱（平成

１８年亀岡市告示第１３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第６条第１項中「（区分の変更）」の次に

「に係る」を加える。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２７年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第３１号 

 

 亀岡市保育所保育料徴収嘱託員取扱要綱（平

成１５年亀岡市告示第１７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

 第２条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

 第６条中「亀岡市保育所保育料徴収規則（昭

和６２年亀岡市規則第７号）」を「亀岡市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育

料に関する条例施行規則（平成２７年亀岡市規

則第１２号）」に改める。 

 第１１条中「一に」を「いずれかに」に改め

る。 

 別記第１号様式及び別記第２号様式中「亀岡

市長 様」を「（宛先）亀岡市長」に改める。 

 別記第３号様式中「き損」を「毀損」に改め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、平成２７年４月１日から実施す

る。 

 

「掲示済」 
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訓 令 
 

 亀岡市訓令第２号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市財務規則の運用方針の一部を改正する

訓令を次のように定める。 

 

   平成２７年３月１日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市財務規則の運用方針の一部

を改正する訓令 

 

 亀岡市財務規則の運用方針（昭和４０年亀岡

市訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中第７号を第８号とし、第６号を第７

号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 入札金額の内訳を記載した書類（以下

「内訳書」という。）の提出を要する入札

にあっては、内訳書を提出しない場合 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

 

 

 亀岡市訓令第３号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市事務処理規程等の一部を改正する訓令

を次のように定める。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

亀岡市事務処理規程等の一部を改

正する訓令 

 

 （亀岡市事務処理規程の一部改正） 

第１条 亀岡市事務処理規程（昭和５８年亀岡

市訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

 第３５条（見出しを含む。）中「国営事業

推進課長」を「農地整備課長」に改める。 

 （亀岡市工事請負業者選定事務処理要領の一

部改正） 

第２条 亀岡市工事請負業者選定事務処理要領

（昭和４５年亀岡市訓令第５号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条第２項及び第７条第２項中「、人権

啓発課長」を削り、「国営事業推進課長」を

「農地整備課長」に改める。 

 （亀岡市建設工事事故調査委員会設置要綱の

一部改正） 

第３条 亀岡市建設工事事故調査委員会設置要

綱（平成１６年亀岡市訓令第２０号）の一部

を次のように改正する。 

 第３条第１項中「、人権啓発課長」を削り、

「国営事業推進課長」を「農地整備課長」に

改める。 

（亀岡市公共工事等入札・契約制度検討委員

会設置要綱の一部改正） 

第４条 亀岡市公共工事等入札・契約制度検討

委員会設置要綱（平成１９年亀岡市訓令第 

２１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「、人権啓発課長」を削り、「国

営事業推進課長」を「農地整備課長」に改め

る。 
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   附 則 

 

 この訓令は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第８号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画を変更するので、

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年

法律第５８号）第１３条第４項で準用する同法

第１１条第１項の規定により公告し、当該農業

振興地域整備計画の変更案に当該農業振興地域

整備計画を変更しようとする理由を記載した書

面を添えて、次により縦覧に供する。 

 なお、亀岡市の住民は、当該農業振興地域整

備計画の変更案について、平成２７年４月２３

日（縦覧期間満了の日）までに意見書を提出す

ることができる。 

 また、当該農業振興地域整備計画の変更案の

うち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域

内にある土地の所有者その他その土地に関し権

利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案

に対して異議があるときは、平成２７年４月 

２４日（縦覧期間満了の日の翌日）から平成 

２７年５月８日までにこれを申し出ることがで

きる。 

 

   平成２７年３月２４日 

 

          亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 縦覧期間 

自 平成２７年３月２５日 

至 平成２７年４月２３日 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             谷 口 健 二 

             石 田 悦 男 

（各 通）        島 田 千代美 

             植 木 多津子 

             佐 藤 英 夫 

亀岡市公務災害補償等認定委員会委員に委嘱し

ます 

             名 倉 正 子 

（各 通）        人 見   正 

             服 部 美智子 

亀岡市公務災害補償等審査会委員に委嘱します 

   平成２７年３月２日 

 

             小 島 義 秀 

             並 河 愛 子 

（各 通）        菱 田 光 紀 

             福 井 英 昭 

             藤 本   弘 

亀岡市都市計画審議会委員に委嘱します 

任期は平成２８年９月４日までとします 

   平成２７年３月１７日 

 

（各 通）
        石 田 武 夫 

             坂 本 智 明 

亀岡市総合福祉センター運営委員会委員の委嘱

を解きます 

   平成２７年３月２２日 

 

（各 通）
        大 西 章 弘 

             山 崎 正 則 

亀岡市総合福祉センター運営委員会委員に委嘱

します 

任期は平成２７年８月３１日までとします 

   平成２７年３月２３日 

             日下部 一 郎 

亀岡市休日急病診療所薬剤師の委嘱を解きます 

   平成２７年３月３１日 
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監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第２号 

 

 住民監査請求の監査結果の勧告に基づく措置について、平成２７年３月５日付けで亀岡市長から

通知があったので、当該通知に係る事項を地方自治法第２４２条第９項の規定により、次のとおり

公表する。 

 

   平成２７年３月９日 

 

                       亀 岡 市 監 査 委 員 関本孝一 

                       亀岡市監査委員職務執行者 西村克己 

 

１ 通知文 

２６政第１０７４号 

平成２７年３月５日 

 

 亀 岡 市 監 査 委 員 関本孝一 様 

 亀岡市監査委員職務執行者 西村克己 様 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

住民監査請求の監査結果に基づく措置について 

 

 平成２７年１月５日付け２６監査第１０５０号で勧告のありました、住民監査請求に係る監査の

結果については、本件「住民監査請求書」請求人から本監査結果を踏まえ、別途京都地方裁判所に

亀岡市長栗山正に対し提訴されました。 

 そのため本市としては、本件訴訟を通じて本請求に対する考え方を明らかにしていく考えのため、

現時点で監査結果に基づく措置を行えないと考えております。 

 また、事務改善として、協議記録等の報告文書の整理や測量業務の発注方法、契約・指示等の業

務委託方法等の改善に努めているところです。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市監査公表第３号 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による監査を実施し、同条第１１項の規定に基づき監査の結

果に関する報告を決定したので、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

   平成２７年３月３０日 

 

                       亀 岡 市 監 査 委 員 関本孝一 

                       亀岡市監査委員職務執行者 西村克己 

 

１ 監査の種類   平成２６年度定期監査 

 

２ 監査の対象及び期間等 

対  象 対象期間 実施期間 

教 育 部 

教 育 機 関 

安詳小学校 

東別院小学校 

西別院小学校 

畑野小学校 

青野小学校 

つつじヶ丘小学校 

城西小学校 

詳徳小学校 

南つつじヶ丘小学校 

東輝中学校 

大成中学校 

詳徳中学校 

平成26年4月1日 

～平成26年8月31日 

平成26年9月16日 

～平成26年11月28日 

 

３ 監査の方法 

 各学校において、学校運営方針、各学校を取り巻く現状及び課題をはじめ特色ある活動や安全

対策の取り組み等について、学校長より聴取を行った上、平成２６年度の財務に関する事務の執

行について、関係諸帳簿、証拠書類等を確認するなど実地調査を実施した。 

 

４ 監査の結果 

 監査の結果は次の事項を除いては、おおむね適正であると認められた。 

 なお、監査執行の過程において口頭により指導を行った軽易な事項については、今後の事務処

理において留意されたい。 

（１）小学校 

ア 切手の管理について 

 各小学校において、切手台帳は教育委員会の統一様式により整備されていたが、一部の小
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学校において、台帳への記入誤り、受領印漏れ及び年度繰越の事務処理に誤り等が見受けら

れた。 

 切手台帳について、適正な管理をされたい。 

イ 備品の管理について 

 各小学校において、備品台帳は教育委員会の共通システムにより整備されていたが、一部

の小学校において、台帳への記入漏れが見受けられた。 

 備品台帳について、適正な管理をされたい。 

ウ 理科教材用薬品の保管について 

 各小学校において、薬品台帳が整備されていたが、一部の小学校において、台帳への記入

誤り、台帳の内容と現物の保管内容に差異が生じているもの等が見受けられた。 

 薬品について、適正な管理をされたい。 

（２）中学校 

ア 理科教材用薬品の保管について 

 各中学校において、薬品台帳が整備されていたが、一部の中学校において、台帳への記入

漏れ等が見受けられた。 

 薬品台帳について、適正な管理をされたい。 

 

 以上が、平成２６年度の財務に関する事務の執行について監査した結果である。 

 多くの学校において、教材費、活動費等の現金の取扱いについて、現金での集金、学校内での

一時保管等が行われているが、その管理面での負担や責任が生じるところであり、口座振替等の

より安全な集金方法を検討されたい。 

 寄贈品については、備品台帳への記載を行う物品以外にも現金、教材等、消耗物品、樹木等の

寄贈品もあることから、備品台帳と別に寄附台帳を作成し、記録を行っている学校も見受けられ

たところである。寄附台帳として、統一的な様式を定めるなど学校の記録文書として全校で整備

されるのが望ましいと考える。 

 理科教材用薬品については、教育委員会で統一的な保管使用記録簿の導入が進められていると

ころであり、正確な記録に努めるとともに、現場での保管についても劇物・毒物の厳重な管理、

整理整頓や配置場所等にさらなる工夫を図られたい。 

 各小学校及び中学校の運営において も留意すべきは、児童・生徒の安全対策である。危機管

理においては、避難訓練等が実施されているが、実施後に検証を行い、その記録を作成し、今後

の訓練等への活用に努められたい。 

 施設の管理においては、小学校のトイレ等で障害のある児童に配慮した環境整備の充実が望ま

れる。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市監査公表第４号 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定による監査を実施し、同条第１１項の規定に基づき監査の結

果に関する報告を決定したので、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

   平成２７年３月３０日 

 

                       亀 岡 市 監 査 委 員 関本孝一 

                       亀岡市監査委員職務執行者 西村克己 

 

１ 監査の種類   平成２６年度財政援助団体等監査 

 

２ 監査の対象及び範囲 

 社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会及び亀岡市森林組合の次の財政的援助等に係る出納その他

の事務並びに健康福祉部地域福祉課及び産業観光部農林振興課の同財政的援助等に係る事務の執

行について 

（１）社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会 

平成２５年度亀岡市災害ボランティアセンター事業補助金        2,200,000円 

平成２５年度亀岡市災害ボランティアセンター活動補助金        1,000,000円 

平成２５年度ふれあいプラザ指定管理料               12,050,000円 

（２）亀岡市森林組合 

平成２５年度作業道整備事業補助金                  2,700,000円 

平成２５年度森林組合育成事業補助金                  725,000円 

平成２５年度森林保全管理巡視事業補助金                472,500円 

平成２５年度緑の担い手育成事業補助金                1,424,693円 

平成２５年度緑の公共事業補助金（環境林整備事業）           562,000円 

 

３ 監査の期間 

（１）社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会 

平成２６年９月８日から平成２６年１１月７日まで 

（２）亀岡市森林組合 

平成２６年１０月６日から平成２６年１２月１７日まで 

 

４ 監査の方法 

 団体及び関係課から提出された資料及び提示のあった出納関係帳票その他関係書類に基づき、

関係職員から事務の執行状況を聴取し監査を実施した。 
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５ 団体等の概要（社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会） 

（１）団体の概要 

ア 設立の目的・事業 

 社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会（以下「社会福祉協議会」という。）は、亀岡市にお

ける社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活

動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とし、主に次の事業を行っている。 

○社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

○社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

○社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

○社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

○保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

○共同募金事業への協力 

○ボランティア活動の振興 

○老人居宅介護等事業の経営 

○老人デイサービス事業の経営 

○老人介護支援センターの経営 

○生活福祉資金貸付事業 

○福祉金庫資金貸付事業 

○福祉サービス利用援助事業 

○障害福祉サービス事業の経営 

○相談支援事業 

○移動支援事業の経営 

○地域子育て支援拠点事業の経営 

イ 組織（平成２６年３月３１日現在） 

○役 員  理事        19人（うち会長1人、副会長2人、常務理事1人） 

      監事         3人     顧問         1人 

      評議員       43人 

○事務局  事務局長       1人 

      事務局次長      1人 

      係長、センター長   6人 

      正職員（上記以外） 12人 

      嘱託職員       4人 

      非常勤嘱託職員   21人（うち登録ヘルパー17人） 

      臨時職員      12人 

○会 員  正会員     10,845人 

      賛助会員      111人 

      施設会員      27団体 

      その他      8,867人 
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（２）補助金の概要 

 平成２５年度に亀岡市から社会福祉協議会へ交付された補助金総額は37,817,623円で、うち

今回監査対象とした補助金及びその内訳は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

項  目 事 業 費 補 助 金 補助内容 

災害ボランティアセンター

事業補助金 
2,394,386 2,200,000

災害ボランティアセンター

の運営に要する経費に対す

る補助 

災害ボランティアセンター

活動補助金 
1,012,703 1,000,000

被災地支援活動に対する補

助 

 

（３）指定管理料の概要 

 平成２５年度に亀岡市から社会福祉協議会へ支払われた亀岡市ふれあいプラザ指定管理料は

12,050,000円である。 

 その内訳としては、人件費（職員給与等）、事務費（消耗品費、水道光熱費、修繕費、業務

委託費等）となっている。 

 

６ 監査の結果（社会福祉協議会） 

 監査の結果は次の事項を除いて、おおむね適正であると認められた。 

 なお、監査執行の過程において口頭により指導を行った軽易な事項については、今後の事務処

理において留意されたい。 

（１）社会福祉協議会に対する監査の結果 

ア 補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

（ア）補助対象となる資機材の購入において、団体の経理規程に基づいた契約書が作成されて

いなかった。また、団体の経理規程と市の規定との相異が見られた。 

イ 指定管理料にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

（ア）指定管理の基本協定において、業務の再委託をする場合は市の承諾を得ることとされて

いるが、承諾なく清掃業務等の再委託がされていた。 

（イ）年次報告において、管理経費の収支状況の支出欄に記載されている人件費とその他の項

目の金額の振り分けが誤っていた。 

（ウ）ふれあいプラザ利用料金の減免適用において、ふれあいプラザ条例等で定められた減免

規定の適用号が誤っていた。 

（２）健康福祉部地域福祉課に対する監査の結果 

ア 補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

（ア）補助対象となる資機材の購入において、契約書の作成がないものが見受けられた。 

 補助金事業における物品購入については、亀岡市の財務規定に準じた執行となるよう条

件を付すなどにより、適正な事務処理が行われるよう検討されたい。 

イ 指定管理料にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 
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（ア）協定書において、連絡調整会議の設置要綱を定めると規定されているが、設置要綱が定

められていなかった。 

 協定書に基づき、適正な事業執行となるよう改善されたい。 

（イ）清掃業務等において、業務の再委託が行われていたが、協定書に基づく承諾手続きを行

うことなく、業務の再委託が行われていた。 

 協定書に基づき、適正な業務執行を行うよう指導するなど改善されたい。 

（ウ）年次報告において、管理経費の収支状況の支出欄に記載されている人件費とその他の項

目の金額の振り分けに誤りが認められた。 

 提出された書類等について十分な確認をするよう改善されたい。 

（エ）利用料金の減免適用において、ふれあいプラザ条例等で定められた減免規定の適用号が

誤っていた。 

 減免適用について、適正な事務処理となるよう指導することにより改善されたい。 

 

７ 団体等の概要（亀岡市森林組合） 

（１）団体の概要 

ア 設立の目的・事業 

 亀岡市森林組合（以下「森林組合」という。）は、組合員が協同してその経済的社会的地

位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図ることを目的とし、主に次の事業

を行っている。 

○組合員を対象とした森林経営指導 

○病虫害防除、組合員の森林の保護に関する事業 

○組合員の生産する環境緑化木の採取、育成、運搬、加工、保管、販売 

イ 組織等（平成２６年３月３１日現在） 

○役 員  代表理事組合長    1人     理事        18人 

      監事         3人 

○事務局  参事         1人     課長         1人 

      会計主任       1人     係長         1人 

      技術員        1人     専任作業員      9人 

○会 員  正組合員     1,653人     准組合員       1人 

（２）補助金の概要 

 平成２５年度に亀岡市から森林組合へ交付された補助金は総額5,884,193円で、今回監査対

象とした補助金及びその内訳は次のとおりである。 

                                    （単位：円） 

項  目 事 業 費 補 助 金 補助内容 

作業道整備事業補助金 6,101,445 2,700,000 作業道開設に対する補助

森林保全管理巡視事業補助金 945,000 472,500
森林保全管理活動の維持

向上に対する補助 
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森林組合育成事業補助金 1,450,000 725,000

林業経営者の育成、相談

活動等の充実に対する補

助 

緑の担い手育成事業補助金 1,899,590 1,424,693
基幹的作業員の社会保険

掛金の事業主負担補助 

緑の公共事業補助金 562,000 562,000
間伐・間伐材搬出に対す

る補助 

 

８ 監査の結果（森林組合） 

 監査の結果は次の事項を除いて、おおむね適正であると認められた。 

 なお、監査執行の過程において口頭により指導を行った軽易な事項については、今後の事務処

理において留意されたい。 

（１）森林組合に対する監査の結果 

 補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

ア 作業道整備事業補助金において、市から森林組合に交付された補助金が、森林組合から財

産区へ交付されていた。 

イ 森林保全管理巡視事業補助金の実績報告について、保管された巡視報告書や写真から実績

件数が明確に確認できなかった。 

ウ 森林組合育成事業補助金の実績報告書について、事業内容にかかる経費の明細や積算根拠

が不明瞭であった。 

エ 決算書の作成において、発生主義と現金主義が混在し、補助金の受入れ、使途が不明瞭で

あった。 

（２）産業観光部農林振興課に対する監査の結果 

 補助金にかかる出納、その他の事務について、次のような事例が見受けられた。 

ア 作業道整備事業補助金において、市から森林組合に交付された補助金が、森林組合から財

産区へ交付されるなど、補助金執行方法に問題が見られた。 

 事業目的に沿って適正な事業執行が行えるよう事業要領等事業スキームを整理するなどに

より改善されたい。 

イ 森林保全管理巡視事業補助金の実績報告書について、報告書や写真などの添付書類から、

実績件数が明確に確認できてなかった。 

 実績内容が明確に確認できる事業報告になるよう指導されるなどにより改善されたい。 

ウ 森林組合育成事業補助金の実績報告書について、補助対象となる事業内容にかかる経費の

明細や積算根拠が明確に確認できてなかった。 

 補助事業の実施内容を適切に確認できるよう、経費の明細や積算根拠を明確になるように

指導することにより改善されたい。 

エ 作業道整備事業補助金の交付確定において、決裁印に漏れが認められた。 

 亀岡市事務処理規程に基づき適正な事務処理をされたい。 

「掲示済」 
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 亀岡市監査公表第５号 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による監査を実施し、同条第１１項の規定に基づき監査の結

果に関する報告を決定したので、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

   平成２７年３月３０日 

 

                       亀 岡 市 監 査 委 員 関本孝一 

                       亀岡市監査委員職務執行者 西村克己 

 

１ 監査の種類   平成２６年度定期監査 

 

２ 監査の期間、対象課等、監査の対象 

（１）平成２６年９月１６日～平成２６年１１月１０日 

○健康福祉部（地域福祉課、子育て支援課、障害福祉課、高齢福祉課、健康増進課） 

・監査対象課にかかる平成２６年度の財務に関する事務の執行について 

（２）平成２６年１０月１５日～平成２６年１２月１８日 

○産業観光部（ものづくり産業課、観光戦略課、農林振興課、国営事業推進課） 

○農業委員会事務局 

・監査対象課等にかかる平成２６年度の財務に関する事務の執行について 

（３）平成２６年１１月２５日～平成２７年３月１日 

○上下水道部（総務・経営課、お客様サービス課、水道課、下水道課） 

○市立病院 

・監査対象課等にかかる平成２６年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理に

ついて 

（４）平成２７年１月１９日～平成２７年３月１８日 

○政策推進室 

○企画管理部（夢ビジョン推進課、秘書広報課、人事課、契約検査課） 

○会計管理室 

○議会事務局 

・監査対象課等にかかる平成２６年度の財務に関する事務の執行について 

 

３ 監査の方法 

 監査の対象について、関係諸帳簿、証拠書類等を調査し、併せて関係各課長等への質問を行っ

た。 

 

４ 監査の結果 

 監査の結果は次の事項を除いては、おおむね適正であると認められた。 
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 なお、監査執行の過程において口頭により指導を行った軽易な事項については、今後の事務処

理に留意されたい。 

（１）健康福祉部 

 以下の各課にかかる平成２６年８月末現在における財務に関する事務の執行について、抽出

して監査を行った。 

 おおむね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられたので、適正な事務

処理をされたい。 

ア 地域福祉課 

 特に指摘する事項はなかった。 

イ 子育て支援課 

（ア）過年度収入の調定事務において、前年度の子ども手当返還金滞納繰越分の収入未済分が

調定されていなかった。 

 財務規則には、繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納済にならないものについて

は、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越ししなければならないと定められてい

る。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

（イ）一時保育の利用において、利用申請の提出がないまま保育されているものがあった。 

 一時保育の実施に関する規則には、利用を希望する保護者は利用申請書を提出しなけれ

ばならないと定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

（ウ）市有地占用料において、会計年度単位で定めた占用料の納期限が４月１５日及び４月 

２５日となっていた。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた収入金の納期限は、その年度の４月末日と定めら

れている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

（エ）市有地占用料において、調定金額及び納入すべき金額に誤りがあった。 

 地方自治法施行令には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤って

いないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して調定しなけ

ればならないと定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

ウ 障害福祉課 

 特に指摘する事項はなかった。 

エ 高齢福祉課 

（ア）福祉電話自己負担金における納入通知書の納期限の記載について、１４日を超える日が

記載されていた。 

 財務規則には、会計年度単位等で定めた以外の収入金の納期限は、納入通知書を発する

日から１４日以内の日とすると定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 
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（イ）介護保険料の滞納繰越分調定事務において、介護保険システムと財務会計システムとの

調定金額に誤差が生じていた。平成２５年度における保険料の賦課更正と財務上の調定更

正が適正に行われなかったことから繰越調定額に誤差が生じていたとみられる。 

 複数のシステムで保険料の管理業務等を行う場合はもとより、会計事務処理についての

チェック体制を強化し、適正な事務処理に努められたい。 

オ 健康増進課 

 特に指摘する事項はなかった。 

（２）産業観光部 

 以下の各課にかかる平成２６年９月末現在における財務に関する事務の執行について、抽出

して監査を行った。 

 おおむね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられたので、適正な事務

処理をされたい。 

ア ものづくり産業課 

 特に指摘する事項はなかった。 

イ 観光戦略課 

（ア）市有地占用料において、会計年度単位で定めた占用料の納期限が４月１４日となってい

た。 

 財務規則には、会計年度単位で定めた収入金の納期限は、その年度の４月末日と定めら

れている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

（イ）観光産業に係る人づくり事業及び観光案内人材育成事業の契約事務において、随意契約

の適用条項が適正ではなかった。 

 随意契約によることができる場合は、地方自治法施行令に規定されている。 

 随意契約とした理由にあった条項を適用されたい。 

ウ 農林振興課 

 亀岡市農業公園の指定管理において、指定管理者から月次報告が提出されていなかった。 

 仕様書には、月次報告について必要な内容を記載した報告書を、毎月末から１０日以内に

提出することと定められている。 

 仕様書に基づき適正な事務処理をされたい。 

エ 国営事業推進課 

 過年度収入の調定事務において、前年度土地改良事業分担金の一部及び明繰農業用施設災

害復旧事業分担金の収入未済分が調定されていなかった。 

 財務規則には、出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、閉鎖期日の翌日に翌

年度へ繰り越さなければならないと定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

（３）農業委員会事務局 

 平成２６年９月末現在における財務に関する事務の執行について、抽出して監査を行った。 

 特に指摘する事項はなかった。 
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（４）上下水道部 

 以下の各課にかかる平成２６年１０月末現在における財務に関する事務の執行について、抽

出して監査を行った。 

 おおむね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられたので、適正な事務

処理をされたい。 

ア 総務・経営課、お客様サービス課、水道課（上水道事業会計） 

 亀岡市水道料金等徴収事務委託の契約事務において、随意契約の適用条項が適正ではな 

かった。 

 随意契約によることができる場合は、地方公営企業法施行令に規定されている。 

 随意契約とした理由にあった条項を適用されたい。 

イ 総務・経営課、お客様サービス課、水道課（簡易水道事業特別会計） 

 平成２６年度千歳簡易水道配水管布設替工事において、配水管技能者通知書が提出されて

いなかった。 

 仕様書には、配水管技能者通知書を提出するように定められている。 

 仕様書に基づき適正な事務処理をされたい。 

ウ 総務・経営課、お客様サービス課、下水道課（下水道事業会計） 

 特に指摘する事項はなかった。 

エ 総務・経営課、お客様サービス課、下水道課（地域下水道事業特別会計） 

 特に指摘する事項はなかった。 

（５）市立病院（病院事業会計） 

 平成２６年１０月末現在における財務に関する事務の執行について、抽出して監査を行った。 

 おおむね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられたので、適正な事務

処理をされたい。 

ア 納入業者等駐車料金の収入事務において、納入通知書の一部に納入義務者の住所及び納期

限が記載されていないものがあった。 

 納入通知書の記載事項については、地方自治法施行令等で定められている。 

 規定に基づき適正な事務処理をされたい。 

イ 業務服、術衣・検査衣賃貸借業務及び市立病院電話設備等保守業務において、受注者から

の現場責任者等の通知が提出されていなかった。 

 委託業務の円滑な履行を行うため、受注者は担当業務従事者等を定め発注者に通知するも

のとすると契約書に定められている。 

 契約書に基づき適正な事務処理をされたい。 

（６）政策推進室 

 平成２６年１２月末現在における財務に関する事務の執行について、抽出して監査を行った。 

 特に指摘する事項はなかった。 

（７）企画管理部 

 以下の各課にかかる平成２６年１２月末現在における財務に関する事務の執行について、抽

出して監査を行った。 
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 おおむね適正に処理されていたが、一部に次のような事項が見受けられたので、適正な事務

処理をされたい。 

ア 夢ビジョン推進課 

 特に指摘する事項はなかった。 

イ 秘書広報課 

 亀岡市ホームページ作成管理システムの契約において、担当者の選任届けが提出されてい

なかった。 

 契約書には、担当する職員を選任したときは発注者に届け出るものとすると定められてい

る。 

 契約書に基づき適正な事務処理をされたい。 

ウ 人事課 

 特に指摘する事項はなかった。 

エ 契約検査課 

 特に指摘する事項はなかった。 

（８）会計管理室 

 平成２６年１２月末現在における財務に関する事務の執行について、抽出して監査を行った。 

 特に指摘する事項はなかった。 

（９）議会事務局 

 平成２６年１２月末現在における財務に関する事務の執行について、抽出して監査を行った。 

 特に指摘する事項はなかった。 

 

 以上が、平成２６年度の財務に関する事務の執行について監査した結果である。 

 

◎総括事項 

 今回の監査で見受けられた以下に挙げる点については、今後の事務処理において留意されたい。 

 支出負担行為において、決裁権者の決裁印がない不適正な事務処理が見受けられた。支出負担

行為は、支出命令等の前提となるものであり、財務会計上の行為として基本であることから、適

正な事務処理の徹底を求める。 

 契約の履行において、契約書に定められた書類が提出されていないなど契約書及び仕様書等に

基づいた履行となっていないものが見受けられた。契約の履行は契約書及び仕様書等に基づき実

施され、完了し、履行確認されるものである。適正な履行が確保されるよう徹底されたい。 

 随意契約において、随意契約の適用条項が適正でないもの等が見受けられた。随意契約は、競

争入札を原則とする地方公共団体の契約方法の例外として、地方自治法施行令及び地方公営企業

法施行令で定める場合に該当するときに限り行うことができるものである。随意契約による契約

については、随意契約マニュアルの作成を検討するなど、その適正な執行に努められたい。 

 補助金において、補助金の交付要綱がないものが見受けられた。補助金については、事業の目

的に沿った交付となるよう交付要件等を明確に定めた交付要綱により、交付されることが適切で

あり、事業ごとの交付要綱の整備が望まれる。 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

規 則 
 

 亀岡市教育委員会基本規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

                        亀岡市教育委員会委員長 中桐安子 

 

 亀岡市教育委員会規則第２号 

 

亀岡市教育委員会基本規則等の一部を改正する規則 

 

 （亀岡市教育委員会基本規則の一部改正） 

第１条 亀岡市教育委員会基本規則（昭和３１年亀岡市教育委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３条及び第３条の２中「委員長」を「教育長」に改める。 

 第５条を次のように改める。 

 （教育長職務代理者の選任） 

第５条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ教育長の指名する委員（以下

「教育長職務代理者」という。）がその職務を行う。 

２ 教育長職務代理者が職務を行う場合は、別に定めるところにより、その権限に属する事務の

一部を委任することができる。 

 第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

 第７条（見出しを含む。）中「委員長及び委員長職務代理者」を「教育長職務代理者」に改め

る。 

 別表中 

「 

2 亀岡市教育委員会委員長印 2 〃 〃 1 〃 

                                         」 

を削り、「３」を「２」に、「４」を「３」に、「５」を「４」に、「６」を「５」に、「７」

を「６」に、「８」を「７」に、「９」を「８」に、「１０」を「９」に、「１１」を「１０」

に改める。 
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 別掲中「 

 

 

 

 

             」 

を削り、「３」を「２」に、「４」を「３」

に、「５」を「４」に、「６」を「５」に、

「７」を「６」に、「８」を「７」に、

「９」を「８」に、「１０」を「９」に、

「１１」を「１０」に改める。 

 （亀岡市教育委員会公告式規則の一部改正） 

第２条 亀岡市教育委員会公告式規則（平成８

年亀岡市教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

 第１条中「第１４条第２項」を「第１５条

第２項」に改める。 

 第２条第２項中「委員長」を「教育長」に

改める。 

 第３条第１項中「委員長名」を「教育長

名」に、「委員長印」を「教育長印」に改め

る。 

 （亀岡市教育委員会会議規則の一部改正） 

第３条 亀岡市教育委員会会議規則（昭和３１

年亀岡市教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

 本則中「委員長」を「教育長」に改める。 

 第１条中「第１５条」を「第１６条」に改

める。 

 第１０条第２項中「必要ある」を「必要が

ある」に改める。 

 第１１条第３項中「すべて」を「全て」に

改める。 

 第１５条第１項中「により教育長の推せん

する者」を削る。 

 （亀岡市教育委員会傍聴人規則の一部改正） 

第４条 亀岡市教育委員会傍聴人規則（昭和 

３０年亀岡市教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。 

 本則中「委員長」を「教育長」に改める。 

（亀岡市教育委員会教育長事務委任規則の一

部改正） 

第５条 亀岡市教育委員会教育長事務委任規則

（昭和３１年亀岡市教育委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条第７号を削り、第８号を第７号とし、

第９号から第１４号までを１号ずつ繰り上げ、

同条を同条第１項とし、同条に次の１項を加

える。 

２ 教育長は、前項の規定により委任された

事務のうち、重要な事項について、その管

理及び執行状況を教育委員会の会議におい

て報告しなければならない。 

（亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する

規則の一部改正） 

第６条 亀岡市教育委員会職員の職の設置に関

する規則（平成１８年亀岡市教育委員会規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「、教育長」を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）附則第２条第１項に規定する旧教育

長が、同項の規定により引き続き教育長とし

て在職する間においては、この規則による改

正後の亀岡市教育委員会基本規則、亀岡市教

育委員会公告式規則、亀岡市教育委員会会議

規則、亀岡市教育委員会傍聴人規則、亀岡市

教育委員会教育長事務委任規則、亀岡市教育

委員会職員の職の設置に関する規則の規定に

２ 

亀 岡 市 教 

育 委 員 会 

委 員 長 印 
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かかわらず、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           委員長 中桐安子 

 

 亀岡市教育委員会規則第３号 

 

亀岡市教育委員会事務局事務分掌

規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和

４０年亀岡市教育委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。 

 

 第３条第２項を次のように改める。 

２ 部に指導主事及び社会教育主事を置く。 

 第４条第１項中「ほか、教育長を補佐し、教

育長に事故があるとき、又は欠けたときは、そ

の職務を代理する」を削り、同条第１２項中

「教育長、教育部長ともに」を「教育部長に」

に、「担当部長が、」を「、担当部長が、」に、

「次長が、」を「、次長が、」に、「教育総務

課長が、」を「、教育総務課長が、」に改める。 

 別表第１中「総務企画係」を「総務係」に改

める。 

 別表第２教育総務課の項中「幼児の就園に関

すること。」を削り、同表学校教育課の項中

「幼児及び」を削る。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）附則第２条第１項に規定する旧教育

長が、同項の規定により引き続き教育長とし

て在職する間においては、なお従前の例によ

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市教育委員会の権限に属する事務の委任

及び補助執行に関する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           委員長 中桐安子 

 

 亀岡市教育委員会規則第４号 

 

亀岡市教育委員会の権限に属する

事務の委任及び補助執行に関する

規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条の７の規定により

亀岡市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）の権限に属する事務の一部を市長の補

助機関である職員に委任し、又は補助執行さ

せることについて必要な事項を定めるものと 
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する。 

 （委任事務） 

第２条 教育委員会は、亀岡市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）に関する事務のうち、非常勤

嘱託及び臨時的任用職員に関する事務について市長に委任する。 

 （補助執行事務） 

第３条 教育委員会は、別表に掲げる事務について市長の補助機関である職員のうち、健康福祉部

長及び子育て支援課に属する職員に補助執行させるものとする。 

 （補助執行に係る専決） 

第４条 補助執行に係る専決については、亀岡市事務処理規程（昭和５８年亀岡市訓令第２号）第

７条及び第１４条を準用するものとする。 

 （合議等） 

第５条 第３条の規定により補助執行させる事務のうち、重要若しくは異例に属するもの、疑義の

あるもの、紛議紛争のあるもの又は将来そのおそれのあるものについては、教育委員会に合議し

なければならない。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

補助執行事務 

⑴ 幼稚園教育に係る施策の企画及び調整に関すること。 

⑵ 幼稚園児の入退園事務に関すること。 

⑶ 幼稚園の保育料の徴収及び減免に関すること。 

⑷ 幼稚園児の保健管理に関すること。 

⑸ 幼稚園児に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関す

ること。 

⑹ 幼稚園の備品台帳の整備に関すること。 

⑺ 幼稚園の物品の需要計画及び購入の手続に関すること。 

⑻ 幼稚園環境に係る衛生管理に関すること。 

⑼ その他幼稚園の運営に関すること。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市立幼稚園における預かり保育の実施に

関する規則をここに公布する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           委員長 中桐安子 

 

 亀岡市教育委員会規則第５号 

 

亀岡市立幼稚園における預かり保

育の実施に関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、亀岡市立幼稚園条例（昭

和４０年亀岡市条例第２４号）に規定する幼

稚園における預かり保育の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （預かり保育の実施基準） 

第２条 預かり保育は、入園幼児（以下「幼

児」という。）の保護者が次の各号のいずれ

かに該当することにより、当該幼児を保育す

ることが困難と認められる場合に行うものと

する。 

⑴ 保護者の就労又は就学により、保育が必

要な状況にある者 

⑵ 保護者又は家族の通院、介護若しくは看

護により、緊急に保育が必要となった者 

⑶ 保護者が妊娠中であるか又は出産後間が

ないこと。 

⑷ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧

に当たっていること。 

⑸ その他前各号に準ずる状態にあること。 

 （実施日及び実施時間） 

第３条 預かり保育は、次に掲げる日以外の日

に実施する。 

⑴ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日 

⑵ 日曜日及び土曜日 

⑶ 学年始休業日 ４月１日から４月７日ま

で 

⑷ 夏季休業日 ７月２１日から８月３１日

まで 

⑸ 冬季休業日 １２月２４日から翌年１月

６日まで 

⑹ 学年末休業日 ３月２５日から３月３１

日まで 

２ 亀岡市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）は、前項に規定する休業日のほか、

預かり保育を受けようとする幼児がいない場

合は、その期間中は休業日とすることができ

る。 

３ 預かり保育の実施時間は、教育課程に係る

教育時間終了後から午後５時までとする。 

４ 教育委員会は、特に必要があると認めると

きは、実施日及び前項に規定する実施時間を

変更することができる。 

 （定員） 

第４条 預かり保育の定員は、３０人とする。

ただし、特別の事情がある場合は、この限り

でない。 

 （利用の申請） 

第５条 預かり保育を利用しようとする保護者

（以下「利用保護者」という。）は、亀岡市

立幼稚園預かり保育利用申請書（別記第１号

様式）を利用しようとする月の初日の１０日

前までに教育委員会に提出し、承認を受けな

ければならない。ただし、臨時又は緊急に預

かり保育を必要とする場合は、この限りでな

い。 

２ 教育委員会は、前項の承認をしたときは、

亀岡市立幼稚園預かり保育利用決定通知書

（別記第２号様式）により、承認しないとき

は、亀岡市立幼稚園預かり保育利用不承認通

知書（別記第３号様式）により利用保護者へ

通知するものとする。 
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 （利用の変更） 

第６条 利用保護者は、第２条に定める基準に

該当しなくなったとき又は前条の承認を受け

た内容に変更が生じたときは、遅滞なく、教

育委員会に届け出なければならない。 

２ 利用保護者は、前条第２項の承認を受けた

内容に変更が生じた場合は、亀岡市立幼稚園

預かり保育利用変更届（別記第４号様式）に

より、教育委員会に届け出なければならない。 

 （利用の取消し等） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、預かり保育の利用の承認を

取り消すことができる。 

⑴ 第２条に定める基準に該当しなくなった

場合 

⑵ 虚偽の申請又は不正な手段により、預か

り保育の利用の承認を受けた場合 

⑶ その他やむを得ない事情により当該幼児

の預かり保育の実施を継続することが困難

と認められる場合 

２ 利用保護者は、幼児が疾病にかかり、又は

かかっているおそれがあるときは、教育委員

会の指示に従わなければならない。 

 （預かり保育料等の徴収） 

第８条 預かり保育料、おやつ代その他の預か

り保育に要する費用の実費（以下「預かり保

育料等」という。）は、利用月の翌月１０日

までに亀岡市立幼稚園園長（以下「園長」と

いう。）が徴収する。 

２ 園長は、毎月、預かり保育料等の徴収の状

況を教育委員会に報告しなければならない。 

 （委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、預かり

保育の実施に関し必要な事項は、教育長が定

める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 
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告 示 
 

 亀岡市教育委員会告示第２号 

 

 亀岡市教育委員会事務の点検・評価の実施に

関する要綱（平成２１年亀岡市教育委員会告示

第２号）の一部を次のように改正する。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           委員長 中桐安子 

 

 第１条中「第２７条」を「第２６条」に改め

る。 

 第３条第２項中「第２７条第２項」を「第 

２６条第２項」に、同条第３項及び第４項中

「教育委員会委員長」を「教育長」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から実施

する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）附則第２条第１項に規定する旧教育

長が、同項の規定により引き続き教育長とし

て在職する間においては、なお従前の例によ

る。 

 

「掲示済」 

 

教育長訓令 
 

 亀岡市教育委員会教育長訓令第２号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市教育委員会教育長職務代理者の権限に

関する規程を次のように定める。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 竹岡 敏 

 

亀岡市教育委員会教育長職務代理

者の権限に関する規程 

 

 亀岡市教育委員会基本規則（昭和３１年亀岡

市教育委員会規則第１号）第５条第２項の規定

により、亀岡市教育委員会教育長職務代理者が

亀岡市教育委員会教育長の職務を行う場合は、

亀岡市教育委員会の会議の主宰に関する事務そ

の他特に重要と認められる事項の事務を除き、

その権限に属する事務を教育部長に委任する。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）附則第２条第１項に規定する旧教育

長が、同項の規定により引き続き教育長とし

て在職する間においては、なお従前の例によ

る。 
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 亀岡市教育委員会教育長訓令第３号 

 

               庁中一般 

 

 小学校及び中学校の校長に対する事務委任規

程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

         亀岡市教育委員会 

           教育長 竹岡 敏 

 

小学校及び中学校の校長に対する

事務委任規程の一部を改正する訓

令 

 

 小学校及び中学校の校長に対する事務委任規

程（昭和５７年亀岡市教育委員会教育長訓令第

３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「第２６条第３項」を「第２５条第

４項」に改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成２７年４月１日から施行

する。 

 （旧教育長に関する経過措置） 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の一部を改正する法律（平成２６年法律第 

７６号）附則第２条第１項に規定する旧教育

長が、同項の規定により引き続き教育長とし

て在職する間においては、なお従前の例によ

る。 

 

 

任免及び辞令 
 

             井 上   亨 

             友 松 勝 之 

             小 瀬 正 博 

             三 浦 正 昭 

             江 口 昌 道 

             中 川 國 彦 

（各 通）        倉之段   昇 

             八 木 辰 夫 

             野々村 泰 三 

             杉 崎   功 

             柴 田   寛 

             白波瀬 和 彦 

             桂   達 朗 

亀岡市いじめ問題対策連絡協議会委員に委嘱し

ます 

任期は平成２８年４月３０日までとします 

   平成２７年３月２４日 
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選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２８号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２７年３月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１，４７９人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第２９号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育委員会の委員、選挙管理委員、監査委員及び

亀岡市議会議員の解職請求に要する有権者総数

の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   平成２７年３月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

２４，６４３人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３０号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   平成２７年３月２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１２，３２２人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３１号 

 

 平成２７年４月１２日執行予定の京都府議会

議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置場

所を次のように定める。 

 

   平成２７年３月２５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

省  略 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第３２号 

 

 亀岡市農業委員会の選挙された委員の解任請

求に要する各選挙区における農業委員会の委員

の選挙権を有する者の２分の１の数は、次のと

おりである。 

 

   平成２７年３月３１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

第１選挙区  ７１８人 

第２選挙区  ７４４人 

第３選挙区  ６５１人 

第４選挙区  ７４２人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第３３号 

 

 平成２７年４月１２日執行の京都府議会議員

一般選挙に係る選挙時登録において選挙人名簿

に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載

した書面を縦覧に供する場所を次のように定め

る。 

 

   平成２７年３月３１日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 野﨑千惠子 

 

１ 縦覧の場所  亀岡市安町野々神８番地 

         亀岡市役所 

２ 縦覧の期間  平成２７年４月３日 

 

「掲示済」 

公平委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市公平委員会告示第１号 

 

 下記の団体は、地方公務員法第５３条の規定

に適合することを認め、これを登録したので、

職員団体の登録に関する規則第１０条の規定に

より次のとおり告示する。 

 

   平成２７年３月２３日 

 

         亀岡市公平委員会 

           委員長 小田博子 

 

１ 登 録 団 体 

  亀岡教職員組合 

   代表者役職氏名 執行委員長 小澤正嗣 

  （主たる事務所所在地） 

   亀岡市余部町上条１３ 亀岡教育会館 

 

２ 登録年月日  平成２７年３月２３日 

 

３ 登 録 番 号  平成２７年公平第１号 

 

「掲示済」 
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上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道部処務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成２７年３月２６日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第１号 

 

亀岡市上下水道部処務規程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市上下水道部処務規程（昭和４８年亀岡市水道事業管理規程第２号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第３条第２項中「次長」を「担当部長及び次長」に改める。 

 別表第１中 

「 

お客様窓口係 料金係 

庶務係 計画係 施設係 整備管理係 

庶務係 普及係 管理係 建設係 

                         」を 

「 

給水係 料金係 

水道総務係 計画係 施設係 整備管理係 

下水道総務係 普及係 施設整備係 

                         」に改める。 
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 別表第２中 

「 

総務・経営課 公印に関すること。 

 文書の収受発送及び整理保存に関すること。 

 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。 

 労働組合に関すること。 

 規程その他例規の制定改廃に関すること。 

 水道工事等の入札及び契約に関すること。 

 庁舎の管理に関すること。 

 予算編成及び執行管理に関すること。 

 決算及び財務諸表の作成に関すること。 

 財政計画、資産計画及び経営分析に関すること。 

 起債及び一時借入金に関すること。 

 上下水道事業の固定資産台帳に関すること。 

 上下水道事業経営審議会に関すること。 

 業務統計に関すること。 

 上下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 

 現金及び有価証券の出納保管並びに小切手の振出しに関すること。 

 飲用水安定確保対策事務に関すること。 

 専用水道に関すること。 

 飲用井戸等の衛生対策に関すること。 

 部内他課の主管に属さない事務に関すること。 

 部の総務担当課事務に関すること。 

お客様サービス課 お客様サービスの充実に関すること。 

 給水装置等の使用の開始及び廃止等に関すること。 

 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。 

 量水器の設置及び取替え、在庫管理に関すること。 

 給水装置工事に関すること。 

 給水管布設替工事に関すること（水道課所管分を除く）。 

 給水管の営繕及び修理に関すること（水道課所管分を除く）。 

 指定給水装置工事事業者に関すること。 

 簡易専用水道等に関すること。 

 水道料金等の調定及び徴収に関すること。 

 水道料金等の減免に関すること。 

 水道料金等の滞納整理に関すること。 

 水道料金等の広報宣伝に関すること。 

 水道料金センターに関すること。 

 上下水道に係る負担金等の収納に関すること。 

 予納金の精算に関すること。 

                                           」 

を 
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「 

総務・経営課 公印に関すること。 

 文書の収受発送及び整理保存に関すること。 

 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。 

 労働組合に関すること。 

 規程その他例規の制定改廃に関すること。 

 水道工事等の入札及び契約に関すること。 

 庁舎の管理に関すること。 

 予算編成及び執行管理に関すること。 

 決算及び財務諸表の作成に関すること。 

 財政計画、資産計画及び経営分析に関すること。 

 起債及び一時借入金に関すること。 

 上下水道事業の固定資産台帳に関すること。 

 上下水道事業経営審議会に関すること。 

 業務統計に関すること。 

 上下水道事業の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。 

 現金及び有価証券の出納保管並びに小切手の振出しに関すること。 

 部内他課の主管に属さない事務に関すること。 

 部の総務担当課事務に関すること。 

お客様サービス課 お客様サービスの充実に関すること。 

 給水装置等の使用の開始及び廃止等に関すること。 

 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。 

 量水器の設置及び取替え、在庫管理に関すること。 

 給水装置工事に関すること。 

 給水管布設替工事に関すること（水道課所管分を除く）。 

 給水管の営繕及び修理に関すること（水道課所管分を除く）。 

 指定給水装置工事事業者に関すること。 

 簡易専用水道等に関すること。 

 水道料金等の調定及び徴収に関すること。 

 水道料金等の減免に関すること。 

 水道料金等の滞納整理に関すること。 

 水道料金等の広報宣伝に関すること。 

 水道料金センターに関すること。 

 上下水道に係る負担金等の収納に関すること。 

 予納金の精算に関すること。 

 飲用水安定確保対策事務に関すること。 

 専用水道に関すること。 

 飲用井戸等の衛生対策に関すること。 

                                           」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

「掲示済」 
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告 示 

 

 亀岡市上下水道部告示第４号 

 

 公共下水道の供用及び汚水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条

の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 その関係図書は、平成２７年３月１６日から平成２７年３月３０日までの期間、亀岡市上下水道

部下水道課において、縦覧に供する。 

 

   平成２７年３月１３日 

 

                               亀岡市長 栗山正隆 

 

１ 供用及び汚水の処理を開始する年月日 

平成２７年３月３１日 

２ 供用及び汚水の処理を開始する区域 

三宅町（１丁目）、古世町（西向林）、中矢田町（中道）、下矢田町（東法楽寺）、荒塚町

（２丁目）、追分町（八ノ坪）、河原町、余部町（蚊又・北町川筋・清水又・榿又）、宇津根

町（矢代出）、曽我部町寺（城ヶ裏） 重利（風ノ口） 穴太（宮垣内）、吉川町吉田（前河

原）、薭田野町芦ノ山（イノシリ・車谷・流田・宮ノ下・アゲキ・杉森・瀬々ヶ谷）、本梅町

平松（車谷）、大井町南金岐（丁田）、千代川町北ノ庄（相寄） 湯井（巽筋） 小林（植

田・西芝） 高野林（高ノ畑） 小川（３丁目）、篠町篠（下西山） 柏原（川原垣内） 浄

法寺（中村・松岡・茱萸谷・墓ノ谷） 篠町見晴（６丁目）、西つつじヶ丘五月台１丁目の各

一部 

３ 供用及び汚水の処理を開始する排水施設の位置 

路線名 起点 終点 

市道湯ノ花６号線 薭田野町芦ノ山アゲキ１番４８先 薭田野町芦ノ山アゲキ１番２先 

市道湯ノ花６号線 薭田野町芦ノ山アゲキ１番９先 薭田野町芦ノ山杉森６番３８先 

市道湯ノ花７号線 薭田野町芦ノ山杉森６番３８先 薭田野町芦ノ山アゲキ１番５２先 

市道湯ノ花８号線 薭田野町芦ノ山杉森６番３９先 薭田野町芦ノ山アゲキ１番３２先 

市道湯ノ花９号線 薭田野町芦ノ山杉森６番４１先 薭田野町芦ノ山アゲキ１番３４先 

市道湯ノ花１０号線 薭田野町芦ノ山杉森６番４３先 薭田野町芦ノ山アゲキ１番３６先 

市道湯ノ花温泉線 薭田野町芦ノ山宮ノ下２６先 薭田野町芦ノ山流田６番５先 

市道湯ノ花温泉線 薭田野町芦ノ山車谷１番２先 薭田野町芦ノ山流田６番５先 

市道湯ノ花温泉線 薭田野町芦ノ山流田６番５先 薭田野町芦ノ山車谷１番１先 

国道３７２号線 薭田野町芦ノ山流田６番５先 薭田野町柿花宮ノ奥 

国道９号線 三宅町１丁目８３番５先 西つつじヶ丘五月台１丁目４９番３先 

国道９号線 西つつじヶ丘五月台１丁目４９番３先 西つつじヶ丘五月台２丁目５３番２先 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 139

第８４３号平成２７年４月１５日発行 

４ 供用及び汚水の処理を開始する排水施設の

合流式又は分流式の別 

分流式 

５ 汚水の処理を開始する終末処理場の位置及

び名称 

（１）位 置：京都府亀岡市三宅町八田１番地 

（２）名 称：亀岡市年谷浄化センター 

 

「掲示済」 

 

市立病院欄 
 

公 告 
 

 亀岡市立病院公告第１号 

 

 平成２７年２月２７日に実施した亀岡市立病

院職員採用試験の結果、次のとおり合格者を決

定し、職員採用候補者名簿に登録したので公告

する。ただし、登録有効期限については、平成

２７年７月３１日までとする。 

 

   平成２７年３月６日 

 

    亀岡市病院事業管理者 坂井茂子 

 

（候補者受験番号） 

・看護師 

   １  ２  ３ 

・臨床工学技士 

   １ 

 

「掲示済」 
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